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1
9
-
7
-
4

東
海

四
県

水
道

災
害

相
互

応
援

に
関

す
る
覚

書
（県

企
業

局
水

道
企
画

課
）

（趣
旨

）

第
１
条

こ
の

覚
書

は
、
岐

阜
県

、
静

岡
県

、
愛

知
県

及
び
三

重
県

（
以

下
「
四

県
」
と
い
う
。
）
の

水
道

用
水

供
給

事
業

に
お
い
て
、
災

害
そ
の

他

非
常

の
事

態
等

（以
下

「災
害

等
」
と
い
う
。
）
が
発

生
し
、
被

災
県

独
自

で
は

十
分

に
応

急
措
置

等
が

実
施

で
き
な
い
場

合
に
、
被
災

県
が

他
の

県
に
応

援
要
請

す
る
応

急
措
置

等
を
円

滑
に
遂
行

す
る
た
め
、
必

要
な
事
項

に
つ
い
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（災
害

救
助

法
等
と
の
関

係
）

第
２
条

四
県

が
相

互
に
実

施
す
る
応
援

活
動

に
関

す
る
事

務
処

理
に
つ
い
て
は

、
災
害

救
助

法
（
昭

和
２
２
年
法

律
第

１
１
８
号

）
そ
の

他
法

律
等

に
特

別
の
定

め
が

あ
る
も
の

を
除

く
ほ
か

、
こ
の

覚
書
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
ま
た
、
四
県

が
応
援

活
動
中

に
お
い
て
、
災

害
救

助
法
そ
の
他

法
律
で
定

め
る
救

助
、
又

は
応
援

が
行

わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は

、
速

や
か

に
法

律
で
定

め
る
事

務
処

理
に
切

替
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。

（応
援

県
）

第
３
条

大
規
模

な
災

害
等
が

発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
災

害
応

急
活
動

等
を
速

や
か

に
実

施
で
き
る
体

制
を
執

る
も
の
と
す
る
。

２
応
援

県
は
、
相

互
に
連
絡

を
と
り
、
主

た
る
応

援
県
（以

下
「応

援
主
管

県
」と

い
う
。
）
を
決
定

す
る
。

３
応
援

主
管
県

は
、
速
や

か
に
他
の

県
と
協

力
し
て
被
災

県
に
対

す
る
応

援
活
動

等
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（応
援

の
内

容
）

第
４
条

応
援
の

内
容
は

、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

(1
)

応
急

給
水

作
業
に
必
要

な
職

員
、
給

水
車
等

の
派
遣

(2
)

応
急

復
旧

作
業
に
必
要

な
職

員
の

派
遣
、
資

機
材
の

提
供
等

(3
)

前
各

号
に
定
め
る
も
の

の
ほ

か
、
特

に
必

要
と
認

め
て
要
請

す
る
事
項

（応
援

要
請

の
手
続

）

第
５
条

応
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
県

は
、
別

途
定
め
る
内

容
を
明

ら
か

に
し
て
、
他

の
県
に
応

援
を
要
請

す
る
も
の

と
す
る
。

（経
費

の
負

担
）

第
６
条

応
援
に
要
し
た
経

費
は

、
原

則
と
し
て
応

援
を
受
け
た
県

の
負

担
と
す
る
。

２
応

援
職

員
が

応
援

業
務

に
よ
り
負

傷
し
、
疾

病
に
か

か
り
、
又

は
死

亡
し
た
場

合
に
お
け
る
公

務
災

害
補
償

に
要
す
る
経

費
は

、
応

援
県

の
負

担
と
す
る
。
た
だ
し
、
被

災
地
に
お
い
て
応

急
治
療

を
す
る
場

合
の

治
療
費

は
、
被

災
県
の

負
担
と
す
る
。

３
応

援
職

員
が

業
務

上
第

三
者

に
損

害
を
与

え
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の

損
害

が
応

援
業

務
の

従
事

中
に
生

じ
た
も
の

に
つ
い
て
は

被
災

県
が

、

又
、
被

災
県

へ
の
往

復
の
途

中
に
お
い
て
生
じ
た
も
の

に
つ
い
て
は

応
援
県

が
賠
償

の
責
に
任
ず
る
。

４
被

災
県

が
第

１
項

に
規

定
す
る
費

用
を
支

弁
す
る
い
と
ま
が

な
く
、
か

つ
被

災
県

か
ら
要

請
が

あ
っ
た
場

合
に
は

、
応

援
県

は
当

該
費

用
を
一

時
立

替
支

弁
す
る
も
の

と
す
る
。

５
前
４
項
に
定

め
る
も
の

の
ほ

か
、
応

援
職
員

の
派
遣

に
要

す
る
経
費

に
つ
い
て
は
、
被

災
県
と
応
援

県
が
協

議
し
て
定

め
る
。

６
前
５
項
の

定
め
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
関

係
県
が

協
議
し
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。
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（情
報

交
換

）

第
７
条

四
県
は

、
こ
の
覚

書
に
基
づ
く
応
援

が
円
滑

に
行

わ
れ
る
よ
う
関

係
資

料
等
必

要
な
情
報

を
相

互
に
交

換
す
る
も
の

と
す
る
。

（そ
の

他
）

第
８
条

こ
の

覚
書

の
実
施

に
関

し
必
要

な
事

項
は
、
別

に
定

め
る
。

２
こ
の

覚
書
に
定

め
な
い
事

項
は
、
そ
の
都

度
、
関
係

県
が
協

議
し
て
定

め
る
。

附
則

こ
の
覚

書
は
、
平

成
７
年

１
２
月

１
日

か
ら
施

行
す
る
。

こ
の
覚

書
の
成

立
を
証

す
る
た
め
、
関
係

者
記
名

押
印
の

上
、
各

１
通
を
保
有

す
る
。

平
成
７
年

１
２
月

１
日

岐
阜
県

開
発
企

業
局

開
発
企

業
局
長

森
本

安
彦

静
岡
県

公
営
企

業
管
理

者

企
業

局
長

岩
淵

昌
弘

愛
知
県

公
営
企

業
管
理

者

企
業

庁
長

加
藤

幸
一

三
重
県

公
営
企

業
管
理

者

企
業

庁
長

藤
原

康
司
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1
9
-
7
-
5

神
奈

川
県

企
業

庁
と
静

岡
県

企
業

局
と
の

災
害

相
互

応
援

に
関

す
る
覚

書
（県

企
業

局
水

道
企
画

課
）

（趣
旨

）

第
１
条

こ
の

覚
書

は
、
水

道
事

業
を
経

営
す
る
神

奈
川

県
企

業
庁

及
び
水

道
用

水
供

給
事

業
を
経

営
す
る
静

岡
県

企
業

局
（
以

下
「
両

県
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
、
地

震
等

の
災

害
に
よ
り
、
い
ち
じ
る
し
く
水

道
施

設
に
損
傷

を
受

け
、
被

災
し
た
県

独
自

で
は

十
分

に
応

急
措

置
等

が
実

施

で
き
な
い
場

合
に
相

手
県

の
応

援
に
よ
る
応

急
措
置

等
を
円

滑
に
遂
行

す
る
た
め
、
必

要
な
事
項

を
定

め
る
も
の

と
す
る
。

（連
絡

部
署

）

第
２
条

両
県
は

、
あ
ら
か
じ
め
応

援
体

制
表

（様
式

１
）に

よ
り
連

絡
課

を
定
め
、
地

震
等

の
災

害
が
発

生
し
た
と
き
は

、
速

や
か

に
必
要

な
情

報

を
相
互

に
交

換
す
る
も
の

と
す
る
。

な
お
、
応

援
体

制
表
は

、
毎
年

４
月
末

に
相

互
に
交
換

す
る
も
の

と
す
る
。

（備
蓄

資
材

等
の
調

査
）

第
３
条

両
県

は
、
こ
の

覚
書

に
基

づ
く
応

援
を
円

滑
に
行

う
た
め
、
保

有
す
る
備

蓄
資

材
等

を
調
査

し
、
備

蓄
資

材
一

覧
表

等
を
作

成
し
、
毎

年
４

月
末

に
相

互
に
交

換
す
る
も
の

と
す
る
。

（応
援

の
要

請
手
続

き
）

第
４
条

応
援
を
要
請

す
る
と
き
は
、
応

援
体

制
表
に
定

め
る
連

絡
課
を
通
じ
て
行
う
も
の

と
す
る
。

２
応
援

の
要
請

は
、
次
の

事
項

を
明

ら
か
に
し
て
、
文

書
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

た
だ
し
、
緊
急

を
要

す
る
と
き
は

、
電
話

又
は

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の

場
合

は
、
事

後
速

や
か

に
応

援
要
請

書
（
様

式

２
）
を
送
付

す
る
も
の

と
す
る
。

(1
)

災
害

等
の

状
況

(2
)

必
要

資
機

材
及
び
人

員
等

の
応
援

内
容

(3
)

応
援

の
場

所
及
び
応

援
場

所
へ
の

経
路

(4
)

応
援

の
期

間

(5
)

前
各

号
に
定
め
る
も
の

の
ほ

か
、
必

要
な
事

項

（応
援

内
容

）

第
５
条

応
援
の

内
容
は

、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

(1
)

応
急

給
水

作
業
に
必
要

な
職

員
、
給

水
車
等

の
派
遣

(2
)

応
急

復
旧

作
業
に
必
要

な
職

員
の

派
遣
、
資

機
材
の

提
供
等

(3
)

前
各

号
に
定
め
る
も
の

の
ほ

か
、
特

に
必

要
と
認

め
て
要
請

す
る
事
項

（応
援

体
制

）

第
６
条

応
援

を
要

請
し
た
企

業
庁

又
は

企
業

局
（
以

下
「
応

援
要

請
県

」
と
い
う
。
）は

、
災

害
の

状
況

に
応

じ
、
応

援
す
る
企

業
庁

又
は

企
業

局

（
以

下
「応

援
県

」と
い
う
。
）
職
員

の
宿
舎

の
あ
っ
せ

ん
そ
の
他

必
要
な
便

宜
を
供
与

す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
状
況

に
よ
り
こ
れ

を
応

援
県

に

求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
応
援

県
の
職

員
は
、
腕

章
等

の
標
識

を
着

け
、
そ
の

身
分
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
と
す
る
。

（情
報

交
換

）

第
７
条

第
５
条

各
号
に
規

定
す
る
応

援
に
要
す
る
経

費
は

、
法
令

そ
の
他

別
段
の

定
め
が
あ
る
も
の

を
除

く
ほ

か
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

(1
)

応
援

に
要

し
た
経
費

は
、
原

則
と
し
て
応
援

要
請
県

が
負
担

す
る
も
の

と
す
る
。

な
お
、
応

援
職

員
の

派
遣

に
要

す
る
経

費
の

額
は

応
援

県
が

定
め
る
規

定
に
よ
り
算

定
し
た
当

該
応

援
職

員
の

旅
費

の
額

及
び
諸

手
当

の
範

囲
内

と
す
る
。
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(2
)

応
援

県
は

、
応

援
要

請
県
が

前
項
に
規
定

す
る
経

費
を
支

弁
す
る
い
と
ま
が
な
い
場

合
は
一

時
立
替

支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。

(3
)

応
援

職
員
が

応
援

業
務

に
よ
り
負

傷
し
、
疾

病
に
か

か
り
、
又

は
死
亡

し
た
場

合
に
お
け
る
災

害
補

償
は

、
応

援
県

の
負

担
と
す
る
。
た
だ

し
、
被

災
地

に
お
い
て
応

急
治
療

す
る
場
合

の
治
療

費
は
、
応

援
要
請

県
の
負

担
と
す
る
。

(4
)

応
援

職
員

が
業

務
上
第

三
者

に
損

害
を
加

え
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の

損
害

が
応

援
業
務

の
従

事
中
に
生

じ
た
も
の

に
つ
い
て
は

、
応
援

要
請
県

が
そ
の

賠
償

の
責
に
任
ず
る
。

２
前
項

の
定
め
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
両

県
が

協
議

し
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。

（協
議

）

第
８
条

こ
の

覚
書

に
定

め
の

な
い
事
項

で
特
に
必

要
が
生

じ
た
場

合
は
、
そ
の
都

度
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（適
用

）

第
９
条

こ
の

覚
書

は
、
平

成
９
年

１
月

１
日

か
ら
適

用
す
る
。

こ
の

覚
書
の

成
立
を
証
す
る
た
め
本

書
２
通

を
作

成
し
、
両

県
が
そ
れ

ぞ
れ

記
名
押

印
の
う
え
各

自
そ
の

１
通

を
保

有
す
る
も
の
と
す
る
。

平
成

８
年

１
２
月

２
６
日

神
奈
川

県
公
営

企
業
管

理
者

企
業

庁
長

志
手

征
吉

静
岡
県

公
営
企

業
管
理

者

企
業

局
長

藤
木

紀
男
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1
9
-
7
-
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東
海

四
県

及
び
名

古
屋

市
と
の

工
業

用
水

道
災

害
相

互
応

援
に
関

す
る
協

定
（県

企
業
局

水
道
企

画
課
）

（趣
旨

）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
岐

阜
県

、
静

岡
県

、
愛

知
県

、
三

重
県

及
び
名

古
屋

市
の

工
業

用
水

道
事

業
を
行

う
事

業
体
に
お
い
て
、
地

震
等

の
災

害
が

発
生

し
、
被

災
事

業
体

独
自

で
は

十
分

に
応

急
措

置
等

が
実

施
で
き
な
い
場

合
に
、
被

災
事

業
体

が
他

の
事

業
体

に
要
請

す
る
応

急
措

置
等

を
円

滑
に
遂

行
す
る
た
め
、
必

要
な
事

項
に
つ
い
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。

（応
援

事
業

体
）

第
２
条

応
援
事

業
体
は

、
大

規
模

な
災

害
が
発

生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
応

援
活

動
を
速
や

か
に
実
施

で
き
る
体
制

を
執

る
も
の

と
す
る
。

２
応
援

事
業
体

は
、
相
互

に
連

絡
を
と
り
、
主
た
る
応
援

事
業
体

（以
下
「
応

援
主

管
事
業

体
」と

い
う
。
）
を
決
定

す
る
。

３
応
援

主
管
事

業
体
は

、
速

や
か

に
他

の
応

援
事
業

体
と
協

力
し
て
被
災

事
業

体
に
対

す
る
応
援

活
動
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（応
援

の
内

容
）

第
３
条

応
援
の

内
容
は

、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

(1
)
応

急
の
復

旧
作
業

に
必

要
な
職
員

の
派
遣

、
資
機

材
の
提

供

(2
)
そ
の

他
被

災
事
業

体
か
ら
要

請
の

あ
っ
た
事
項

（応
援

の
要

請
）

第
４
条

被
災
事

業
体

は
、
応

援
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は

、
別

に
定

め
る
内

容
を
明
ら
か

に
し
て
、
他

の
事

業
体

に
応
援

を
要
請

す
る
も
の

と

す
る
。
た
だ
し
、
通

信
の
途

絶
等
に
よ
り
連

絡
が
で
き
な
い
場

合
に
は

、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（経
費

の
負

担
）

第
５
条

応
援
に
要
し
た
経

費
は
、
原

則
と
し
て
被

災
事
業

体
の
負

担
と
す
る
。

２
応

援
職

員
が

業
務

上
第

三
者

に
損

害
を
与

え
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の

損
害

が
応

援
業

務
の

従
事

中
に
生

じ
た
も
の

に
つ
い
て
は

被
災

事
業

体
が

、
ま
た
、
被
災

事
業
体

へ
の

往
復
の

途
中
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は

応
援

事
業
体

が
賠
償

の
責
め
に
任
ず
る
。

３
被

災
事

業
体

が
第

１
項

に
規

定
す
る
費

用
を
支

弁
す
る
い
と
ま
が

な
く
、
か

つ
被

災
事

業
体

か
ら
要

請
が

あ
っ
た
場

合
に
は

、
応

援
事

業
体

は
、

当
該

費
用

を
一

時
立
替

支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
応

援
職

員
の
派

遣
に
要
す
る
経

費
に
つ
い
て
は
、
被

災
事

業
体
と
応
援

事
業
体

が
協
議

し
て
定

め
る
。

（情
報

の
交

換
）

第
６
条

各
事
業

体
は
、
こ
の

協
定

に
基

づ
く
応

援
が

円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
、
関

係
資
料

等
必
要

な
情

報
を
相
互

に
交

換
す
る
も
の

と
す
る
。

（そ
の

他
）

第
７
条

こ
の

協
定

の
実
施

に
関

し
必
要

な
細

則
事
項

は
、
別
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。

２
こ
の

協
定
に
定

め
の

な
い
事

項
及

び
こ
の

協
定
に
関

し
て
疑

義
が
生

じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度

関
係
事

業
体
が

協
議
し
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。

附
則

（施
行

期
日

）

こ
の

協
定
は

、
平
成

９
年
３
月

１
１
日

か
ら
施

行
す
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

こ
の

協
定
の

成
立
を
証
す
る
た
め
本

書
５
通

を
作

成
し
、
関

係
者
記

名
押
印

の
上
、
各

１
通

を
保

有
す
る
。

平
成

９
年

２
月

２
８
日

岐
阜
県

開
発
企

業
局

開
発
企

業
局
長

森
本

安
彦

静
岡
県

公
営
企

業
管
理

者

企
業

局
長

藤
木

紀
男

愛
知
県

公
営
企

業
管
理

者

企
業

庁
長

原
田

昌
衛

三
重
県

公
営
企

業
管
理

者

企
業

庁
長

増
田

保
正

名
古
屋

市
工
業

用
水
道

事
業
管

理
者

企
業

局
長

中
野

道
孝
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1
9
-7
-
7

関
東

ブ
ロ

ッ
ク

下
水

道
事

業
に
お

け
る

災
害

時
支
援

に
関

す
る
ル

ー
ル

第
１
章

総
則

（
目
的
）

第
１
条

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
下
水
道
事
業
に
お
け
る
災
害
時
支
援
に
関
す
る
ル
ー

ル
は

、「
震
災

時
等

の
相
互

応
援
に
関
す
る
協
定
（
関
東
地
方
知
事
会
協
定
）
」、
「
２
１
大
都
市
災
害
時
相

互
応

援
に
関
す
る
協

定
（
大

都
市
協
定
）
」
等
に

基
づ
く
相
互
応
援
活
動
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
、
下
水
道

事
業

に
関
し

て
「
下

水
道

事
業
に

お
け
る
災

害
時
支
援
に
関
す
る

ル
ー
ル

」（
以

下
「

全
国

ル
ー
ル

」
と
い

う
。
）

に

定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
運
用
に
係
る
取
り
決
め

等
(以

下
「
ブ

ロ
ッ

ク
ル
ー
ル

」
と

い
う
。

)を
定
め
、

都
県
を
越
え
る
広
域
的
な
下
水
道
事
業
関
係
者
間
の
支
援

体
制

を
整

え
て
お
く

こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
大
都
市
と
の
支
援
に
係
る
調
整
）

第
２

条
大
都
市
及

び
他
の

都
市
が

同
時
に
被
災

し
た
場

合
に
は
、
全
国

ル
ー
ル

、
ブ

ロ
ッ
ク

ル
ー
ル

及

び
「
下
水
道
災
害
時
に
お
け
る
大
都
市
間
の
連
絡
･連

携
体
制
に
関
す
る
ル
ー

ル
」

(以
下
「

大
都

市
ル
ー

ル
」
と
い
う
。

)を
調
整
し
な
が
ら
災
害
に
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、

大
都

市
の
み
が
被

災
し
た
場
合
の
支
援
に

つ
い
て

は
、
大

都
市

ル
ー

ル
を
優
先

さ
せ

る
も

の

と
す
る
。

第
２
章

平
常
時
の
対
策

（
災
害
時
支
援
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
）

第
３

条
下
水
道
施

設
が
被

災
し
た

際
、
円
滑
か

つ
迅
速

な
対
応
が
と
れ

る
よ
う

、
全

国
ル
ー

ル
に
基

づ

き
関
東
ブ
ロ

ッ
ク
に

お
い
て
災
害
時

支
援

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会

議
（

以
下
「

ブ
ロ

ッ
ク
連

絡
会
議

」

と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

２
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
関
及
び
団
体
を
も
っ
て

構
成

す
る
。

（
１
）
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
建
政
部
都
市
整
備
課

（
２
）
日
本
下
水
道
事
業
団
関
東
・
北
陸
総
合
事
務
所
施
工
管
理
課

（
３
）
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
都
県
（
オ
ブ
ザ
ー
バ
の
県
を
含
む
。）

（
４
）
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
大
都
市
（
東
京
都

(区
部

)、
千
葉
市
、
川
崎
市

、
横
浜
市
、
相

模
原

市
、

さ
い
た
ま
市
）

（
５
）
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
で
選
出
し
た
市
町
村
（
川
口
市
、
八
王
子
市
、

横
須

賀
市
）

（
６
）
（
公
社
）
日

本
下
水
道
協
会

（
７
）
（
公
財
）
日

本
下
水
道
新
技
術
機
構
研
究
第
一
部

（
８
）
（
一
社
）
日

本
下
水
道
施
設
業
協
会

【
資
料

編
Ⅱ
】
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生
活
排
水

課
)

（
９
）
（
公
社

）
日

本
下
水
道
管
路
管
理

業
協
会
関
東
支
部

（
10

）
（
一
社
）
日

本
下

水
道
施
設
管
理
業
協

会
東
部
支
部

（
11

）
東
京
都
管
工
事

工
業

協
同
組
合

（
12

）
三
多

摩
管

工
事
協
同
組
合

（
13

）
（
一
社
）
全

国
上

下
水
道
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
協
会

＊
（

公
財
）

は
公

益
財

団
法
人

の
略
、
（

一
社
）
は

一
般
社

団
法

人
の
略
、
（

公
社
）

は
公

益
社
団

法
人

の

略
で
あ
る

。
以

下
、
同
様
と
す
る
。

３
都

県
は

、
被

災
時

に
円
滑
か

つ
迅
速

な
対

応
が
と

れ
る
よ

う
、
管
内

の
下
水

道
事

業
を
実

施
し
て

い

る
市

町
村

の
災
害

時
緊
急

連
絡

網
を
作
成

す
る

と
と

も
に

、
市

町
村
及

び
下
水

道
関

係
団
体

等
に
対

し

て
全

国
ル

ー
ル
、

ブ
ロ
ッ

ク
ル

ー
ル
及
び

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
議

等
の
内

容
に
つ

い
て

、
十
分

周
知
す

る

も
の
と

す
る

。

４
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
構
成
員

は
、
緊

急
時

を
想
定

し
て
そ

れ
ぞ
れ
の

支
援
体

制
、

情
報
連

絡
体
制

及

び
災
害

支
援

時
に
提
供
可
能

な
資

機
材
を
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
し
、
そ
の
整
備
に

努
め

る
も
の
と
す
る

。

（
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

幹
事

）

第
４
条

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
議
に

、
ブ
ロ

ッ
ク

連
絡
会

議
幹
事

を
置
く
。

な
お
、

ブ
ロ

ッ
ク
連

絡
会
議

幹

事
は

都
県

を
も
っ

て
充
て

、
東

京
都
、
埼

玉
県

、
茨

城
県

、
栃

木
県
、

群
馬
県

、
千

葉
県
、

神
奈
川

県

及
び

山
梨

県
の
輪

番
制
と

し
、

任
期
は
原

則
と

し
て

１
年

と
す

る
。
た

だ
し
、

再
任

は
妨
げ

な
い
。

ま

た
、

幹
事

職
務
を

代
行
す

る
た

め
に
副
幹

事
を

置
く

。
な

お
、

副
幹
事

は
東
京

都
及

び
次
年

度
幹
事

と

す
る
。

２
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
幹
事
は

、
原
則

と
し

て
年
１

回
ブ
ロ

ッ
ク
連
絡

会
議
を

開
催

し
、
全

国
ル
ー

ル

第
４

条
第

２
項
の

各
号
に

定
め

の
あ
る
も

の
に

つ
い

て
、

協
議

・
調
整

等
を
行

い
、

ブ
ロ
ッ

ク
構
成

員

に
周
知

す
る

。

３
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
幹
事
は

、
情
報

連
絡

等
の
訓

練
に
つ

い
て
、
企

画
、
調

整
及

び
実
施

し
、
副

幹

事
（
次
年

度
幹

事
）
は
当
該
年
度
の

情
報
連
絡
訓
練
の
実

施
要

綱
な
ど
を
作
成

す
る

も
の
と
す
る
。

４
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
幹
事
及

び
幹
事

が
指

定
す
る

者
は
、

全
国
ル
ー

ル
第
５

条
に

定
め
る

「
災
害

時

支
援
全

国
代

表
者
連
絡
会
議

」
に

出
席
す
る
も
の
と
す

る
。

（
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

議
長

）

第
５
条

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
議
に

ブ
ロ
ッ

ク
連

絡
会
議

議
長
を

置
く
。
な

お
、
ブ

ロ
ッ

ク
連
絡

会
議
議

長

は
ブ
ロ

ッ
ク

連
絡
会
議
幹
事

都
県

の
下
水
道
担
当
課
長

を
も
っ
て
充
て
る
。
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２
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡

会
議
議

長
は
、

ブ
ロ
ッ
ク
連

絡
会
議

を
進
行
し
、
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議
の

会
務
を

総

理
す
る
。

（
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
事
務
局
）

第
６
条

ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
の
事
務
局
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
幹
事
都
県

に
置

く
。

（
企
画
調
整
部
会
）

第
７

条
ブ
ロ
ッ
ク

連
絡
会

議
に
企

画
調
整
部
会

を
置
く

。
企
画
調
整
部

会
の
構

成
は

、
ブ
ロ

ッ
ク
連

絡

会
議
構
成
員
の
都
県
と
す
る
。

２
企
画
調
整
部
会

は
、
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡
会
議
の

議
題
、

日
程
等
を
決
定

す
る
ほ

か
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡
会

議

の
運
営
に
関
す
る
協
議
・
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
３
章

下
水
道
対
策
本
部

（
下
水
道
対
策
本
部
の
設
置
）

第
８

条
都
県
は
、

全
国
ル

ー
ル
第

６
条
に
規
定

さ
れ
た

次
の
事
態
が
管

内
に
お

い
て

生
じ
た

場
合
に

、

下
水
道
対
策

本
部
を

設
置
し
、
そ
の

場
合

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会

議
幹

事
及
び

関
東

地
方
整

備
局
を

経

由
し
て
国
土

交
通
省

水
管
理
・
国
土

保
全

局
下
水
道
部
に
速
や
か

に
連

絡
し
、

そ
の

後
下
水

道
対
策

本

部
長
は
、
災
害
時
緊
急
連
絡
網
に
よ
り
連
絡
す
る
。

（
１
）
震
度
６
弱
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合

（
２
）
震
度

５
強
以

下
の
地
震
ま
た

は
そ

の
他
の
災
害
が
発
生
し

、
下

水
道
施

設
が

被
災
し

た
自
治

体

か
ら
支
援
要
請
を
受
け
た
場
合

（
３
）
そ
の

他
の
災

害
が
発
生
し
、

都
県

が
下
水
道
施
設
の
被
災

状
況

等
を
勘

案
し

、
ブ
ロ

ッ
ク
連

絡

会
議
幹
事
と
調
整
の
上
、
必
要
と
判
断
し
た
場
合

（
下
水
道
対
策
本
部
の
組
織
）

第
９
条

下
水
道
対
策
本
部
の
組
織
は
、
被
災
し
た
区
域
の
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者

を
も
っ
て
構
成

す
る
。

（
１
）
下
水
道
対
策
本
部
長

原
則
と
し
て
、
被
災
し
た
区
域
を
所
管
す
る
都
県
の
下
水
道
担
当
課
長

（
２
）
下
水
道
対
策
本
部
員

ア
日
本
下
水
道
事
業
団
関
東
・
北
陸
総
合
事
務
所
施
工
管
理
課
長

イ
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡

会
議
幹

事
の
下
水
道

担
当
課

長
。
な
お
、
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議
幹

事
が
被

災

し
速
や
か
な

対
応
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、

ブ
ロ
ッ
ク

連
絡
会

議
副

幹
事

が
代

行
す
る
。

【
資
料

編
Ⅱ
】

(県
生
活
排
水

課
)

ウ
ブ

ロ
ッ
ク
内
の
大

都
市

の
下
水
道
担
当
課
長

エ
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会
議

で
予
め

選
出

す
る
都

県
の
下

水
道
担
当

課
長
及

び
市

町
村
の

下
水
道

担

当
局

部
長

オ
第

３
条
第
２
項
第

６
号

か
ら
第

13
号
に
定
め
る
団
体
が

指
名

す
る
者

カ
下

水
道
対
策
本
部

長
が

必
要
と
認
め
た
者

（
３
）
下

水
道

対
策
特
別
本
部
員

国
土

交
通

省

ア
国

土
交

通
省

(応
援

活
動

の
総

合
調

整
等

)
イ

地
方

整
備

局
(情

報
の

集
約

)

２
ブ
ロ

ッ
ク

内
で
は
対
応
が
困
難

で
広
域
的
な
支
援
（
以

下
「
広
域
支

援
」
と

い
う
。
）
が
必
要
な

場
合
、

第
11

条
に
基

づ
く
総
合
調
整

の
上
、
下
水

道
対

策
本
部
長
は
全

国
ル

ー
ル
第
７
条
第
２
項

に
規
定
さ
れ

て
い
る

者
に

つ
い
て
本
部
員

に
追

加
す
る
。

３
ブ

ロ
ッ

ク
内

に
複

数
の
下
水

道
対
策

本
部

が
同
時

に
設
置

さ
れ
た
場

合
は
、

ブ
ロ

ッ
ク
内

の
そ
の

他

の
都
県
の

下
水

道
担
当
課
長
を
支
援

の
調
整
役
と
し
て
置

く
こ

と
が
で
き
る
も

の
と

す
る
。

（
下

水
道
対

策
本

部
の

業
務

）

第
10

条
下
水
道
対

策
本

部
の
業
務
は
、
全

国
ル
ー
ル
第
８

条
第

１
項
各
号
に
規

定
す

る
事
項
と
し
、
第

11
条
に
基
づ
く

総
合

調
整

の
上
、
下

水
道

対
策

本
部

長
は
本

部
員

に
対

し
、

業
務

の
分

担
を

要
請

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

な
お
、
下

水
道

対
策

本
部
の

業
務
を

行
う

際
は
、

二
次
災

害
等
が
発

生
し
な

い
よ

う
安
全

に
十
分

留

意
す
る

も
の

と
す
る
。

２
被

災
し

た
ブ

ロ
ッ

ク
以
外
の

広
域
支

援
が

必
要
な

場
合
、

全
国
ル
ー

ル
第
８

条
第

２
項
各

号
に
規

定

す
る
事

項
を

行
う
も
の
と
す

る
。

な
お

、（
公
社
）

日
本
下
水
道
協
会
は

主
に
（

２
）
の
「
被
災
し
た

ブ
ロ

ッ
ク
以
外
の
ブ

ロ
ッ

ク
へ
の

支
援
調

整
」

に
係
る
連
絡
調

整
や

、（
４
）

に
係

る
被
災
直
後
の
状
況

把
握
（
現
地
調
査
）

等
を

行
う
も

の
と
す

る
。

３
下
水

道
対

策
本
部
長
は
、
事
務

を
円
滑
に
処
理
す
る

た
め

に
、
第
１
１
条

に
基

づ
く
総
合
調
整

の
上
、

災
害
時
支

援
の

経
験
を
有
す
る
都
市

を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
都

市
と

し
て
支
援
要
請

す
る

こ
と
が
で
き
る

。

（
国

土
交
通

省
の

役
割

）

第
11

条
国
土

交
通
省
は
、
下
水
道
対
策
本

部
、
被
災
し
た
自
治
体
及

び
支
援
す
る
自
治
体

等
と

連
携
を

図
り

、
災
害

支
援

が
円

滑
か
つ
迅

速
に
実

施
で

き
る
よ

う
総
合

調
整
を
行

う
も
の

と
す

る
。
ま

た
、
関

東
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(県
生
活
排
水

課
)

地
方
整
備
局
は
、
被
災
の
情

報
の

集
約

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（
支
援
体
制
の
確
立
及
び
応
援
活
動
）

第
12

条
下
水
道

対
策

本
部
が
実
施
す
る
支
援
体
制
及
び
応
援
活

動
に

つ
い

て
は

、
全

国
ル

ー
ル

第
11

条
及
び
第

11
条
に
規
定
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
前
線
基
地
）

第
13

条
下
水
道
対

策
本
部
は
、
被
災
し
た
自
治
体
と
調
整
の
上
、
応
援
隊
の
受
入

場
所
、
活
動

拠
点
と

し
て
、
現
地
に
前
線
基
地
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
線
基
地
に
つ
い
て
は
、
全
国
ル
ー
ル
第

12
条
に
規
定
が
あ
る
も
の
と

す
る
。

２
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡

会
議
構

成
自
治

体
は
、
前
線

基
地
と

し
て
提
供
可
能

な
施
設

を
あ

ら
か
じ

め
リ
ス

ト

ア
ッ
プ
し
、
規
模
、
施
設
内
容
、
提
供
可
能
な
機
器
、
期
間
等
を
把
握
し
て
お

く
も

の
と
す
る
。

第
４
章

そ
の
他

（
ブ
ロ
ッ
ク
ル
ー
ル
の
改
定
等
）

第
14

条
ブ
ロ
ッ
ク

ル
ー
ル
の
改
定
等
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
で
協
議
し
定
め

る
も

の
と
す
る
。
た
だ

し
、
災

害
時
に
ブ
ロ

ッ
ク
ル

ー
ル
に

定
め
の
な
い

事
項
に

つ
い
て
緊
急
に

措
置
す

る
必

要
が
あ

る
時
は

、

下
水
道
対
策
本
部
長
の
判
断
で
決
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附
則

１
こ
の
ル
ー
ル
は
、
平
成
２
０
年
８
月
１
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

２
「
下
水
道
事
業

に
お

け
る
関
東
ブ

ロ
ッ

ク
災
害
時
支

援
に

関
す
る

申
し
合
わ

せ
」
、
「

災
害
時

支
援

関

東
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
運
営
要
綱
」
は
廃
止
す
る
。

３
平
成
２
２
年
８
月
４
日

一
部
改
定

４
平
成
２
６
年
５
月
１
６
日

一
部
改
定

５
平
成
３
０
年
４
月
２
日

一
部
改
定

【
資
料

編
Ⅱ
】

(県
生
活
排
水

課
)

参
考
資
料

－
１

「
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

下
水
道
事
業
に
お
け

る
災

害
時
支
援
に
関

す
る

ル
ー
ル
」
フ
ロ

ー
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(県
生

活
排

水
課

)

応
援
隊

被
災

都
県

（
C県

）

被
災

ブ
ロ
ッ
ク
内
都

道
府
県

・
大

都
市

（
経
由

）

被
災
ブ
ロ
ッ
ク
内

支
援
自
治
体

支
援
ブ
ロ
ッ
ク
内

都
道
府
県

（
経
由
）

被
災
ブ
ロ
ッ
ク
内

支
援
自
治
体

支
援
大
都
市

関
連
省

庁

支
援

要
請

【
被
災

ブ
ロ
ッ
ク
内

で
対
応
の

場
合

】

【
広
域

支
援
が

必
要

な
場
合

】

Ⅱ
複

数
県

に
跨
る
災

害
発

生
時

大
都
市
窓
口

（
経
由
）

支
援
ブ
ロ
ッ
ク

連
絡
会
幹
事

（
経
由
）

設
置

（
１
）
震

度
６
弱

以
上
の
地

震
発

生
（
２
）
震

度
５
強

以
下
の
地

震
等
が

発
生

し
被

災
自

治
体
か

ら
支

援
要

請
（
３
）
そ
の

他
県
等

が
必
要

と
判

断

下
水

道
対

策
本

部
※

１
（
設

置
場
所

：
被

災
都
県

）

【
組
織

体
制

】
＜
下
水
道

対
策

本
部
長

＞
被

災
都

県

＜
本
部
員

＞
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
連

絡
会

議
幹

事
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
内

大
都

市
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
内

都
道

府
県

・
市

町
村

対
策

本
部

長
が

認
め

た
者

被
災

都
県

（
B県

）
被

災
都

県
（
A県

）

被
災
自
治
体

被
災
自
治
体 被
災
自
治
体

※
１

下
水

道
対
策

本
部
内

に
事

務
局

を
置

き
，
必

要
に
応

じ
て

作
業

部
会

を
事

務
局

内
に
設
置

す
る
。

※
２

関
連

団
体

（
公
財

）
日

本
下
水

道
新
技

術
機
構
研

究
第
一

部
（
一

社
）
全
国

上
下
水

道
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
協

会

（
一

社
）
日
本

下
水
道

施
設
業
協

会
（
一

社
）
日
本

下
水
道

施
設
管
理

業
協
会

東
部
支

部
（
公

社
）
日
本

下
水
道

管
路
管
理

業
協
会

関
東
支

部
全

国
管

工
事
業
協

同
組
合

連
合

会

下
水

道
対

策
本
部
※

１
（
設
置

場
所

：
被
災

都
県

）

【
組

織
体

制
】

＜
下
水

道
対

策
本

部
長

＞
被

災
都

県

＜
本
部

員
＞

被
災

ブ
ロ
ッ
ク
連

絡
会

議
幹

事
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
内

大
都

市
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
内

都
道

府
県

・
市

町
村

対
策

本
部

長
が

認
め

た
者

下
水

道
対

策
本

部
※

１
（
設

置
場
所

：
被

災
都

県
）

【
組

織
体

制
】

＜
下

水
道

対
策

本
部

長
＞

被
災

都
県

＜
本

部
員

＞
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
連

絡
会

議
幹

事
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
内

大
都

市
被

災
ブ
ロ
ッ
ク
内

都
道

府
県

・
市

町
村

対
策

本
部

長
が

認
め

た
者

広
域

支
援
調

整
隊

＜
隊

長
＞

国
土

交
通
省

（
設
置
場

所
：
地

方
整

備
局
）

＜
隊
長

＞
日

本
下

水
道

事
業

団
日

本
下
水

道
協

会
関

係
団

体
※

２

（
広

域
支
援

が
必

要
な
場

合
）

＜
隊

員
＞
支

援
ブ
ロ
ッ
ク
連

絡
会

議
幹

事
大

都
市

窓
口

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
都

市
（
下

水
道

対
策

本
部

に
移

行
）

発
災

国
土

交
通
省

連 携

① ② ③

①
「
支
援
活
動
可
能
体
制
の
報
告
依

頼
」

②
「
支
援
活
動
可
能
体
制
の
報
告
」

③
「
支
援
体
制
調
整
結
果
の
連
絡
」

④
災
害
対
策
基
本
法
第

67
条
，
第

68
条
又

は
第

74
条
等

に
よ
る
応
援

要
求

① ② ③ ① ② ③

① ② ③

① ② ③

① ② ③

① ② ③

③

④ ④ ④

下
水
道

支
援
調

整
チ
ー
ム

（
本
省

）

支 援 調 整 役
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料

編
Ⅱ

]

1
9
-
8
-
1

災
害

時
に
お
け
る
応

急
仮

設
住

宅
の

建
設

に
関

す
る
協

定
書

（県
住

ま
い
づ
く
り
課
）

（趣
旨

）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に
基

づ
き
災

害
時

に
お
け
る
応

急
仮

設
住

宅
（以

下
「
住

宅
」
と
い
う
。
）
の

建
設

に
関

し
て
、
静

岡

県
（
以

下
「
甲

」と
い
う
。
）が

社
団

法
人

プ
レ
ハ
ブ
建

築
協

会
（
以
下

「乙
」と

い
う
。
）
に
協

力
を
求

め
る
に
あ
た
っ
て
必
要

な
事

項
を
定

め
る
も
の

と
す
る
。

（定
義

）

第
２
条

こ
の
協

定
に
お
い
て
「住

宅
」
と
は

、
災
害

救
助
法

第
23

条
第
１
項

第
１
号
に
規

定
す
る
と
こ
ろ
の

も
の

を
い
う
。

（要
請

の
手

続
き
）

第
３
条

甲
は
、
住

宅
建

設
の
要

請
に
あ
た
っ
て
は

、
建

築
場
所

、
戸
数

、
規

模
、
着

工
期

日
そ
の

他
必

要
と
認

め
る
事

項
を
文

書
を
も
っ
て
乙
に
連

絡
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊

急
の

場
合

は
電

話
等

に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
甲

は
後

に
前

記
文

書
を
速

や
か

に
乙

に

提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（協
力

）

第
４
条

乙
は

、
前

条
の

要
請

が
あ
っ
た
と
き
は

、
乙

の
会

員
で
あ
る
住

宅
建

設
業

者
（以

下
「丙

」
と
い
う
。
）
の

あ
っ
せ

ん
そ
の

他
可

能
な
限

り
甲

に
協

力
す
る
も
の

と
す
る
。

（住
宅

建
設

）

第
５
条

乙
の

あ
っ
せ

ん
を
受

け
た
丙

は
、
甲

（
甲

が
住

宅
建

設
業

務
を
市

町
村

長
に
委

任
し
た
場

合
は

当
該

市
町

村
長

。
次

条
に
お
い
て
も
同

じ
。
）
の

要
請

に
基

づ
き
住

宅
建

設
を
行

う
も
の

と
す
る
。

（費
用

の
負

担
及
び
支

払
）

第
６
条

丙
が
前

条
の
住

宅
建
設

に
要

し
た
費
用

は
、
甲
が

負
担
す
る
も
の

と
す
る
。

２
甲
は

、
丙

の
住

宅
建
設

終
了

後
検
査

を
し
、
こ
れ

を
確

認
し
た
と
き
は

丙
の
請

求
に
よ
り
前

項
の

費
用

を
速

や
か

に
支

払
う
も
の
と
す
る
。

（連
絡

窓
口

）

第
７
条

こ
の

協
定

の
業

務
に
関

す
る
連

絡
窓

口
は

、
甲

に
お
い
て
は

静
岡

県
都

市
住

宅
部

住
宅

課
、
乙

に
お
い
て
は

社
団

法
人

プ
レ
ハ

ブ
建

築

協
会
担

当
部
と
す
る
。

（報
告

）

第
８
条

乙
は

、
住

宅
建

設
に
つ
い
て
協

力
で
き
る
建

設
能

力
等

の
状

況
を
毎

年
１
回

甲
に
報
告

す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
甲

が
必
要

と
認

め
た

場
合
は

乙
に
対

し
随

時
報

告
を
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
。

（会
員

名
簿

等
の
提

出
）

第
９
条

乙
は
、
本

協
定

に
か

か
る
乙

の
業

務
担
当

部
員
の

名
簿
及

び
乙

に
加

盟
す
る
会

員
の

名
簿
を
毎

年
１
回

甲
に
提

供
す
る
も
の
と
し
、
部
員

及
び
会

員
に
異
動

が
あ
っ
た
場

合
は

、
甲
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

（協
議

）

第
1
0
条

こ
の
協

定
に
定

め
る
も
の

の
ほ

か
必

要
な
事

項
に
つ
い
て
は
、
そ
の

つ
ど
甲
乙

協
議
の

う
え
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（適
用

）

第
1
1
条

こ
の
協

定
は
、
平

成
９
年

５
月

27
日

か
ら
適

用
す
る
。

２
昭
和

54
年

1
1
月

19
日

に
締
結

さ
れ

た
協

定
は
、
こ
れ

を
廃

止
す
る
。

こ
の

協
定

の
締
結

を
証

す
る
た
め
、
本

書
２
通
を
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印

の
う
え
、
各
自

そ
の
１
通
を
保

有
す
る
。

平
成
９
年

５
月

2
7
日

（甲
）
静

岡
市

追
手

町
９
番
６
号

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（乙
）
東

京
都

千
代

田
区

霞
が
関

３
丁

目
２
番

６
号

社
団

法
人

プ
レ
ハ

ブ
建
築

協
会

会
長

辻
昇

平

-579-
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19-8-1 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書
（県住まいづくり課）

（趣 旨）

第１条 この協定は、静岡県地域防災計画に基づき災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」という。）の建設に関して、静岡

県（以下「甲」という。）が社団法人プレハブ建築協会（以下「乙」という。）に協力を求めるにあたって必要な事項を定めるもの

とする。

（定 義）

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第 23 条第１項第１号に規定するところのものをいう。

（要請の手続き）

第３条 甲は、住宅建設の要請にあたっては、建築場所、戸数、規模、着工期日その他必要と認める事項を文書をもって乙に連

絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に

提出しなければならない。

（協 力）

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）のあっせんその他可能な限り甲

に協力するものとする。

（住宅建設）

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村長に委任した場合は当該市町村長。次条においても同

じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。

（費用の負担及び支払）

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。

（連絡窓口）

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては静岡県都市住宅部住宅課、乙においては社団法人プレハブ建築

協会担当部とする。

（報 告）

第８条 乙は、住宅建設について協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた

場合は乙に対し随時報告を求めることができる。

（会員名簿等の提出）

第９条 乙は、本協定にかかる乙の業務担当部員の名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年１回甲に提供するものとし、部員

及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。

（協 議）

第 10 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、そのつど甲乙協議のうえ定めるものとする。

（適 用）

第 11 条 この協定は、平成９年５月 27 日から適用する。

２ 昭和 54 年 11 月 19 日に締結された協定は、これを廃止する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

平成９年５月 27 日

（甲）静岡市追手町９番６号

静岡県知事 石 川 嘉 延

（乙）東京都千代田区霞が関３丁目２番６号

社団法人プレハブ建築協会

会 長 辻 昇 平

-580-
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1
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災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
書 （
県
土

木
防
災

課
）

（
協

定
例

）
静

岡
県

○
○

事
務

所
長

（
以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）
と
社

団
法

人
○
○

建
設

業
協

会
長

（
以

下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は

、
地

震
、
風

水
害

等
の

災
害

（
以

下
「
災

害
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
甲

の
所

管
す
る
道

路
、
河

川
、
海

岸
、
砂

防
、
地

す
べ

り
防

止
、
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
、
港

湾
及

び
漁

港
等

の
施

設

（
以

下
「公

共
土

木
施

設
」
と
い
う
。
）
に
被

害
が

発
生

し
た
場

合
又

は
そ
の
恐

れ
が

あ
る
場

合
の

応
急

対
策

業
務

の
実

施
に
関

し
、
次

の
と
お
り
協

定
を
締

結
す
る
。

（目
的

）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
災

害
対

策
基

本
法

、
静

岡
県
地

震
対

策
推

進
条

例
及

び
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き
、
災

害
時
に
お
け
る
民

間
協

力
の

一
環

と
し
て
、
災

害
が

発
生

し
た
場
合

又
は

そ
の

恐
れ

が
あ
る
場
合

に
社
会

の
混
乱

を
防

止
し
、
円

滑
な
県

民
の

救
助

活
動
及

び
災

害
復

旧
活

動
に
資

す
る
た
め
、
甲

が
乙
の

協
力

を
得

て
公
共

土
木

施
設

の
被
害

状
況

を
把

握
す
る
と
と
も
に
、
工

事
請

負
契
約

に
先

立
つ
出
動

要
請

に
よ
る
災
害

応
急
復

旧
工
事

（
以
下

「応
急
復

旧
工
事

」
と
い
う
。
）に

よ
り
、
公

共
土
木

施
設
の

機
能
の

確
保
及

び
回

復
を
図

る
こ
と
を
目

的
と
す

る
。

（対
象

と
な
る
災

害
）

第
２
条

こ
の

協
定

の
対

象
と
な
る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ
れ

た
場

合
又

は
地

震
、
風

水
害

そ

の
他

の
異

常
な
自

然
現

象
に
よ
る
も
の

で
、
甲

が
公

共
土
木

施
設
の

応
急
復

旧
を
必

要
と
認

め
る
場

合
の
災

害
と
す
る
。

（災
害

応
急

対
策
協

力
者
）

第
３
条

乙
は

、
本

協
定

に
賛

同
で
き
る
協

会
員

の
中

か
ら
災

害
応

急
対

策
協

力
者

（
以

下
「
協

力
者

」
と
い
う
。
）
を
名

簿
に
と
り
ま
と
め
、
協
定

締

結
後

速
や

か
に
甲

に
提
出

す
る
も
の

と
す
る
。

２
乙

は
、
協

力
者

毎
の

災
害

時
出

動
態

勢
と
し
て
、
人

員
編

成
及

び
建

設
資
機

材
等

の
数

量
を
取
り
ま
と
め
「資

機
材

・
編
成

人
員

報
告

書
」を

前

項
の

規
定

に
よ
る
名

簿
と
と
も
に
甲
に
提
出

す
る
も
の

と
す
る
。

（災
害

応
急

対
策
区

域
・被

災
情
報

収
集
区

域
）

第
４
条

甲
は

、
地

域
の

実
情

を
考

慮
し
、
必

要
と
認

め
る
場

合
は

、
管

内
を
災

害
応

急
対

策
区

域
と
そ
れ

を
さ
ら
に
細

分
し
た
被

災
情

報
収

集
区

域
に
分

割
す
る
も
の

と
す
る
。

２
災

害
応

急
対

策
区

域
は

、
応

急
復

旧
工

事
を
施

工
す
る
区

域
と
し
、
甲

は
予
め
協

力
者

の
中

か
ら
複

数
の

災
害

応
急

対
策

区
域

担
当

者
を
定

め
る
も
の

と
す
る
。

３
被
災

情
報
収

集
区
域

は
、
被

災
情

報
収
集

区
域

担
当

者
が

公
共
土

木
施
設

の
被
害

状
況
を
調
査

す
る
地

域
と
し
、
甲

は
予

め
災

害
応

急
対
策

区
域

担
当

者
の

中
か

ら
被

災
情

報
収

集
区
域

担
当

者
を
定

め
、
個
々

の
公

共
土
木

施
設

或
い
は

区
域

を
特

定
し
被

害
情

報
収

集
の

責
任

を
明

確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（被
災

状
況

の
報
告

）

第
５
条

被
災

情
報

収
集

区
域

担
当

者
は

、
災

害
の

発
生

後
速

や
か

に
甲

の
所

管
す
る
施

設
の

被
害

状
況

を
調

査
し
、
甲

に
報

告
す
る
も
の

と
す

る
。

２
甲
及

び
乙
は

、
事
前

に
両

者
の
情

報
連
絡

網
を
定
め
、
関

係
者
に
周
知

す
る
も
の

と
す
る
。

（工
事

施
工

者
）

第
６
条

被
災

後
、
甲

は
応

急
復

旧
工

事
が

必
要

な
箇

所
に
つ
い
て
、
災

害
応

急
対
策

区
域

毎
に
区
域

担
当

者
の

中
か
ら
、
災

害
応

急
復
旧

工
事

施
工

者
（以

下
「
施

工
者

」と
い
う
。
）
を
決

定
す
る
。
た
だ
し
甲
が

必
要

と
認

め
る
場

合
は

、
区

域
担

当
者

以
外

か
ら
施

工
者

を
決

定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（出
動

要
請

）

第
７
条

甲
は
施

工
者
に
対
し
出

動
要

請
書

に
よ
り
出

動
を
要

請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
前

項
の

要
請

は
、
緊

急
を
要

す
る
場

合
は

、
電

話
等

の
通
信

手
段

に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
が

こ
の

場
合

も
遅

滞
な
く
出

動
要

請
書

を

交
す
も
の

と
す
る
。
出
動

要
請
書

は
甲
及

び
施
工

者
各
々

が
１
通

を
保

管
す
る
も
の

と
す
る
。

（工
事

の
実

施
）

第
８
条

施
工

者
は

、
前

条
第

１
項
の

規
定

に
よ
る
甲

の
要

請
が

あ
っ
た
と
き
は

、
甲
の

指
示

に
従

い
、
速

や
か

に
応

急
復

旧
工

事
に
着
手

す
る
も

の
と
す
る
。

２
前
項

の
応
急

復
旧
工

事
の
限

度
は
、
公

共
土

木
施

設
の

機
能
確

保
に
係

る
必

要
最
小

限
度

の
工

事
と
す
る
。

３
施
工

者
は
、
応

急
復
旧

工
事

の
施
工

に
当

た
っ
て
は

、
第
三

者
に
損
害

を
与

え
な
い
よ
う
特

段
の

注
意
を
払

う
も
の

と
す
る
。
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４
施
工

者
は
、
業

務
従
事

者
の

労
働
災

害
補
償

の
た
め
、
労
働

者
災
害

補
償
保

険
法
の

適
用
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
手

続
き
を
と
る
も
の

と
す
る
。

５
施

工
者

は
、
工

事
請

負
契

約
の

根
拠

と
す
る
た
め
、
工
事

内
容

が
判

定
で
き
る
写
真

等
の

資
料

を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
適

宜
応

急
復

旧
工

事

の
進
捗

状
況
及

び
完
成

を
甲

に
報

告
す
る
も
の

と
す
る
。

（請
負

契
約

の
締
結

）

第
９
条

甲
は
、
施

工
者
か

ら
の

前
条
第

５
項

の
資
料

を
も
と
に
速

や
か

に
随

意
契

約
を
締

結
す
る
も
の
と
す
る
。

（乙
か

ら
甲

へ
の

報
告
）

第
1
0
条

乙
は

、
第

３
条

の
規

定
に
よ
る
協

力
者

の
名

簿
及

び
「
資

機
材

・編
成

人
員

報
告
書

」
に
つ
い
て
、
そ
の

内
容

に
変

更
が

生
じ
た
と
き
又

は
甲

が
特

に
報

告
を
求

め
た
と
き
及

び
毎

年
９
月

１
日

に
甲

に
報
告

す
る
こ
と
と
す
る
。

（協
定

の
効

力
）

第
1
1
条

こ
の
協

定
の
期

間
は
、
締

結
の

日
か
ら
平

成
９
年
３
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の

期
間
満

了
の
日

の
3
0
日

前
ま
で
に
、
甲
乙

い

ず
れ

か
ら
も
そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に
対

し
て
文

書
に
よ
り
異

議
の

申
出

が
な
い
と
き
は

、
更

に
１
年

間
延

長
す
る
も
の

と
し
、
そ
の

後
に
お
い
て
期

間
満

了
し
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
1
2
条

こ
の
協

定
に
定

め
の
な
い
事

項
及
び
こ
の
協

定
に
関
し
て
疑

義
が

生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

都
度
甲

乙
協
議

し
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。

上
記

の
協

定
の
成

立
を
証

す
る
た
め
、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作

成
し
、
甲
乙

記
名
押

印
の

上
、
各

自
そ
の

１
通
を
所
持

す
る
。

平
成

年
月

日 （甲
）

静
岡

県
○
○

事
務
所

長
○
○

○
○

印

（乙
）

社
団

法
人
○

○
建
設

業
協
会

会
長

○
○

○
○

印

-581-
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○
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

者
一

覧
表

（
平

成
２

３
年

９
月

１
日

現
在

）

締
結

者
（甲

）
締
結

者
（乙

）
締

結
年

月
日

締
結
者

（甲
）

締
結
者

（
乙
）

締
結

年
月

日

下
田
土

木
事

務
所

下
田

建
設

業
協

会

㈲
国

本
組

㈱
南

伊
豆

造
園

土
木

平
成

8
年

3
月

2
5
日

平
成

1
7
年

1
0
月

3
日

平
成

2
0
年

9
月

2
日

富
士

土
木

事
務
所

富
士

建
設

業
協

会

㈱
寺

原
土

木

㈱
富

士
建

材
土

木

齊
籐

建
設

㈱

㈲
佐

野
修

工
業

㈱
柳

下
建

設

高
千

組

㈱
旭

建
設

明
徳

建
設

㈱

平
成

8
年

3
月

2
5
日

平
成

8
年

4
月

2
6
日

〃

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

平
成

2
1
年

1
1
月

2
日

平
成

2
2
年

3
月

3
日

〃

平
成

2
2
年

3
月

1
6
日

平
成

2
3
年

2
月

2
8
日

熱
海
土

木
事

務
所

三
島

建
設

業
協

会

熱
海

建
設

業
協

会

伊
東

建
設

業
協

会

平
成

8
年

3
月

2
5
日

平
成

2
2
年

3
月

2
5
日

平
成

2
2
年

3
月

2
5
日

沼
津
土

木
事

務
所

三
島

建
設

業
協

会

沼
津

建
設

業
協

会

㈱
尾

崎
商

事
社

㈱
韮

山
工

業

㈱
石

井
組

㈲
大

塚
土

木

㈱
小

川
建

設

㈲
函

南
建

設

㈱
鈴

紘
建

設

㈱
水

口
建

設

㈱
尾

崎
組

㈲
か

と
り

商
事

㈱
公

栄
工

事

成
和

建
設

㈱

㈱
正

治
組

横
山

工
業

㈱

㈲
共

進
土

建

㈲
濱

田
建

設

㈲
太

田
建

設

㈱
グ

リ
ー

ン
土

木

菅
沼

建
設

㈱

㈲
中

川
土

木

㈲
勇

土
木

㈱
オ

ザ
ワ

㈲
ヤ

ギ
シ

タ

㈲
浅

見
建

設

㈲
澤

木
建

設

㈲
金

沢
工

業

㈲
小

笠
原

建
設

㈲
村

田
組

㈲
浜

野
組

大
地

建
設

㈱

㈲
双

葉
建

設

菊
池

建
設

興
業

二
宮

建
設

沼
津

セ
ン
ト
ラ
ル

コ
ン
ス

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
協

同
組

合

清
建

会

長
泉

地
区

建
設

事
業

協

同
組

合

裾
野

市
建

設
業

協
会

平
成

8
年

3
月

2
5
日

〃

平
成

8
年

8
月

2
0
日

〃 〃

平
成

1
7
年

3
月

1
日

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
7
年

10
月

1
1
日

平
成

1
8
年

1
月

1
3
日

〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
8
年

2
月

3
日

〃 〃 〃 〃

平
成

1
8
年

1
1
月

1
日

平
成

2
0
年

6
月

1
3
日

平
成

2
0
年

1
0
月

1
日

〃 〃 〃

静
岡

土
木

事
務
所

清
水

建
設

業
協

会

静
岡

建
設

業
協

会

㈱
ア

ー
ス

シ
フ

ト

㈱
西

野
造

園

昭
和

建
設

㈱

静
清

建
設

㈱

松
下

土
木

㈱

㈲
牧

野
組

㈱
山

俊
市

川
組

㈱
栄

和
土

木

三
建

工
業

㈱

伏
見

工
業

㈱

㈲
永

野
石

材

㈱
水

永
建

設

㈱
平

井
組

㈱
岩

崎
建

設

㈲
今

村
組

帝
建

設
工

業
㈱

第
一

須
山

土
木

㈱

三
星

建
設

瀧
浪

良
博

マ
ル

ミ
建

設
㈱

㈱
島

津
建

設
工

業
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
建

設
業

組
合

㈱
ト

ー
ボ

ー

㈲
響

サ
ン

セ
イ

土
木

㈱
マ

ジ
マ

公
南

建
設

㈱

㈱
土

緑
会

㈱
小

林
土

木
緑

化

㈲
キ

ー
オ

ブ
ラ

イ
フ

㈱
宇

佐
美

組

平
成

8
年

3
月

2
5
日

〃

平
成

1
6
年

3
月

3
0
日

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

〃

平
成

2
0
年

3
月

3
1
日

平
成

2
1
年

3
月

3
1
日

〃 〃

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

〃

平
成

2
2
年

1
1
月

2
2
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
0
日

平
成

2
3
年

7
月

8
日
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締
結

者
（甲

）
締
結

者
（乙

）
締

結
年

月
日

締
結
者

（甲
）

締
結
者

（
乙
）

締
結

年
月

日

島
田
土

木
事

務
所

島
田

建
設

業
協

会

島
田

建
友

会

藤
枝

建
設

業
組

合

焼
津

市
建

設
業

工
業

会

大
井

川
町

建
設

業
協

会

牧
之

原
市

建
友

会

吉
田

建
親

会

平
成

8
年

3
月

2
5
日

〃

平
成

1
2
年

4
月

1
0
日

〃 〃

平
成

2
1
年

4
月

1
日

〃

浜
松

土
木

事
務
所

㈲
野

末
工

務
店

和
幸

建
設

㈱

伴
富

建
材

中
野

町
産

業
㈱

㈲
番

匠

㈱
橋

本
組

文
丘

建
設

㈱

㈲
マ

ル
タ

カ
建

設

㈲
岩

田
建

設

川
合

建
設

㈱

㈲
竹

内
組

パ
ブ

リ
ッ

ク
技

建
㈱

大
久

保
建

設

㈲
引

佐
鈴

木
建

設

森
下

建
設

㈲

コ
ジ

マ
工

業
㈱

元
建

建
設

㈱

㈱
三

輪
組

㈱
山

辰
鉱

産

㈱
遠

矢
重

機
工

業

㈱
宮

島
建

設

風
早

建
設

㈱

セ
ル

コ
㈱

太
洋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ
㈱

㈲
藤

田
建

設

㈲
成

南
建

設

㈲
辻

衛
組

平
成

9
年

3
月

1
0
日

〃 〃

平
成

9
年

3
月

1
1
日

平
成

9
年

3
月

1
2
日

平
成

9
年

3
月

1
4
日

平
成

9
年

3
月

1
8
日

平
成

9
年

3
月

1
8
日

〃

平
成

9
年

3
月

1
9
日

平
成

9
年

3
月

2
1
日

平
成

9
年

3
月

2
5
日

〃

平
成

1
3
年

5
月

9
日

〃

平
成

1
6
年

1
2
月

2
4
日

〃

平
成

1
6
年

1
2
月

2
7
日

平
成

1
7
年

3
月

1
5
日

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

平
成

1
9
年

3
月

2
3
日

平
成

1
9
年

7
月

1
9
日

平
成

2
1
年

1
0
月

2
0
日

平
成

2
1
年

1
0
月

2
3
日

平
成

2
3
年

3
月

1
6
日

平
成

2
3
年

3
月

3
1
日

平
成

2
3
年

6
月

3
0
日

袋
井
土

木
事

務
所

袋
井

建
設

業
協

会

大
須
賀
建
設
事
業
共
同
組
合

袋
井
市
建
設
事
業
共
同
組
合

大
東

町
建

設
業

組
合

浜
岡
町
建
設
事
業
共
同
組
合

小
笠

町
建

設
組

合

㈲
西

田
組

森
下

建
設

㈱

㈱
マ

ン
リ

ュ
ウ

光
耀

建
設

㈱

㈱
桔

梗
庭

苑

豊
田

建
設

工
業

株

㈱
岩

附
建

設

㈱
覚

堂

御
前

崎
市

建
設

業
組

合

平
成

8
年

3
月

2
5
日

〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

〃

平
成

18
年

4
月

17
日

平
成

18
年

9
月

14
日

平
成

19
年

12
月

25
日

平
成

2
0
年

1
2
月

9
日

平
成

2
0
年

1
2
月

9
日

平
成

2
1
年

4
月

7
日

浜
松
土

木
事

務
所

天
竜

建
設

業
協

会

浜
松

建
設

業
協

会

ｱ
ｻ
ﾋ
ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞﾆ

ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ㈱

㈱
小

澤
土

木

㈱
北

建

㈱
山

下
石

工

杉
田

建
設

㈲

㈱
仁

枝
建

設

㈱
花

月
工

務
店

西
建

工
業

㈱

㈱
加

藤
土

建

㈱
黒

柳
工

務
店

川
嶋

工
務

店
㈱

㈱
五

島
組

㈲
笠

原
配

管

中
村

事
業

㈱

内
山

土
建

㈲

㈱
プ
ラ
ン
ア
ン
ド
テ
ク
ニ
ッ
ク

日
管

㈱

㈲
中

村
工

業

平
成

8
年

3
月

2
5
日

平
成

8
年

3
月

2
5
日

平
成

8
年

2
月

2
7
日

平
成

9
年

2
月

2
8
日

〃 〃 〃

平
成

9
年

3
月

3
日

〃 〃 〃 〃 〃

平
成

9
年

3
月

4
日

平
成

9
年

3
月

5
日

〃 〃 〃

平
成

9
年

3
月

6
日

〃

田
子

の
浦

港

管
理

事
務

所

富
士

建
設

業
協

会

若
築

建
設

大
豊

建
設

平
成

8
年

3
月

2
2
日

〃 〃

清
水

港
管

理
局

清
水

建
設

業
協

会
平

成
8
年

3
月

2
5
日

焼
津
漁
港
管
理
事
務
所

島
田

建
設

業
協

会

静
和

工
業

㈱

河
津

建
設

㈱

㈱
橋

本
組

平
成

8
年

4
月

2
6
日

〃 〃 〃

御
前

崎
港

管
理

事
務

所
島

田
建

設
業

協
会

袋
井

建
設

業
協

会

吉
田

建
親

会

牧
之

原
市

建
友

会

御
前

崎
市

建
設

業
組

合

御
前

崎
港

港
湾

建
設

工

事
安

全
協

議
会

平
成

2
1
年

4
月

1
日

平
成

2
1
年

4
月

1
日

平
成

2
1
年

4
月

1
日

平
成

2
1
年

4
月

1
日

平
成

2
1
年

4
月

1
日

平
成

2
1
年

4
月

1
日

静
岡

空
港

管
理

事
務

所
島

田
建

設
業

協
会

平
成

2
1
年

4
月

3
0
日

-582-
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-3

災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
書

（県
企
業
局
水
道
企
画
課
）

静
岡
県
企
業
局
○
○
事
務
所
長
（以

下
「甲

」と
い
う
。
）と

社
団
法
人
○
○
建
設
業
協
会
長
（以

下
「乙

」と
い
う
。
）と

は
、
地
震
、
風
水
害
等
の
災
害
（以

下

「災
害
」と

い
う
。
）に

よ
り
甲
の
所
管
す
る
工
業
用
水
道
、
水
道
等
の
施
設
（以

下
「企

業
局
管
理
施
設
」と

い
う
。
）に

被
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の
恐
れ

が
あ
る
場
合
の
応
急
対
策
業
務
の
実
施
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
災
害
対
策
基
本
法
、
静
岡
県
地
震
対
策
推
進
条
例
及
び
静
岡
県
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
民
間
協
力
の
一
環
と

し
て
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
社
会
の
混
乱
を
防
止
し
、
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る
た
め
、

甲
が
乙
の
協
力
を
得
て
企
業
局
管
理
施
設
の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
工
事
請
負
契
約
に
先
立
つ
出
動
要
請
に
よ
る
災
害
応
急
復
旧
工
事
（以

下
「応

急
復
旧
工
事
」と

い
う
。
）に

よ
り
、
企
業
局
管
理
施
設
の
扱
能
の
確
保
及
び
回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合
又
は
地
震
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常

な
自
然
現
象
に
よ
る
も
の
で
、
甲
が
企
業
局
管
理
施
設
の
応
急
復
旧
を
必
要
と
認
め
る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（災
害
応
急
対
策
協
力
者
）

第
３
条

乙
は
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
協
会
員
の
中
か
ら
災
害
応
急
対
策
協
力
者
（以

下
「協

力
者
」と

い
う
。
）を

名
簿
に
と
り
ま
と
め
、
協
定
締
結
後
速
や
か

に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
乙
は
、
協
力
者
毎
の
災
害
時
出
動
態
勢
と
し
て
、
人
員
編
成
及
び
建
設
資
機
材
等
の
数
量
を
取
り
ま
と
め
「資

機
材
・編

成
人
員
報
告
書
」を

前
項
の
規
定

に
よ
る
名
簿
と
と
も
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（災
害
応
急
対
策
区
域
・被

災
情
報
収
集
区
域
）

第
４
条

甲
は
、
地
域
の
実
情
を
考
慮
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
管
内
を
災
害
応
急
対
策
区
域
と
そ
れ
を
さ
ら
に
細
分
し
た
被
災
情
報
収
集
区
域
に
分
割
す

る
も
の
と
す
る
。

２
災
害
応
急
対
策
区
域
は
、
応
急
復
旧
工
事
を
施
工
す
る
区
域
と
し
、
甲
は
予
め
協
力
者
の
中
か
ら
複
数
の
災
害
応
急
対
策
区
域
担
当
者
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

３
被
災
情
報
収
集
区
域
は
、
被
災
情
報
収
集
区
域
担
当
者
が
企
業
局
管
理
施
設
の
被
害
状
況
を
調
査
す
る
地
域
と
し
、
甲
は
予
め
災
害
応
急
対
策
区
域
担

当
者
の
中
か
ら
被
災
情
報
収
集
区
域
担
当
者
を
定
め
、
個
々
の
企
業
局
管
理
施
設
或
い
は
区
域
を
特
定
し
被
害
情
報
収
集
の
責
任
を
明
確
に
し
て
お
く
も

の
と
す
る
。

（被
災
状
況
の
報
告
）

第
５
条

被
災
情
報
収
集
区
域
担
当
者
は
、
災
害
の
発
生
後
速
や
か
に
甲
の
所
管
す
る
施
設
の
被
害
状
況
を
調
査
し
、
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２
甲
及
び
乙
は
、
事
前
に
両
者
の
情
報
連
絡
網
を
定
め
、
関
係
者
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（工
事
施
工
者
）

第
６
条

被
災
後
、
甲
は
応
急
復
旧
工
事
が
必
要
な
箇
所
に
つ
い
て
、
災
害
応
急
対
策
区
域
毎
に
区
域
担
当
者
の
中
か
ら
、
災
害
応
急
復
旧
工
事
施
工
者
（以

下
「施

工
者
」と

い
う
。
）を

決
定
す
る
。
た
だ
し
甲
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
区
域
担
当
者
以
外
か
ら
施
工
者
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（出
動
要
請
）

第
７
条

甲
は
施
工
者
に
対
し
出
動
要
請
書
に
よ
り
出
動
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
が
こ
の
場
合
も
遅
滞
な
く
出
動
要
請
書
を
交
す
も
の

と
す
る
。
出
動
要
請
書
は
甲
及
び
施
工
者
各
々
が
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（工
事
の
実
施
）

第
８
条

施
工
者
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に
応
急
復
旧
工
事
に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

２
前
項
の
応
急
復
旧
工
事
の
限
度
は
、
企
業
局
管
理
施
設
の
機
能
確
保
に
係
る
必
要
最
小
限
度
の
工
事
と
す
る
。

３
施
工
者
は
、
応
急
復
旧
工
事
の
施
工
に
当
た
っ
て
は
、
第
三
者
に
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
特
段
の
注
意
を
払
う
も
の
と
す
る
。

４
施
工
者
は
、
業
務
従
事
者
の
労
働
災
害
補
償
の
た
め
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
き
を
と
る
も
の
と
す
る
。

５
施
工
者
は
、
工
事
請
負
契
約
の
根
拠
と
す
る
た
め
、
工
事
内
容
が
判
定
で
き
る
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
適
宜
応
急
復
旧
工
事
の
進
捗
状

況
及
び
完
成
を
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（請
負
契
約
の
締
結
）

第
９
条

甲
は
、
施
工
者
か
ら
の
前
条
第
５
項
の
資
料
を
も
と
に
速
や
か
に
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（乙
か
ら
甲
へ
の
報
告
）

第
10

条
乙
は
、
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
協
力
者
の
名
簿
及
び
「資

機
材
・編

成
人
員
報
告
書
」に

つ
い
て
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
又
は
甲
が
特
に

報
告
を
求
め
た
と
き
及
び
毎
年
９
月
１
日
に
甲
に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

（協
定
の
効
力
）

第
11

条
こ
の
協
定
の
期
間
は
、
締
結
の
日
か
ら
平
成

年
３
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
満
了
の
日
の

30
日
前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら

も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に
１
年
間
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

（疑
義
の
解
決
）

第
12

条
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

平
成

年
月

日

（甲
）

静
岡
県
企
業
局
○
○
事
務
所
長

○
○
○
○

印

（乙
）

社
団
法
人
○
○
建
設
業
協
会
長

○
○
○
○

印

以
下
の
と
お
り
協
定
を
締
結
し
て
い
る
。

締
結
者
（甲

）
締
結
者
（乙

）
締
結
年
月
日

柿
田

川
事

務
所

沼
津

建
設

業
協

会

三
島

建
設

業
協

会

平
成

９
年

３
月

1
4
日

平
成

９
年

３
月

1
9
日

富
士

川
事

務
所

富
士

建
設

業
協

会

清
水

建
設

業
協

会

静
岡

建
設

業
協

会

平
成

９
年

３
月

1
7
日

平
成

９
年

３
月

1
7
日

平
成

９
年

３
月

1
7
日

大
井

川
事

務
所

島
田

建
設

業
協

会
平

成
９
年

３
月

3
1
日

中
遠

事
務

所
袋

井
建

設
業

協
会

浜
松

建
設

業
協

会

平
成

９
年

２
月

2
8
日

平
成

９
年

３
月

３
日

西
遠

事
務

所
天

竜
建

設
業

協
会

浜
松

建
設

業
協

会

平
成

９
年

３
月

３
日

平
成

９
年

３
月

３
日
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
設
計
等
業
務
委
託
に
関
す
る
協
定
書

静
岡

県
公

営
企
業

管
理

者
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

建
設

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ツ

協

会
長
（

以
下

「
乙
」

と
い

う
。
）

は
、

地
震

、
津
波

及
び

風
水

害
又

は
事

故
に

よ
り

甲
の
所

管
す

る
水

道
及

び

工
業
用

水
道

な
ど
の

施
設

等
（

以
下

「
企

業
局

所
管

施
設
等

」
と

い
う

。
）
に

災
害

が
発
生

し
た

場
合

又
は

そ

の
お
そ

れ
が

あ
る
場

合
の

設
計

等
業

務
（

以
下

「
設

計
等
業

務
」

と
い

う
。
）

の
実

施
に
関

し
、

次
の

と
お

り

協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
社
会
の
混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る

た
め
、

甲
が
乙
の
協
力
を
得
て
災

害
応

急
復

旧
工
事

又
は
緊

急
的

な
事

故
応

急
対

策
に

必
要
な

設
計
等
業

務

を
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
の
確
保
又
は
早
期
に
回
復
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
地
震

、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る

も
の
で
甲
が
必
要
と
認
め

る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
協
力
者
）

第
３
条

乙
の
協
会
を
構
成
す
る
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
会
員
を
応
急
対
策
業
務
協
力

者
（
以
下
「
協
力
者
」
と

い
う
。）

と
す
る
。

２
乙

は
、

協
会
内

の
連

絡
体

系
図

及
び

協
力

者
を

と
り
ま

と
め

た
名

簿
（

以
下
「

名
簿

等
」

と
い

う
。
）

を

協
定
締
結
後
速
や
か
に
甲

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

４
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎
年
９
月

１
日
ま
で
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

（
業
務
実
施
要
請
）

第
４
条

甲
が
緊
急
に
設
計
等
業
務
の
実
施
を
必
要
と
し
、
協
力
者
の
中
か
ら
当
該
業
務
の
受
託
者
を
決
定
し

た
場
合
、
甲
は
、
業
務
実
施
要
請
書
に
よ
り
必
要
な
設
計
等
業
務
の
実
施
を
受
託
者
に
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
業
務
実
施
要
請
書
は
２
通
作
成
し
、
甲
と
受
託
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

が
、
こ
の
場
合
も
遅
滞
な

く
業
務
実
施
要
請
書
を
交
わ
す
も
の

と
す
る
。

（
業
務
の
実
施
）

第
５
条

受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に

必
要
な
設
計
等
業
務
に
着

手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
設
計
等
業
務
の
範
囲
は
、
当
該
要
請
の
あ
っ
た
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
確
保
又
は
回
復
に
係

る
必
要
最
小
限
の
業
務
と

す
る
。

３
受
託
者
が
当
該
業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
当
該
作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全
確
保
に
も

特
段
の
注
意
を
払
う
も
の
と
す
る
。

４
受
託
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と

す
る
。

５
受
託
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
よ
う
な
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
の
進
捗
状

況
及
び
完
成
を
書
面
で
甲

に
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
委
託
契
約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
受
託
者
と
速
や
か
に
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
７
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
令
和

年
３
月
３

１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の

期
間
満
了
の
日
の
３
０
日

前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議

の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に
１
年
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
同
様

と
す
る
。
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（
疑
義
の
解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証

す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
２
通

を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１

通
を
所
持
す
る
。

令
和
元
年

1
1
月

1
5
日

（
甲
）
静
岡
市
葵
区
追
手

町
９
番
６
号

静
岡
県
公
営
企
業

管
理
者

松
下

育
蔵

（
乙
）
静
岡
市
葵
区
伝
馬
町
９
番
地
の
７

一
般
社
団
法
人
静
岡
県
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会

会
長

森
崎

祐
治

別
表

東
部
事
務
所
長

西
部
事
務
所
長
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
測
量
設
計
等
業
務
委
託
に
関
す
る
協
定
書

静
岡

県
公

営
企
業

管
理

者
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

測
量

設
計
業

協
会

長
（

以

下
「
乙

」
と

い
う
。
）
と
は

、
地

震
、

津
波

及
び
風

水
害

又
は

事
故

に
よ

り
甲

の
所

管
す
る

水
道

及
び

工
業

用

水
道
な

ど
の

施
設
等

（
以

下
「

企
業

局
所

管
施

設
等

」
と
い

う
。
）

に
災

害
が

発
生

し
た
場

合
又

は
そ

の
お

そ

れ
が
あ

る
場

合
の
測

量
、

設
計

、
用

地
測

量
及

び
用

地
調
査

業
務

（
以

下
「

測
量
設

計
等

業
務

」
と

い
う

。
）

の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や

予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
社
会
の

混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る

た
め
、
甲
が
乙
の
協
力
を
得
て
災

害
応
急
復
旧
工
事
又
は
緊
急
的
な
事
故
応
急
対
策
等
に
必
要
な
測
量
設
計

等
業
務
を
迅
速
に
実
施
す

る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
の
確
保
又
は
回
復
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
地
震

、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る

も
の
で
甲
が
必
要
と
認
め

る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
協
力
者
）

第
３
条

本
協
定
に
賛
同
で
き
る
協
会
員
を
応
急
対
策
業
務
協
力
者
（
以
下
「
協
力
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る

。

２
乙

は
、

協
会
内

の
連

絡
体

系
図

及
び

協
力

者
を

と
り
ま

と
め

た
名

簿
（

以
下
「

名
簿

等
」

と
い

う
。
）

を

協
定
締
結
後
、
速
や
か
に

甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に

は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎

年
９
月
１
日
ま
で
に
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（
業
務
実
施
要
請
）

第
４
条

甲
が

緊
急
に
測
量
設
計
等
業
務
の
実

施
を
必
要
と
し
、
協
力
者
の
中
か
ら
当
該
業
務
の
受
託
者
を
決

定
し
た
場

合
、
甲
は
、
業
務
実
施
要
請
書
に
よ
り
必
要
な
測
量
設
計
等
業
務
の
実
施
を
受
託
者
に
要
請
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
業
務
実
施
要
請
書
は
２
通
作
成
し
、
甲
と
受
託
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

が
、
こ
の
場
合
も
遅
滞
な

く
業
務
実
施
要
請
書
を
交
わ
す
も
の

と
す
る
。

（
業
務
の
実
施
）

第
５
条

受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に

必
要
な
測
量
設
計
等
業
務

に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
測
量
設
計
等
業
務
の
範
囲
は
、
当
該
要
請
の
あ
っ
た
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
確
保
又
は
回
復

に
係
る
必
要
最
小
限
の
業

務
と
す
る
。

３
受
託
者
が
当
該
業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該

作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全

確
保
に
も
特
段
の
注
意
を

払
う
も
の
と
す
る
。

４
受
託
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と

す
る
。

５
受
託
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
よ
う
な
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
の
進
捗
状

況
及
び
完
成
を
甲
あ
て
書

面
に
て
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る

。

（
業
務
委
託
契
約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
受
託
者
と
遅
滞
な
く
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
７
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期

間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
令
和

年
月

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期

間
満
了
の
日
の

30
日

前
ま
で

に
、
甲
乙
い
ず

れ
か

ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相

手
方
に

対
し
て
文
書
に
よ
り

異
議
の

申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に

1
年
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
同
様
と

す
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。
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上
記
の

協
定
の
成

立
を
証
す
る

た
め

、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印
の

上
、
各
自
そ

の
1

通
を
所
持
す
る
。

令
和
元
年

11
月

15
日

（
甲
）
静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
公
営
企
業
管
理
者

松
下

育
蔵

（
乙
）
静
岡
市
葵
区
伝
馬
町
９
番
地
の
７

一
般
社
団
法
人
静
岡
県
測
量
設
計
業
協
会

会
長

藤
山

義
修

別
表

東
部
事
務
所
長

西
部
事
務
所
長
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
地
質
調
査
等
業
務
委
託
に
関
す
る
協
定
書

静
岡

県
公

営
企
業

管
理

者
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

地
質

調
査
業

協
会

長
（

以

下
「
乙

」
と

い
う
。
）
と
は

、
地

震
、

津
波

及
び
風

水
害

又
は

事
故

に
よ

り
甲

の
所

管
す
る

水
道

及
び

工
業

用

水
道
な

ど
の

施
設
等

（
以

下
「

企
業

局
所

管
施

設
等

」
と
い

う
。
）

に
災

害
が

発
生

し
た
場

合
又

は
そ

の
お

そ

れ
が
あ
る
場
合
の
地
質
調
査
等
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や

予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
社
会
の

混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る

た
め
、
災
害
応
急
復
旧
工
事
又
は

緊
急
的
な
事
故
応
急
対
策
等
に
必
要
な
地
質
調
査
等
業
務
を
迅
速
に
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業

局
所
管
施
設
等
の
機
能
の
確
保
又
は

回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
地
震

、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る

も
の
で
甲
が
必
要
と
認
め

る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
業
務
協
力
者
）

第
３
条

乙
の
協
会
を
構
成
す
る
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
協
会
員
を
応
急
業
務
協
力
者

（
以
下
「
協
力
者
」
と
い

う
。）

と
す
る
。

２
乙

は
、

協
会
内

の
連

絡
体

系
図

及
び

協
力

者
を

と
り
ま

と
め

た
名

簿
（

以
下
「

名
簿

等
」

と
い

う
。
）

を

協
定
締
結
後
、
速
や
か
に

甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に

は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎

年
９
月
１
日
ま
で
に
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（
業
務
実
施
要
請
）

第
４
条

甲
が

緊
急
に
地
質
調
査
等
業
務
の
実

施
を
必
要
と
し
、
協
力
者
の
中
か
ら
当
該
業
務
の
受
託
者
を
決

定
し
た
場

合
、
甲
は
、
業
務
実
施
要
請
書
に
よ
り
必
要
な
地
質
調
査
等
業
務
の
実
施
を
受
託
者
に
要
請
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
業
務
実
施
要
請
書
は
２
通
作
成
し
、
甲
と
受
託
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

が
、
こ
の
場
合
も
遅
滞
な

く
要
請
書
を
交
わ
す
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
実
施
）

第
５
条

受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に

必
要
な
地
質
調
査
等
業
務

に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
地
質
調
査
等
業
務
の
範
囲
は
、
当
該
要
請
の
あ
っ
た
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
確
保
又
は
回
復

に
係
る
必
要
最
小
限
の
業

務
と
す
る
。

３
受
託
者
が
当
該
業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該

作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全

確
保
に
も
特
段
の
注
意
を

払
う
も
の
と
す
る
。

４
受
託
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と

す
る
。

５
受
託
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
よ
う
な
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
の
進
捗
状

況
及
び
完
成
を
書
面
で
甲

に
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
委
託
契
約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
受
託
者
と
遅
滞
な
く
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
７
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
令
和

年
月

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期

間
満
了
の
日
の

30
日

前
ま
で

に
、
甲
乙
い
ず

れ
か

ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相

手
方
に

対
し
て
文
書
に
よ
り

異
議
の

申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に

1
年
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
同
様
と

す
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

上
記
の

協
定
の
成

立
を
証
す
る

た
め

、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印
の

上
、
各
自
そ

の
1

通
を
所
持
す
る
。
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令
和
元
年

11
月

15
日

（
甲
）
静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
公
営
企
業
管
理
者

松
下

育
蔵

（
乙
）
静
岡
市
葵
区
唐
瀬
１
丁
目
１
７
番
３
４
号

一
般
社
団
法
人
静
岡
県
地
質
調
査
業
協
会

会
長

松
浦

好
樹

別
表

東
部
事
務
所
長

西
部
事
務
所
長
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災
害

時
に
お

け
る
災

害
復

旧
に

係
る
支

援
業

務
委

託
に
関

す
る

協
定

書

静
岡

県
公

営
企

業
管

理
者

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。
）

と
公

益
社

団
法

人
上

下
水

道
コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
協

会
中

部
支

部
長

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。
）

は
、

地
震

、
津

波
及

び
風

水
害

又
は

事
故
に

よ
り

甲

の
所

管
す

る
水

道
及

び
工

業
用

水
道

な
ど

の
施

設
等

（
以

下
「

企
業

局
所

管
」

と
い

う
。
）
に

災
害

が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「

災
害

時
」

と
い

う
。
）

の
災

害
復

旧
に

係
る

支
援

業
務

に
関

し
て
、

次
の

と

お
り

協
定
を

締
結

す
る

。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災
害

時
に
お

け
る

乙
の

技
術

支
援

協
力

に
関

す
る
基

本
的

事
項

を
定

め
、
被

害
の

拡
大
防

止
と

被
災

し
た

水
道

施
設

の
早

期
復
旧

を
行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る
。

（
定

義
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象
と

な
る

災
害

は
、

地
震

、
暴

風
、

竜
巻
、

豪
雨

、
落

雷
、

豪
雪

、
洪

水
、

崖
崩

れ
、
土

石
流

、
地

滑
り

そ
の

他
異

常
な

自
然
現

象
又
は

予
期

で
き

な
い

事
故
に

よ
る
も

の
で

甲
が

必
要
と

認
め

る
場

合
の

災
害

と
す

る
。

（
支

援
協

力
の

実
施

業
務

範
囲

）

第
３

条
乙

の
技

術
支

援
協
力

の
内

容
は

、
甲

が
実

施
し

た
被

害
状
況

の
調
査

結
果

に
基

づ
き

、
企

業

局
所

管
の
施

設
に

お
け

る
災

害
発

生
箇

所
又

は
災
害

が
発
生

す
る

恐
れ

の
あ

る
箇
所

に
対
し

て
、

甲
が

要
請
し

た
範

囲
を

基
本

と
す

る
。

（
災

害
復

旧
業

務
に

関
す

る
要

請
及

び
実

施
者

の
特

定
）

第
４

条
甲

の
乙

に
対

す
る
技

術
支

援
協

力
の

要
請

は
、
協

力
内

容
を

明
ら

か
に

し
た
書

面
に
よ

り
行

う
。

２
前

項
の

要
請

に
は

、
別
表

に
掲

げ
る

者
か

ら
の

要
請

を
含

む
も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、
甲
か

ら
要
請

が
あ

っ
た

場
合

は
、
速
や

か
に
乙

を
構

成
す

る
会

員
の
中

か
ら
、
技
術

支
援

可
能

な
会

員
（

以
下

「
支

援
協

力
者
」

と
い

う
。
）

を
書
面

に
よ
り

甲
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

４
甲

は
、
乙

か
ら

通
知

を
受

け
た

後
、
支

援
協

力
者

の
中

か
ら

業
務

を
実
施

す
る

会
員
（

以
下
「

業

務
実

施
者

」
と
い

う
。
）

に
対

し
、

書
面

に
よ
り

業
務

実
施

を
要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

５
な

お
、
災

害
の

状
況

等
や

む
を
得

な
い
状

況
に

よ
り

前
項

に
よ

り
が

た
い

場
合
は

、
口

頭
、
電

話
、

そ
の

他
の

適
切
な

手
段

で
行

う
も

の
と

し
、

業
務

着
手
後

、
速
や

か
に

書
面

に
よ

り
通
知

す
る
も

の
と

す
る

。

６
第

4
項

の
業

務
実

施
要
請

書
は

２
通

作
成

し
、
甲
と

業
務

実
施

者
が

各
自

そ
の

１
通

を
保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

７
甲

は
、
業

務
実
施

要
請
書

に
よ
り

協
力

者
に

実
施

要
請

を
行

っ
た

と
き
は

、
そ

の
状

況
を
乙

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

８
災

害
の

状
況

等
や

む
を
得

な
い

状
況

に
よ

り
、
会
員

が
技

術
支

援
協

力
を

実
施

で
き

な
い
場

合
に

お
い

て
は

、
こ

の
限

り
で
は

な
い

も
の

と
す

る
。

（
委

託
契

約
の

締
結

及
び

費
用

負
担

）

第
５

条
甲

は
、
業
務

実
施
者

と
業
務

内
容

及
び

範
囲

を
協

議
し

、
速

や
か

に
業

務
委
託

契
約
を

締
結

す
る

。

２
技

術
支

援
協

力
に

係
る
費

用
は

、
支

援
を

受
け

る
甲

の
負

担
と
し

、
業

務
実

施
者
と

協
議
す

る
も

の
と

す
る

。

３
業

務
実

施
者

は
、
支

援
業

務
終
了

後
、
業
務

委
託
契

約
書

に
基

づ
く

費
用

を
甲

に
請

求
す
る

も
の

と
す

る
。

甲
は
業

務
実

施
者

の
請

求
に

応
じ

て
、

所
定
の

手
続
き

に
よ

り
費

用
を

支
払
う

。

４
第

1
項

の
業

務
委

託
契
約

締
結
後

に
、
契

約
変

更
の
必

要
な
事

項
が
生

じ
た

場
合

は
、
甲
は

業
務

実
施

者
と

協
議
し

て
業

務
委

託
契

約
を

変
更

す
る

こ
と
が

で
き
る

。

（
業

務
の

実
施

）

第
６

条
業

務
実

施
者

は
、

委
託

契
約

を
締

結
し

た
業

務
を
速

や
か
に

遂
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
大

規
模

災
害

等
に

お
い
て

、
業

務
実

施
者
が

人
員
等

を
調

達
す

る
の

に
相

当
の

時
間

を
要
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場
合

、
技

術
支

援
協

力
の

実
施

は
甲

及
び
業

務
実
施

者
に

て
協

議
の

上
で
決

定
す
る

も
の

と
す

る
。

（
業

務
の

報
告

）

第
７

条
業

務
実

施
者

は
支
援

業
務

が
終

了
し

た
と

き
は
、
速

や
か

に
甲

に
対

し
て

書
面

を
も
っ

て
報

告
す

る
も
の

と
す

る
。

（
実

施
細

目
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

お
い
て

規
定

さ
れ

た
書

類
等

の
様

式
や

実
施
に

関
す

る
細

目
は

、
実

施
細

目
で

定
め

る
。

（
労

災
及

び
損

害
補

償
な

ど
）

第
９

条
支

援
業

務
に

お
い
て

、
労
務

災
害

等
が

発
生

し
た

場
合

は
、
業

務
実

施
者

の
労

災
保
険

を
適

用
す

る
も
の

と
す

る
。

２
技

術
支

援
協

力
の

実
施
に

伴
い

、
甲

お
よ

び
業

務
実

施
者

の
責
に

帰
さ
な

い
理

由
に

よ
り

、
第

三

者
に

損
害

を
及
ぼ

し
た

場
合

、
ま

た
は

業
務

実
施

者
等
に

損
害
が

生
じ

た
場

合
は

、
業
務

実
施
者

は
、

そ
の

事
実
の

発
生

後
速

や
か

に
、

そ
の

状
況

を
書
面

に
よ
り

甲
に

報
告

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

そ
の

措
置
に

つ
い

て
、

甲
お

よ
び

業
務

実
施

者
は
協

議
し
て

定
め

る
も

の
と

す
る
。

３
業

務
実

施
者

が
行

っ
た
技

術
支

援
協

力
に

お
い

て
、
瑕

疵
が

あ
っ

た
場
合

、
甲

は
業

務
実
施

者
に

修
補

等
を

請
求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
前

項
の

請
求

は
甲

と
業
務

実
施

者
が

締
結

し
た

委
託

契
約

に
お
け

る
契

約
約

款
等

の
瑕

疵
担

保

条
項

に
基

づ
く
も

の
と

し
、

瑕
疵

担
保

条
項

に
よ

ら
な
い

場
合
は

、
甲

お
よ

び
業

務
実
施

者
が
協

議
し

て
定

め
る
も

の
と

す
る

。

（
協

定
の

有
効

期
間

）

第
１

０
条

こ
の

協
定

の
期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

令
和

３
年
３

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ

し
、
こ

の
期

間
満

了
の

日
の

3
0
日

前
ま

で
に

、
甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に
対

し
て

文
書

に
よ
り

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き

は
、

更
に

1
年

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ
の

後
に
お

い
て

期
間

満
了
し

た
と

き
も

同
様

と
す

る
。
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（
疑

義
の

解
決

）

第
１

１
条

こ
の

協
定

に
定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
そ

の

都
度

甲
乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

本
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

お
よ

び
乙

が
そ

れ
ぞ

れ
記

名
押
印

の
う

え
、

各
自
そ

の
１

通
を

保
有
す

る
。

令
和

２
年
５

月
1
8
日

（
甲

）
静

岡
市
葵

区
追
手

町
９

番
６

号

静
岡

県
公

営
企

業
管
理

者
松

下
育

蔵

（
乙

）
愛

知
県
名

古
屋
市

中
区

錦
１

－
８

－
６

（
O
N
E
ST

名
古

屋
錦

ス
ク

エ
ア

）

公
益

社
団

法
人

全
国

上
下

水
道
コ

ン
サ
ル

タ
ン
ト

協
会

中
部

支
部

中
部

支
部

長
上

田
直

和

別
表

（
協

定
書

第
４

条
第

２
項

に
基

づ
く

甲
に

含
ま

れ
る

要
請

者
）

静
岡
県

企
業

局
東

部
事

務
所

長

静
岡
県

企
業

局
西

部
事

務
所

長
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
9
-
8
-
4

災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
書

（県
生

活
排

水
課

）

静
岡

県
（
以

下
｢甲

｣と
い
う
。
）
と
社

団
法

人
日

本
下

水
道

管
路

管
理
業

協
会

中
部

支
部

静
岡

県
部

会
（
以

下
｢乙

｣

と
い
う
。
）
と
は
、
大
規

模
地

震
等

で
被

災
し
た
下
水

道
管

路
施

設
の

応
急

対
策

業
務

に
関
す
る
協

定
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
協

定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定

は
、
災
害

対
策
基
本

法
、
静
岡
県

地
震
対
策

推
進
条
例

及
び
静
岡

県
地
域
防

災
計
画
に
基
づ
き
、

災
害
時
に
お
け
る
民

間
協
力
の
一
環
と
し
て
、
｢甲

｣と
｢乙

｣及
び
被

災
市
町
村
（
以
下
｢丙

｣と
い
う
。
）
と
の
協
力
の
も

と
に
、
大

規
模
地
震
等
で
の
下

水
道
管
路
施
設
の
被
災

調
査
及
び
応
急
措
置
を
迅

速
か
つ
的
確
に
実
施
し
、
も
っ
て
、

下
水
道
管

路
施
設

の
早
期

機
能
回
復
な
ど
災
害
応

急
対
策
の
充

実
、
強

化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
協
力
業

務
）

第
２
条

こ
の
協

定
の
対

象
と
な
る
業

務
は
、
大

規
模
地

震
等
に
よ
り
被
災
し
た
下

水
道
管
路
施

設
の
被
災
調

査
及

び
応

急
措
置
と
し
、
甲
又

は
丙
が
必

要
と
認
め
た
範
囲
と
す
る
。

（
災
害
応

急
対
策
協

力
者
）

第
３
条

乙
は
、
災

害
応

急
対
策

協
力
業

者
（
以
下
｢協

力
業
者
｣と

い
う
。
）
を
名

簿
に
と
り
ま
と
め
、
協
定
締
結

後
速

や
か
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
乙

は
、
協

力
業

者
毎

の
災
害

時
出

動
態

勢
と
し
て
、
建
設

資
機

材
等

の
数

量
を
取
り
ま
と
め
｢資

機
材
保

有
状
況

報
告
｣を

前
項

の
規
定
に
よ
る
名

簿
と
と
も
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
の

要
請
）

第
４
条

甲
は
、
自
ら
の

判
断
に
よ
り
必
要
と
認
め
た
と
き
、
及
び
丙

か
ら
協

力
業
者
の
支
援
要

請
を
受
け
た
と
き
は
、

災
害
の
実

状
に
応
じ
て
乙
に
対
し
支
援
要

請
書
に
よ
り
支

援
を
要
請
す
る
。

２
前

項
の
要

請
は
、
緊

急
を
要
す
る
場

合
に
は
電

話
等
の
通
信

手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
場

合
も
遅
滞
な
く
支
援
要

請
書
を
交
わ
す
も
の
と
す
る
。
支
援

要
請
書
は

甲
乙
各
々

が
１
通
を
保

管
す
る
も
の
と
す
る
。

３
乙
は
、
警
戒
宣

言
が
発

令
さ
れ
た
時

及
び
震

度
５
強
以

上
の
地

震
が
発
生
し
た
場
合
は
、
甲

か
ら
支

援
態
勢

準
備

の
要
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
支
援

態
勢
を
整
え
る
も
の
と
す
る
。

４
乙
は
、
支
援
の

要
請
に
備
え
、
使
用

資
機
材
の

確
保
に
努
め
る
。

（
被
災
調

査
及
び
応

急
措
置
の

実
施
）

第
５
条

乙
は
、
前

条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
甲
の

要
請
が

あ
っ
た
と
き
は
、
協
力
業

者
の
中
か
ら
担
当

業
者
を
決
定

す
る
。

２
担
当
業

者
は
、
甲

又
は
丙

の
指
示
に
従
い
、
被

災
管
路
施

設
の
調

査
に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

３
担
当
業

者
は
、
被

災
調
査
に
当
っ
て
は
、
第
三

者
に
損

害
を
与
え
な
い
よ
う
特
段
の

注
意
を
払
う
も
の
と
す
る
。

４
担
当

業
者

は
、
業
務

従
事

者
の

労
働

災
害
補

償
の
た
め
、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法
の

適
用
を
受
け
ら
れ

る
よ

う
手

続
き
を
取
る
も
の
と
す
る
。

５
担

当
業
者
は
、
業

務
請

負
契

約
の
根
拠
と
す
る
た
め
、
調
査

内
容
が
判

定
で
き
る
写
真

等
の
資

料
を
整

備
す
る
と

と
も
に
、
適
宜
調

査
の
進

捗
状
況

及
び
完
了
を
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
請
負
契

約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
自
ら
の
判
断
に
よ
り
支

援
要
請
し
た
場
合

は
、
担

当
業
者
か
ら
の
前
条
５
項
の

資
料
を
も
と
に
速
や

か
に
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
丙

か
ら
支
援

要
請
を
受
け
た
場

合
に
は
、
丙
に
対
し
担
当

業
者
と
の

随
意
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

２
乙
は
、
前
項
の

甲
の
契
約
に
つ
い
て
、
ま
た
甲

及
び
乙

は
、
前

項
の
丙

の
契
約
に
つ
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
乙
か
ら
甲
へ

の
報
告
）

第
７
条

乙
は
、
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
協
力

業
者
の
名
簿
及
び
｢資

機
材
保
有

状
況
報

告
書
｣に

つ
い
て
、
そ
の
内

容
に
変
更
が

生
じ
た
と
き
、
又

は
甲

が
特
に
報

告
を
求

め
た
と
き
、
及
び
毎
年
９
月
１
日
に
甲
に
報

告
す
る
こ
と
と
す

る
。

２
乙

は
、
こ
の

協
定
に
基
づ
い
て
支

援
活
動
を
行
っ
た
時
は
、
第

５
条

第
５
項
の

報
告
を
取
り
ま
と
め
て
甲
に
報

告
す

る
も
の
と
す
る
。

（
協
定
の

効
力
）

第
８
条

こ
の

協
定
の
期
間
は
、
締
結
の

日
か
ら
平
成
１
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期

間
満
了
の
日

の
３
０
日

前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議

の
申
出
が
な
い
と
き
は
、

更
に
１
年

間
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満

了
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（
疑
義
の

解
決
）

第
９
条

こ
の

協
定
に
定

め
の
な
い
事

項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑

義
が

生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲

乙
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

上
記
の
協

定
の

成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の

協
定
書
２
通
を
作
成

し
、
甲
乙
記

名
押

印
の
上
、
各

自
そ
の
１
通
を
所
持

す
る
。

平
成
１
５
年

１
月
２
７
日

（
甲
）

静
岡
県

都
市

住
宅
部
長

佐
藤

侃
ニ

（
乙
）

社
団
法

人
日
本

下
水
道

管
路
管

理
業
協
会

中
部

支
部
静

岡
県
部
会

部
会
長

岡
本

彦
一
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災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す
る

協
定
書

（
県

建
築

企
画

課
）

静
岡

県
（

以
下
「

甲
」

と
い

う
。
）
と

○
○

○
○

○
○
○

○
（

以
下

「
乙
」

と
い

う
。）

と
は

、
大

規
模

地
震
等
で

被
災

し
た

建
築

物
が

余
震

等
に
よ
り

倒
壊

す
る

な
ど

、
二
次
災

害
の

発
生

の
恐
れ

が
あ

る
場

合
の

応
急
対

策
業

務
に

関
す

る
協
力
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
協

定
を
締
結

す
る
。

（
目

的
）

第
１
条

こ
の
協
定

は
、

災
害

対
策

基
本
法
、

静
岡

県
地

震
対
策

推
進

条
例

及
び

静
岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基
づ
き

、
災

害
時

に
お

け
る
民

間
協

力
の
一

環
と

し
て
、「

甲
」
と
「

乙
」
及

び
被

災
市
町

村
（

以
下
「

丙
」
と

い
う
。）

と
の

協
力
の
も

と
に
、
大

規
模

地
震
等

で
の

被
災
建

築
物

の
緊

急
解

体
を
迅

速
か

つ
的

確
に
実

施
し
、
も

っ
て
、
住
民

の
生

命
の

安
全

及
び
緊

急
交
通

の
確

保
な

ど
災
害

応
急

対
策
の

充
実

、
強

化
を

図
る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。

（
協

力
業

務
）

第
２
条

こ
の
協
定

の
対

象
と

な
る

業
務
は
、

大
規

模
地

震
等
に

よ
り

被
災

し
た

建
築
物

の
内

、
次

の
①

又
は
②
に

該
当

す
る

建
築

物
で
、

甲
又

は
丙
が

二
次

災
害

の
発

生
の
防

止
上

、
必

要
と
認

め
た

緊
急

解
体

工
事

と
す
る
。

①
避
難
地

、
避

難
路

に
面

し
て
い
る

も
の

で
、

住
民
の

生
命

・
身

体
に

危
害
を

生
じ

る
恐

れ
が

あ
る
も
の

。

②
緊
急
輸

送
路

等
に

面
し
て

い
る
も

の
で

、
救

助
・
救

援
等

の
緊

急
交

通
に
支

障
を

き
た

す
恐

れ
が
あ
る

も
の
。

（
災

害
応

急
対
策
協

力
者
）

第
3
条

乙
は
、
本

協
定

に
賛

同
で
き
る

協
会

員
の

中
か

ら
災
害
応

急
対

策
協

力
業
者
（

以
下
「

協
力

業
者
」
と

い
う
。
）
を
名

簿
に

と
り
ま

と
め

、
協
定

締
結

後
速

や
か

に
甲
に

提
出

す
る

も
の
と

す
る

。

２
乙

は
、
協

力
業

者
毎
の

災
害

時
出

動
態

勢
と
し

て
、
建
設
資

機
材

等
の

数
量

を
取
り
ま

と
め

「
資

機
材
保
有
状

況
報

告
書
｣
を

前
項

の
規

定
に
よ
る

名
簿

と
と

も
に

甲
に
提

出
す

る
も

の
と

す
る
。

（
出

動
の

要
請
）

第
４
条

甲
は
、
自

ら
の

判
断

に
よ

り
必
要
と

認
め

た
と

き
及
び

丙
よ

り
解

体
関

係
団
体

の
派

遣
要

請
又

は
緊
急
解

体
の

実
施

依
頼

を
受
け

た
と

き
は
、

災
害

の
実

状
に

応
じ
て

乙
に

対
し

出
動
要

請
書

に
よ

り
出

動
を

要
請
す
る

。

２
前

項
の

要
請
は

、
緊

急
を

要
す

る
場
合
は

、
電

話
等

の
通
信

手
段

に
よ

る
こ

と
が
で

き
る

こ
と

と
す

る
が
、
こ

の
場

合
も

遅
滞

な
く

出
動

要
請
書
を

交
す

も
の

と
す

る
。
出

動
要

請
書

は
甲

乙
各
々

が
１

通
を

保
管

す
る
も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、

警
戒
宣

言
が

発
令

さ
れ

た
時
及
び

震
度

５
強

以
上
の

地
震

が
発

生
し

た
場
合

は
、

甲
か

ら
出

動
態
勢
準

備
の

要
請

が
あ

っ
た

も
の

と
み
な
し

、
出

動
態

勢
を

整
え
る

も
の

と
す

る
。

４
乙

は
、

出
動
の

要
請

に
備

え
、

解
体
用
重

機
の

確
保

に
努
め

る
。

（
解

体
工

事
の
実
施
）

第
５
条

乙
は
、
前

条
第

１
項

の
規

定
に
よ
る

甲
の

要
請

が
あ
っ

た
と

き
は

、
協

力
業
者

の
中

か
ら

担
当

施
工
業
者

を
決

定
す

る
。

２
担

当
施

工
業
者

は
、

甲
又

は
丙

の
指
示
に

従
い

、
被

災
建
築

物
の

緊
急

解
体

工
事
に

着
手

す
る

も
の

と
す
る
。

３
担

当
施

工
業
者

は
、

緊
急

解
体

に
当
た
っ

て
は

、
別

に
定
め

る
「

被
災

建
築

物
緊
急

解
体

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
に
基

づ
き

、
業

務
を

実
施

す
る

も
の
と
す

る
。

４
担

当
施

工
業
者

は
、

緊
急

解
体

工
事
の
施

工
に

当
っ

て
は
、

第
三

者
に

損
害

を
与
え

な
い

よ
う

特
段

の
注
意
を

払
う

も
の

と
す

[資
料

編
Ⅱ

]

る
。

５
担

当
施

工
業
者

は
、

業
務

従
事

者
の
労
働

災
害

補
償

の
た
め

、
労

働
者

災
害

補
償
保

険
法

の
適

用
を

受
け
ら
れ

る
よ

う
手

続
き

を
取

る
も

の
と
す
る

。

６
担

当
施

工
業
者

は
、
工

事
請

負
契

約
の

根
拠
と

す
る

た
め
、
工

事
内
容
が

判
定

で
き

る
写

真
等
の

資
料

を
整

備
す

る
と

と
も
に
、

適
宜

緊
急

解
体
工
事

の
進

捗
状

況
及

び
完
成

を
乙

に
報

告
す

る
も
の

と
す

る
。

（
請

負
契

約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
自

ら
の

判
断

に
よ

り
出
動
要

請
し

た
場

合
は
、

担
当

施
工

業
者

か
ら
の

前
条

第
６

項
の

資
料
を
も

と
に

速
や

か
に

随
意
契

約
を

締
結
す

る
も

の
と

し
、
ま
た
、
丙
よ

り
派

遣
要
請

又
は

実
施

依
頼

を
受
け

た
場

合
に

は
、
丙
に
対

し
担
当

施
工

業
者

と
の
随

意
契

約
を
締

結
す

る
よ

う
指

導
す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

は
、

前
項
の

甲
の

契
約

に
つ

い
て
、
ま

た
甲

及
び

乙
は
、

前
項

の
丙

の
契

約
に
つ

い
て

協
力

を
す

る
も
の
と

す
る
。

（
乙

か
ら

甲
へ
の
報

告
）

第
７
条

乙
は
、
第

３
条

の
規

定
に

よ
る
協
力

業
者

の
名

簿
及
び

「
資

機
材

保
有

状
況
報

告
書

」
に

つ
い

て
、
そ
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
と

き
又
は
甲

が
特

に
報

告
を

求
め
た

と
き

及
び

毎
年

９
月
１

日
に

甲
に

報
告

す
る
こ
と

と
す

る
。

２
乙

は
、
第

5
条
第

6
項

の
報
告

を
取

り
ま

と
め

て
甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す
る
。

（
協

定
の

効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定

の
期

間
は

、
締

結
の
日
か

ら
令

和
○

○
年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
期
間
満

了
の

日
の

３
０

日
前

ま
で

に
、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
そ
れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て
文

書
に

よ
り

異
議
の

申
出

が
な

い
と

き
は
、
さ

ら
に

１
年

間
延

長
す

る
も

の
と
し
、

そ
の

後
に

お
い

て
期
間

満
了

し
た

と
き

も
、
同

様
と

す
る
。

（
疑

義
の

解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項
及
び

こ
の

協
定

に
関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と
き

は
、

そ
の

都
度

、
甲
乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記
の

協
定

の
成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ
の

協
定

書
２

通
を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の
上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所
持

す
る
。

令
和

年
月

日

（
甲
）

静
岡

県
知

事
○

○
○

○
印

（
乙
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

印

以
下

の
と

お
り

協
定
を

締
結

し
て

い
る
。

締
結

者
（

乙
）

締
結
年

月
日

静
岡
県

重
機

建
設

業
工

業
組
合

理
事
長

梅
原

秀
夫

平
成

1
4
年

5
月

28
日

静
岡
県

ク
レ

ー
ン

建
設

工
業
組

合
理

事
長

新
村

政
男

〃

(一
社

)静
岡

県
解

体
工

事
業
協
会

理
事
長

妻
形

克
和

平
成

2
1
年

10
月

1
日
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災
害

時
に
お
け
る
住

宅
の

早
期

復
興

に
向

け
た
協

力
に
関

す
る
協

定
書

（
県

住
ま
い
づ
く
り
課
）

静
岡

県
（以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）及

び
独
立

行
政

法
人

住
宅

金
融

支
援

機
構

（
以

下
「
乙

」
と
い
う
。
）
は

、
地

震
、
風

水
害

等
の

災
害

時
に

お
け
る
被

災
し
た
県

民
の

住
宅

の
早

期
復

興
を
支

援
す
る
た
め

に
、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き
甲

が
実

施
す
る
施

策
へ

の
乙

の

協
力

に
関

し
て
、
次

の
と
お
り
協
定

を
締

結
す
る
。

（
情
報

の
交

換
）

第
１
条

甲
及

び
乙

は
、
こ
の

協
定

に
基
づ
き
、
被

災
し
た
県

民
の

住
宅

の
早
期

復
興

へ
の

支
援
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ
う
に
次

の
情
報

を

適
時

適
確

に
交

換
す
る
。

一
住

宅
に
関

連
す
る
防

災
、
被

災
し
た
住

宅
の

再
建

等
に
関

す
る
施
策

及
び
融

資
制

度

二
被

害
状

況
、
被

災
し
た
県

民
か
ら
寄

せ
ら
れ

た
住

宅
の

復
興
等

に
関

す
る
要

望

三
第

７
条

に
定

め
る
連
絡

窓
口

と
な
る
部

署
名

並
び
に
連

絡
責

任
者

及
び
補

助
者

の
職

名
及

び
氏

名

四
第

７
条

に
定

め
る
連
絡

窓
口

と
の

連
絡

方
法

五
そ
の
他

住
宅

の
早

期
復

興
へ

の
支

援
に
関

し
必

要
な
事

項

（
住
宅

相
談

窓
口

開
設
）

第
２
条

乙
は

、
甲

か
ら
の

協
力
要

請
に
応

じ
て
、
「
住

宅
相

談
窓
口

」を
速

や
か

に
開

設
し
、
被

災
し
た
県

民
か

ら
の

住
宅

再
建
及

び
住

宅

ロ
ー
ン
の
返

済
に
関

す
る
相

談
に
対

応
し
、
県
民

の
住

宅
の
早

期
復
興

を
支
援

す
る
も
の

と
す
る
。

２
甲

は
、
前

項
の

「住
宅

相
談

窓
口

」の
開

設
及

び
運

営
に
当

た
っ
て
、
必

要
に
応

じ
、
場

所
の

確
保

そ
の
他

乙
か

ら
要

請
を
受

け
た
事

項

に
つ
い
て
、
乙

に
協

力
す
る
も
の

と
す
る
。

（
職
員

の
派

遣
）

第
３
条

乙
は

、
前

条
の
相

談
に
対

応
す
る
た
め
、
職
員

を
派

遣
す
る
も
の

と
す
る
。

２
乙

は
、
前
条

の
相

談
へ

の
対

応
の

ほ
か

、
甲

か
ら
県

民
の

住
宅

の
早

期
復
興

を
支

援
す
る
た
め
特

に
要

請
を
受

け
た
と
き
は
、
甲

と
協

議
の

上
、
職

員
を
派
遣

す
る
。

（
住
宅

ロ
ー
ン
返

済
中

の
県
民

へ
の
支

援
）

第
４
条

乙
は

、
乙

の
住

宅
ロ
ー
ン
を
返

済
中

に
被

災
し
た
県

民
に
対

し
て
、
当

該
住

宅
ロ
ー
ン
の

支
払

の
猶

予
や

返
済

期
間

の
延

長
等

の
措

置
を
諸

規
定

に
従
っ
て
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

（
周
知

）

第
５
条

乙
は

、
乙

の
災

害
復

興
住

宅
融

資
の

実
施

、
第

２
条

の
「住

宅
相

談
窓

口
」
の

開
設

及
び
前

条
の

措
置

に
つ
い
て
、
被

災
し
た
県

民
に
対

し
て
積

極
的
に
周

知
す
る
も
の

と
す
る
。

２
甲

は
、
被

災
地

の
市
町

の
窓

口
等

を
通

じ
て
、
前

項
の

周
知

に
協

力
す
る
も
の

と
す
る
。

（
政
策

実
施

上
の
課

題
等

の
調

整
）

第
６
条

甲
及

び
乙

は
、
住

宅
に
関

連
す
る
防

災
、
被

災
し
た
住

宅
の

再
建

等
に
関
す
る
甲

の
施

策
及

び
乙

の
災

害
関

連
業

務
の
円

滑
な

実
施

に
資

す
る
た
め
、
甲

が
こ
れ

ら
の

施
策

を
実
施

す
る
に
当

た
り
発

生
す
る
乙

の
融

資
及

び
債

権
管

理
上

の
課

題
等

へ
の

対
応

に
つ

い
て
、
あ
ら
か

じ
め
調

整
を
行

う
も
の

と
す
る
。

（
連
絡

窓
口

）

第
７
条

甲
及

び
乙

は
、
こ
の

協
定

に
関
す
る
連

絡
窓

口
を
そ
れ
ぞ
れ

設
置

す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議

）

第
８
条

こ
の

協
定

に
定

め
る
も
の

の
ほ

か
、
被

災
し
た
県

民
の

住
宅

の
早

期
復

興
支

援
に
当

た
り
必

要
な
事

項
に
つ
い
て
は

、
そ
の

都
度

、

甲
及

び
乙

が
充
分

な
協

議
の

上
、
定

め
る
も
の

と
す
る
。
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（
適
用

等
）

第
９
条

こ
の

協
定
は

、
平

成
２
８
年

４
月

１
日

か
ら
適

用
す
る
。

２
静

岡
県

知
事

と
住

宅
金

融
公

庫
南

関
東

支
店

長
と
の

間
で
締

結
し
た
平

成
１
５
年

８
月

１
日

付
け
「
災

害
時

に
お
け
る
住

宅
復

興
に
向

け
た
協

力
に
係
る
基

本
協

定
書
」
は

、
本

協
定

の
適

用
を
も
っ
て
廃
止

す
る
。

こ
の
協

定
を
証
す
る
た
め
、
本

書
２
通
を
作

成
し
、
甲
、
乙

記
名

押
印

の
上

、
各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す
る
。

平
成
２
８
年

３
月

３
０
日

（甲
）静

岡
県

静
岡

市
追

手
町
９
番

６
号

静
岡
県

知
事

川
勝

平
太

（乙
）東

京
都

文
京

区
後

楽
一
丁

目
４
番

１
０
号

独
立

行
政

法
人

住
宅

金
融

支
援
機

構

理
事
長

加
藤

利
男

-595-
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-
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-
8

災
害

時
に

お
け

る
測

量
設

計
等

業
務

委
託

に
関

す
る
協

定
書

（県
土

木
防

災
課
）

静
岡
県

○
○

事
務

所
長
（
以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）
と
社

団
法
人

静
岡
県

測
量
設

計
業
協

会
長
（
以

下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は

、
地

震
、

津
波

や
風

水
害

等
に
よ
り
甲

の
所

管
す
る
道

路
、
河

川
、
海

岸
、
砂

防
、
地
す
べ
り
防
止
、
急
傾
斜

地
崩
壊

防
止
、
港

湾
及
び
漁
港

な
ど
の

施
設

等
（以

下
「
公

共
土
木
施
設
」
と
い
う
。
）
に
災
害
が
発
生
し
た
場

合
又

は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
場

合
の
測

量
、
設
計
、
用
地

測
量
及
び
用

地
調
査

業
務
（
以
下
「
測

量
設
計

等
業
務
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
定
を
締

結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
災
害

対
策

基
本

法
、
静
岡

県
地

震
対
策

推
進
条

例
及
び
静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に
基

づ
く
災

害
時

に
お

け
る
民

間
協
力

の
一

環
と
し
て
、
災

害
が
発
生
し
た
場
合

又
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
社
会
の
混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民

の
救
助
活
動
及
び
災
害

復
旧
活

動
に
資
す
る
た
め
、
災
害
応
急
復
旧
工
事
に
必

要
な
測
量

設
計
等
業
務
を
迅

速
に
実
施
す
る
こ

と
に
よ
り
、
公

共
土
木

施
設
の

機
能
確
保

又
は
回
復
を
早
期
に
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の

対
象
と
な
る
災

害
は
、
災

害
対
策

基
本
法
に
基
づ
く
静

岡
県
災

害
対
策
本
部
が

設
置
さ
れ
た
場

合
又
は
地
震
、

津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の

異
常
な
天
然
現

象
に
よ
る
も
の
で
甲
が

必
要
と
認
め
る
場
合

の
災
害
と
す
る
。

（
災
害

応
急
業

務
協
力

者
）

第
３
条

乙
の
協
会
に
お
い
て
、
本
協

定
に
賛
同
で
き
る
協
会
員
を
災
害

応
急
業
務

協
力
者
（
以
下
「協

力
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
乙
は
、
協

会
内
の

連
絡
体
系
図

及
び
協

力
者
を
と
り
ま
と
め
た
名

簿
を
協
定

締
結
後

速
や
か
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
乙
は

、
協

力
者

ご
と
の
災

害
時
の

業
務

実
施

態
勢

と
し
て
、
氏
名

、
資

格
等
を
記
載

し
た
技
術

者
名

簿
を
と
り
ま
と
め
、
前

項
の

連
絡
体

系
図
及
び
名
簿
と
と
も
に
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
名
簿
等

の
提
出
時

期
は
、
毎
年
９
月
１
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
に
変
更
が

生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
待
機

要
請
）

第
４
条

甲
は
、
災

害
が

発
生
し
た
場

合
又

は
そ
の
恐

れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
協
力

者
に
対
し
て
必
要
な
技
術

者
の
待
機
を
要
請
で

き
る
も
の
と
す
る
。

２
甲
が
前

項
に
よ
り
甲
の
事

務
所
又

は
支
所
に
お
け
る
待
機
を
要

請
す
る
場

合
は
、
待

機
場
所
を
確

保
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
業
務

実
施
要

請
）

第
５
条

甲
が

緊
急
に
測
量

設
計
等

業
務
の
実
施
を
必
要
と
し
、
協
力
者

の
中
か
ら
当
該

業
務

の
受
託
者
を
決
定
し
た
場
合

は
、
業

務
実

施
要
請

書
に
よ
り
必
要

な
測

量
設

計
等

業
務

の
実
施

を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
業

務
実

施
要

請
書

は
２
通

作
成
し
、
甲

と
受

託
者
が

各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項

の
要

請
は
、
緊

急
を
要
す
る
場

合
に
は

電
話
等

の
通
信

手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
の

場
合
も
遅

滞
な

く
業

務
実
施
要

請
書
を
交

わ
す
も
の
と
す
る
。

（
業
務

の
実
施
）

第
６
条

受
託

者
は
、
前
条

の
規

定
に
よ
る
甲

の
要
請

が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
甲

の
指
示

に
従
い
、
速

や
か
に
必
要

な
測
量

設
計
等

業
務
に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
測

量
設
計

等
業
務
の
範
囲
は
、
災

害
を
受
け
た
公
共
土
木

施
設
の

機
能
確
保
又
は
回
復
に
係
る
必
要
最

小
限
の
業
務

と
す
る
。

３
受

託
者

が
当

該
業

務
を
行

う
に
あ
た
っ
て
は
、
二

次
災

害
に
対
し
十
分

注
意
し
て
作

業
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
当

該
作
業

の
関
係

者
だ
け
で
は
な
く
、
付
近
住

民
、
通
行
者
、
通
行

車
両
等

の
第
三

者
の
安

全
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
受
託

者
は
、
業

務
従

事
者

の
労

働
災
害

補
償

の
た
め
、
労

働
者

災
害
補

償
保

険
法
の

適
用
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
手

続
を
行
う
も

の
と
す
る
。

５
受

託
者

は
、
業

務
委

託
契

約
の

根
拠
と
す
る
た
め
、
業

務
内

容
が
判

定
で
き
る
よ
う
な
写

真
等
の

資
料

を
整

備
す
る
と
と
も
に
、

適
宜
業

務
の
進

捗
状
況

及
び
完
成
を
甲
あ
て
報
告

書
に
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務

委
託
契

約
の
締

結
）

第
７
条

甲
は
、
前
条

第
５
項

の
資
料

等
を
基
に
し
て
速
や
か
に
随

意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施

規
定
）

第
８
条

こ
の
協

定
に
お
い
て
規

定
さ
れ
た
書

類
等
の

様
式
や

実
施
に
関
す
る
細

目
は
、
実
施
細

目
で
定
め
る
。

（
協
定

の
効
力
）

第
９
条

こ
の

協
定

の
期
間

は
、
協
定

締
結

の
日
か

ら
平
成
1
8
年
3
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の

期
間
満

了
の
日

の
3
0
日
前

ま
で
に
、
甲
乙

い
ず
れ

か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ

相
手
方

に
対
し
て
文

書
に
よ
り
異

議
の
申

出
が
な
い
と
き
は
、
更
に
1
年

延
長
す
る
も
の

と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期

間
満
了
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（
疑
義

の
解
決
）

第
1
0
条

こ
の
協

定
に
定

め
の
な
い
事

項
及
び
こ
の

協
定
に
関

し
て
疑
義

が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都

度
甲

乙
協

議
し
て
定

め
る
も

の
と
す
る
。

上
記

の
協
定

の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協

定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲

乙
記
名

押
印
の
上
、
各
自
そ
の
1
通
を
所

持
す
る
。

平
成
１
７
年

月
日

（
甲
）
○

○
市
○
○

町
○
番

○
号

静
岡
県
○

○
事
務
所
長

○
○

○
○

印

（
乙
）
静

岡
市
常
磐

町
２
丁
目
１
３
番
４
号

社
団
法
人

静
岡
県
測

量
設
計

業
協
会
長

○
○
○
○

印
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一
般
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
災
害
時
等
の
相

互
援

助
に
関

す
る
協

定
書

（県
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
課
）

第
１
章

総
則

（
目

的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
災
害
等
に
よ
り
自
助
努
力
の
限
度
を
超
え
て
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に

お
い
て
、
静
岡
県
内
の
市
町
村
等
が
相
互
に
援
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
係
る
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（定
義
）

第
２
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
「災

害
等
」と

は
、
災
害
対
策
基
本
法
（昭

和
36

年
法
律
第

22
3号

)第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
災
害
（以

下
「災

害
」と

い
う
｡)
並
び

に
一
般
廃
棄
物
の
処
理
施
設
等
の
事
故
及
び
故
障
を
い
う
。

２
こ
の
協
定
に
お
い
て
「市

町
村
等
」と

は
、
静
岡
県
内
の
市
町
村
及
び
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
一
部
事
務
組
合
を
い
う
。

３
こ
の
協
定
に
お
い
て
「一

般
廃
棄
物
」と

は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（昭

和
45

年
法
律
第
13
7
号
）第

２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
一
般
廃

棄
物
を
い
う
。

４
こ
の
協
定
に
お
い
て
「援

助
」と

は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

(1
)
施
設
又
は
業
務
の
提
供
又
は
あ
っ
せ
ん

(2
)
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
必
要
な
職
員
等
の
派
遣
等

(3
)
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
必
要
な
物
資
等
の
提
供
又
は
あ
っ
せ
ん

(4
)
前
３
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
特
に
必
要
な
事
項

５
こ
の
協
定
に
お
い
て
「要

請
市
町
村
」と

は
、
災
害
等
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
他
の
市
町
村
等

に
援
助
の
要
請
を
行
う
市
町
村
等
を
い
う
。

６
こ
の
協
定
に
お
い
て
「受

託
市
町
村
」と

は
、
要
請
市
町
村
か
ら
の
援
助
の
要
請
を
受
諾
し
、
援
助
を
行
う
市
町
村
等
を
い
う
。

７
こ
の
協
定
に
お
い
て
「圏

域
」と

は
、
別
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
圏
域
名
ご
と
に
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
構
成
市
町
村
等
で
構
成
さ
れ
る
区
域
を
い
う
。

（適
用
区
域
）

第
3
条

こ
の
協
定
の
適
用
区
域
は
、
市
町
村
等
の
区
域
と
す
る
。

第
２
章

援
助
の
手
続

（援
助
要
請
）

第
４
条

市
町
村
等
は
、
災
害
等
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
き
で
、
自
己
の
保
有
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
、
収
集
・運

搬
車
両
、
資
機
材
等
で
は
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
自
ら
が
所
属
す
る
圏
域
の
他
の
市
町
村
等

に
対
し
援
助
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
と
判
断
し
た
と
き
は
、
他
の
圏
域
に
属
す
る
市
町
村
等
に
も
援
助
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
行
っ
た
市
町
村
等
は
、
そ
の
旨
を
静
岡
県
（以

下
「県

」と
い
う
｡)
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
及
び
報
告
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
電
話
等
で
連
絡
し
た
後
、
文
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(1
)
援
助
を
要
す
る
理
由

(2
)
援
助
を
要
す
る
場
所
及
び
期
間

(3
)
必
要
と
す
る
施
設
又
は
業
務
内
容

(4
)
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
処
理
量
の
見
込
み

(5
)
必
要
と
す
る
人
員

(6
)
必
要
と
す
る
物
資
、
車
両
、
資
機
材
等
の
品
名
及
び
数
量

(7
)
連
絡
責
任
者

(8
)
そ
の
他
必
要
な
事
項
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（県
に
よ
る
援
助
要
請
に
係
る
措
置
）

第
５
条

県
は
、
災
害
等
に
よ
り
市
町
村
等
の
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
等
が
そ
の
全
部
又
は
大
部
分
の
事
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
くな

っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
つ
い
て
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（受
託
）

第
６
条

援
助
の
要
請
を
受
け
た
市
町
村
等
は
、
当
該
市
町
村
等
の
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
支
障
の
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
託
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（実
施
）

第
７
条

受
託
市
町
村
は
、
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
量
、
収
集
及
び
運
搬
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
要
請
市
町
村
と
協
議
し
た
上
で
、
援
助
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

２
援
助
の
期
間
は
、
原
則
と
し
て
要
請
市
町
村
が
一
般
廃
棄
物
を
適
正
に
処
埋
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
期
間
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、

受
託
市
町
村
と
十
分
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

３
援
助
が
終
了
し
た
と
き
は
、
要
請
市
町
村
及
び
受
託
市
町
村
は
、
実
施
し
た
内
容
を
県
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

４
要
請
市
町
村
は
、
受
託
市
町
村
が
援
助
を
開
始
し
た
後
も
、
遅
滞
な
く自

ら
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
た
め
の
体
制
の
確
保
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
体
制

の
回
復
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（経
費
負
担
）

第
８
条

援
助
に
要
し
た
経
費
は
、
原
則
と
し
て
要
請
市
町
村
が
負
担
す
る
も
の
と
し
、
支
払
方
法
、
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
双
方
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と

す
る
。

第
３
章

協
力
要
請

（民
間
業
者
へ
の
協
力
要
請
）

第
９
条

市
町
村
等
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く援

助
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
民
間
の
廃
棄
物
処
理
業
者
等
に
協
力
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（住
民
へ
の
協
力
要
請
）

第
10

条
県
及
び
市
町
村
等
は
、
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
係
る
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
こ
の
協
定

の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
を
通
じ
て
関
係
住
民
に
周
知
を
図
り
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
４
章

そ
の
他

（情
報
の
交
換
等
）

第
11

条
こ
の
協
定
の
円
滑
な
運
用
を
期
す
る
た
め
、
市
町
村
等
は
、
必
要
の
都
度
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
稼
働
状
況
そ
の
他
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
関

し
必
要
な
情
報
を
相
互
に
交
換
す
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
こ
の
協
定
の
円
滑
な
運
用
に
必
要
な
調
整
、
あ
っ
せ
ん
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
こ
の
協
定
の
円
滑
な
運
用
を
支
援
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（他
の
協
定
と
の
関
係
）

第
12

条
こ
の
協
定
は
、
市
町
村
等
が
災
害
対
策
基
本
法
第

67
条
の
規
定
等
に
よ
り
締
結
し
た
他
の
協
定
に
基
づ
く援

助
等
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（そ
の
他
）

第
13

条
こ
の
協
定
は
、
平
成

13
年
４
月
１
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
14

条
こ
の
協
定
の
運
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

２
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
疑
義
が
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
等
で
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書

1
00

通
を
作
成
し
、
協
定
者
及
び
立
会
者
が
各
自
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。

平
成

13
年
３
月

30
日

（協
定
者
）

静
岡

市
～
湖
東
環
境
衛
生
施
設
組
合

（立
会
者
）

静
岡
県

別
表

圏
域

名
構

成
市

町
村

等

南
伊

豆
下
田
市

東
伊
豆
町

河
津
町

南
伊
豆
町

松
崎
町

西
伊
豆
町

賀
茂
村

南
豆
衛
生
プ
ラ
ン
ト
組
合

東
河
環
境
セ
ン
タ
ー

西
豆
衛
生
プ
ラ
ン
ト
組
合

駿
豆

沼
津
市

御
殿
場
市

裾
野
市

小
山
町

長
泉
町

清
水
町

御
殿
場
市
・小

山
町
広
域
行
政
組
合

裾
野
長
泉
清
掃
施
設
組
合

三
島
市

函
南
町

熱
海
市

伊
東
市

韮
山
町

伊
豆
長
岡
町

大
仁
町

中
伊
豆
町

修
善
寺
町

天
城
湯
ケ
島
町

土
肥
町

戸
田
村

田
方
南
部
広
域
行
政
組
合

土
肥
町
戸
田
村
衛
生
施
設
組
合

富
士

富
士
市

富
士
宮
市

芝
川
町

富
士
宮
市
芝
川
町
厚
生
施
設
組
合

中
部

静
岡
市

清
水
市

富
士
川
町

蒲
原
町

由
比
町

庵
原
郡
環
境
衛
生
組
合

志
太
榛
原

藤
枝
市

焼
津
市

岡
部
町

大
井
川
町

志
太
広
域
事
務
組
合

島
田
市

本
川
根
町

中
川
根
町

川
根
町

金
谷
町

榛
原
町

吉
田
町

島
田
市
・北

榛
原
地
区
衛
生
消
防
組
合

川
根
地
区
広
域
施
設
組
合

島
田
・榛

原
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合

吉
田
町
榛
原
町
広
域
施
設
組
合

中
東

遠
掛
川
市

菊
川
町

相
良
町

小
笠
町

浜
岡
町

御
前
崎
町

東
遠
広
域
施
設
組
合

相
良
町
外
２
町
広
域
施
設
組
合

菊
川
町
及
び
小
笠
町
衛
生
施
設
組
合

磐
田
市

袋
井
市

森
町

浅
羽
町

福
田
町

豊
田
町

竜
洋
町

豊
岡
村

中
遠
地
区
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

磐
南
行
政
組
合

袋
井
市
森
町
浅
羽
町
広
域
行
政
組
合

西
北

遠
浜
松
市

天
竜
市

浜
北
市

水
窪
町

春
野
町

佐
久
間
町

龍
山
村

湖
西
市

新
居
町

舞
阪
町

雄
踏
町

細
江
町

引
佐
町

三
ケ
日
町

北
遠
地
区
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

引
佐
郡
広
域
施
設
組
合

湖
西
市
・新

居
町
広
域
施
設
組
合

湖
東
環
境
衛
生
施
設
組
合
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静
岡
県
震
災
復
興
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相
談
業
務
従
事
者
の
派
遣
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
協
定
書

（
県
県

民
生
活

課
）

静
岡

県
（以

下
「
甲

」と
い
う
。
）と

○
○

○
○

○
○

○
○

（以
下

「
乙

」と
い
う
。
）と

は
、
静
岡

県
震

災
復

興
相

談
セ
ン
タ
ー
設

置
・運

営
要

領

（以
下

「要
領

」と
い
う
。
）第

11
条

の
規
定

に
基

づ
き
開

設
さ
れ

た
震

災
復

興
相
談

セ
ン
タ
ー
（
以
下

「セ
ン
タ
ー
」と

い
う
。
）に

お
い
て
、
災

害

応
急

対
策

と
し
て
実

施
す
る
相
談

業
務
に
従
事

す
る
者
（
以

下
「相

談
業
務

従
事
者

」
と
い
う
。
）の

派
遣

及
び
取

扱
い
に
関

し
、
静

岡
県
地

震

対
策

推
進

条
例
（平

成
8
年
静

岡
県
条

例
第

1
号

。
以

下
「条

例
」と

い
う
。
）第

35
条

の
規

定
に
基

づ
き
、
次
の

と
お
り
協

定
を
締
結

す
る
。

（趣
旨

）

第
1
条

こ
の

協
定

は
、
甲

が
開
設

す
る
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相
談

業
務
従

事
者
の

派
遣
及

び
取
扱

い
に
関

し
、
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

（相
談

業
務

従
事
者

登
録
名

簿
の
提

出
）

第
2
条

乙
は

、
協
定

締
結

後
速
や

か
に
、
相
談

業
務
従

事
者
登

録
名

簿
（
様

式
第

1
号
）を

甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
乙
は

、
前
項

の
名
簿

の
内
容

に
変

更
が

生
じ
た
場

合
は

、
速
や

か
に
変

更
後

の
名
簿

を
甲

に
提

出
す
る
も
の

と
す
る
。

（相
談

業
務

従
事
者

の
派
遣

）

第
3
条

乙
は

、
甲

か
ら
相

談
業

務
従

事
者
派

遣
の
要

請
を
受
け
た
場
合

は
、
速
や

か
に
相
談

業
務

従
事
者

派
遣
名

簿
（様

式
第

2
号
）を

甲
に
提

出
す
る
と
と
も
に
、
相

談
業
務

従
事
者

を
セ
ン
タ
ー
に
派

遣
す
る
も
の

と
す
る
。

２
乙

は
、
前

項
の

名
簿

の
内

容
に
変

更
が

生
じ
た
場

合
は

、
速

や
か

に
変

更
後

の
相

談
業

務
従

事
者

派
遣

名
簿

を
甲

に
提

出
す
る
も
の

と
す
る
。

（派
遣

期
間

）

第
4
条

相
談

業
務

従
事
者

の
派
遣

期
間
は

、
相
談

需
要
等

に
応

じ
て
、
甲

乙
協
議

し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（相
談

業
務

従
事
者

の
業
務

）

第
5
条

相
談

業
務

従
事
者

は
、
要

領
第

13
条

の
規

定
に
基
づ
き
、
相
談

業
務

を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

２
相

談
業
務

従
事

者
は
、
前

項
の

相
談
業

務
の

実
施
状

況
を
、
相

談
業
務

実
施

状
況

報
告
書

（
様
式

第
3
号

）に
よ
り
、
派

遣
先

セ
ン
タ
ー

を
開
設

し
て
い
る
災

害
対
策

支
部
長

へ
定
期

的
に
報

告
す
る
も
の

と
す
る
。

（費
用

負
担

）

第
6
条

第
3
条
第

1
項
の

規
定
に
よ
り
派

遣
さ
れ
た
相

談
業
務

従
事
者

に
係

る
旅
費

及
び
人

件
費
は

、
乙

の
負

担
と
す
る
。

（補
償

）

第
7
条

甲
は

、
第

5
条

第
1
項

の
相

談
業
務

の
実

施
に
当

た
り
、
相

談
業

務
従
事

者
が
損

害
を
受

け
た
場

合
、
又

は
他

人
に
損

害
を
加
え

た
場

合
は

、
条
例

第
34

条
の
規

定
に
基

づ
き
、
そ
の

損
害
を
補
償

す
る
。

（相
談

の
内

容
の
責

任
）

第
8
条

前
条

の
規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、
乙

は
、
自
ら
が
派

遣
し
た
相

談
業

務
従
事

者
が
実

施
し
た
相
談

業
務
に
お
け
る
相

談
の
内

容
に
つ

い
て
は

、
そ
の
責

任
を
負

う
。

（協
定

の
適

用
）

第
9
条

こ
の

協
定

は
、
平

成
○
年

○
月
○

日
か
ら
、
効
力

を
有

す
る
。

２
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は
、
協

定
締

結
の
日

か
ら
起

算
し
て

1
年
間

と
す
る
。
た
だ
し
、
有

効
期

間
満
了

の
日
の

30
日
前

ま
で
に
、
甲

又

は
乙

か
ら
文

書
に
よ
り
相

手
方

に
対

し
て
異

議
の

申
し
出

が
な
い
と
き
は
、
有

効
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら
起

算
し
て

1
年
間

こ
の

協

定
を
延

長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

後
も
ま
た
同

様
と
す
る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
1
0
条

こ
の
協

定
に
定

め
の

な
い
事

項
及

び
こ
の

協
定

に
関
し
て
疑

義
が

生
じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て
定
め

る
も
の

と
す

る
。

上
記
の

協
定
の

成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の

協
定
書

2
通
を
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印

の
上
、
各

自
そ
の

1
通
を
所

持
す
る
。

平
成

○
年

○
月
○

日

（甲
）静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（乙
）○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
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以
下

の
と
お
り
協

定
を
締

結
し
て
い
る
。

様
式

第
1
号

年
月

日

相
談

業
務

従
事

者
登

録
名

簿

協
力
機

関
名

所
在
地

〒

担
当
者

名

電
話
番

号
F
A
X
番

号

締
結
者

（乙
）

締
結
年

月
日

適
用
年
月
日
（第

9
条
第
1
項
関
係
）

社
団

法
人
日

本
損
害

保
険
協

会
常
務

理
事

竹
中

賢
太

郎
平
成

1
4
年

7
月

3
日

平
成

14
年

8
月

1
日

社
団

法
人
生

命
保
険

協
会
静

岡
県
事

務
室

事
務

局
長

滝
口
哲

夫
平
成

1
4
年

8
月

2
日

平
成

14
年

9
月

1
日

静
岡

県
電
機

商
業
組

合
理
事

長
福
世

文
司

平
成

1
4
年

9
月

18
日

平
成

14
年

10
月

1
日

派
遣
予

定
セ
ン
タ
ー
名

支
部

・職
名

等
氏

名
備

考

合
計

人
数

人

[資
料

編
Ⅱ

]

様
式

第
2
号

年
月

日

相
談

業
務

従
事

者
派

遣
名

簿

協
力
機

関
名

所
在
地

〒

担
当
者

名

電
話
番

号
F
A
X
番

号

様
式

第
3
号

年
月

日

相
談

業
務

実
施

状
況

報
告

書

協
力
機

関
名

記
入

者
氏

名

相
談
期

間
年

月
日

～
年

月
日

＜
記

入
上

の
注
意

＞

１
本
報

告
書
は

、
1
週
間

毎
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

２
相

談
内

容
か

ら
特

に
重

要
と
判

断
さ
れ

る
場

合
は

、
上

記
の

期
間
に
か

か
わ

ら
ず
、
任

意
様

式
に
よ
り
具

体
的

内
容

を
報

告
し
て
く
だ
さ

い
。

派
遣

セ
ン
タ
ー
名

支
部

・職
名

等
氏

名
備

考

合
計

人
数

人

派
遣

先

主
な
相

談
内

容
件

数

電
話

来
所

文
書

計

合
計
件

数

-599-
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1
9
-
8
-
1
1

生
活

福
祉

資
金

の
貸

付
け
の

特
例

措
置

に
関

す
る
協

定

（
県
地

域
福
祉

課
）

（趣
旨

）

第
1
条

静
岡

県
（
以

下
「甲

」
と
い
う
。
）、

株
式

会
社
静

岡
銀
行

、
株

式
会

社
駿
河

銀
行
及

び
株
式

会
社
清

水
銀
行

（
以
下

合
わ
せ

て
「
乙

」

と
い
う
。
）並

び
に
社

会
福

祉
法

人
静

岡
県

社
会

福
祉

協
議
会

（以
下

「
丙
」と

い
う
。
）
と
は

、
大
規

模
な
災

害
が
発

生
し
た
場
合

に
お
け
る

生
活
福

祉
資
金

貸
付
金

（以
下
「
貸

付
金

」と
い
う
。
）の

交
付

に
関

し
、
次

の
と
お
り
協
定

を
締

結
す
る
。

（協
力

依
頼

）

第
２
条

甲
及

び
丙

は
、
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
厚

生
労

働
大

臣
が

生
活

福
祉

資
金

の
貸

付
け
の

特
例

措
置

を
講

じ
た
場

合
、
丙

が
貸

付
け
を
決

定
し
た
者

に
対

す
る
貸

付
金

の
交

付
を
迅
速

か
つ
円

滑
に
実

施
す
る
た
め
、
乙

に
対

し
協

力
を
依

頼
し
、
乙

は
こ
れ

に
協

力
す

る
も
の

と
す
る
。

（手
続

）

第
３
条

乙
は

、
前
条

の
協
力

依
頼

が
あ
っ
た
場
合

、
乙
の

各
支

店
の
資

金
交

付
状

況
の

と
り
ま
と
め
、
貸

付
金

の
決

済
等

を
行

う
た
め
、
速

や
か
に
乙
そ
れ

ぞ
れ

の
取

り
ま
と
め
店

（以
下

「乙
の

取
り
ま
と
め
店

」
と
い
う
。
）を

設
置

す
る
も
の

と
す
る
。

２
丙

は
、
貸

付
金

の
受

付
窓

口
を
静

岡
県

内
の

各
市

町
村

社
会

福
祉

協
議

会
に
設

置
し
、
同

市
町

村
社

会
福

祉
協

議
会

を
通

じ
て
、
受

付
窓

口
に
身

近
な
乙

の
支

店
の

被
害

状
況

を
確

認
す
る
も
の

と
し
、
乙

は
、
甲

及
び
丙

か
ら
協

力
依

頼
の

あ
っ
た
事

務
を
取

扱
う
支

店

（以
下
「
乙

の
取

扱
店
」と

い
う
。
）を

設
置

す
る
も
の

と
す
る
。

３
丙
は

、
乙
の

取
扱
店

の
設
置

状
況
等

を
も
と
に
貸

付
額
を
推
計

し
、
乙

の
取

り
ま
と
め
店
の

口
座
に
貸
付

金
を
預

託
す
る
も
の

と
す
る
。

（費
用

の
負

担
）

第
4
条

貸
付

金
は

、
国

の
実

施
通

知
等
に
基
づ
き
甲
が

措
置
す
る
も
の

と
す
る
。

２
貸
付

金
の
交

付
に
伴
う
振

込
手

数
料
及

び
貸
付

金
引
換

証
の

交
換

手
数
料

は
、
丙

が
負
担

す
る
も
の

と
し
、
別
に
定

め
る
も
の

と
す
る
。

（貸
付

金
の

交
付
方

法
）

第
５
条

貸
付

金
の

交
付

は
、
原

則
と
し
て
、
丙

が
貸
付

け
を
決

定
し
た
者

の
指

定
す
る
口

座
へ

振
込

み
の

方
法

に
よ
り
行

う
も
の

と
す
る
。

た
だ
し
、
丙

が
貸
付

け
を
決

定
し
た
者

が
金

融
機

関
に
口

座
を
有

し
て
な
い
等

、
振

込
み

の
方

法
に
よ
る
貸
付

金
の

交
付
が

困
難
な
場

合

は
、
丙

は
、
貸

付
け
を
決

定
し
た
者
に
別

に
定

め
る
様

式
に
よ
る
貸

付
金
引

換
証
を
交
付

す
る
も
の

と
す
る
。

２
前

項
た
だ
し
書

の
場

合
に
お
い
て
は

、
乙

の
取

扱
店

は
、
貸

付
金

引
換

証
及

び
別

に
定

め
る
身

分
を
証

明
す
る
も
の

に
よ
り
、
丙

が
貸

付
け
を
決

定
し
た
者

で
あ
る
こ
と
を
確

認
の
上

、
貸
付

金
引
換

証
と
引

換
え
に
現
金

を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（貸
付

金
の

決
済
）

第
６
条

乙
の

取
扱

店
は

、
前

条
の

方
法

に
よ
り
交

付
し
た
貸

付
金

の
件

数
と
金

額
を
毎

日
取

り
ま
と
め
、
同

日
中

に
乙
の

取
り
ま
と
め
店

に

請
求
す
る
も
の

と
す
る
。

２
乙

の
取

り
ま
と
め

店
は

、
乙

の
取

扱
店

か
ら
請

求
の

あ
っ
た
一

日
分

の
貸

付
金

の
件

数
と
金

額
を
集

計
し
、
丙

に
報

告
の

上
、
丙

が
乙

の
取
り
ま
と
め
店

に
貸

付
金

を
預

託
し
た
口

座
か
ら
当

日
中

に
貸

付
金

を
決

済
す
る
も
の

と
す
る
。

３
乙

は
、
貸

付
金

交
付

期
間

終
了

後
、
貸

付
金

交
付
件

数
及

び
金

額
を
集

計
し
、
貸

付
金

引
換

証
を
添

付
し
て
丙

に
報

告
す
る
も
の

と
す

る
。

（免
責

）

第
７
条

乙
は

、
丙

と
丙
が

貸
付

け
を
決

定
し
た
者

と
の
債

権
債

務
関

係
及

び
そ
の

他
の

紛
議

に
つ
い
て
は

、
一

切
の
責

任
を
負

わ
な
い
も

の
と
す
る
。

２
乙

が
第

５
条

第
２
項

に
基

づ
き
現

金
を
交

付
し
た
場

合
、
交

付
を
受

け
た
者

が
、
丙

が
貸

付
け
を
決

定
し
た
者

で
な
か

っ
た
場

合
で
も
、

乙
の

現
金

交
付

は
有

効
と
み

な
し
、
乙

は
、
一

切
の

責
任
を
負

わ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
乙

の
故

意
又

は
過

失
に
よ
る
場

合
を
除

く

も
の
と
す
る
。

３
乙
は

、
天
災

地
変
そ
の

他
不

可
抗
力

に
よ
り
本
協

定
を
履

行
で
き
な
か

っ
た
場
合

、
当

該
不

履
行
に
基

づ
く
一

切
の
責

任
を
負
わ

な
い
も

の
と
す
る
。

（秘
密

の
保

持
）

第
８
条

甲
、
乙

及
び
丙

は
、
本

協
定

に
お
け
る
業

務
上

知
り
得

た
秘

密
に
つ
い
て
は

、
他

に
漏

ら
さ
ぬ

よ
う
万

全
の

措
置

を
と
ら
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
も
の

と
す
る
。

（連
絡

責
任

部
署
）

第
９
条

第
２
条

の
規

定
に
よ
る
協
力

依
頼

及
び
こ
れ

に
関

す
る
連
絡

を
円

滑
か

つ
確

実
な
も
の

と
す
る
た
め
、
甲

の
連

絡
責
任

部
署

は
健

康
福
祉

部
地
域

福
祉
室

、
乙

の
連

絡
責
任

部
署
は

、
株
式

会
社

静
岡
銀

行
に
あ
っ
て
は
法

人
部
公

務
渉
外

グ
ル

ー
プ
、
株
式

会
社
駿

河

銀
行
に
あ
っ
て
は

営
業

本
部

業
務

渉
外

、
株
式

会
社

清
水
銀

行
に
あ
っ
て
は

支
店

営
業

部
、
丙

の
連

絡
責

任
部
署

は
地

域
福

祉
部

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（雑
則

）

第
10

条
こ
の

協
定

に
定

め
る
も
の

の
ほ
か

、
必
要

な
事

項
に
つ
い
て
は
、
実

施
要

領
に
定

め
る
も
の

と
す
る
。

２
こ
の

協
定

及
び
前

項
の

実
施

要
領
に
定

め
の

な
い
事
項

並
び
に
疑
義

が
生
じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度

協
議
し
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。

（有
効
期

間
）

第
11

条
こ
の

協
定

の
有
効

期
間
は

、
協

定
締
結

の
日
か

ら
起

算
し
て
１
年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲

、
乙

の
い
ず
れ

か
又

は
丙
か

ら
、
他

の

契
約

当
事

者
に
対

し
、
有

効
期

間
満

了
の

日
の

１
か

月
前

ま
で
に
特

段
の

意
思

表
示

が
な
い
と
き
に
は

、
引

き
続

き
１
年

間
、
協

定
の

有

効
期
間

が
延
長

さ
れ
る
も
の
と
し
、
以

後
も
同
様

と
す
る
。

こ
の

協
定

の
成
立

を
証

す
る
た
め
、
こ
の

協
定
書

５
通
を
作
成

し
、
甲

乙
丙
記

名
押
印

の
上
、
各

自
そ
の

1
通
を
所
持

す
る
。

平
成

１
６
年
８
月

２
７
日

（甲
）

静
岡
市

追
手
町

９
番
６
号

静
岡

県
知
事

石
川

嘉
延

（乙
）

静
岡
市

呉
服
町

１
丁
目

１
０
番
地

株
式

会
社
静

岡
銀

行

取
締

役
頭
取

松
浦

康
男

沼
津
市

通
横
町

２
３
番
地

株
式

会
社
駿

河
銀

行

取
締

役
社
長

岡
野

光
喜

静
岡
市

清
水
富

士
見
町

３
番
１
号

株
式

会
社
清

水
銀

行

取
締

役
頭
取

伊
藤

高
義

（丙
）

静
岡
市

駿
府
町

１
番
７
０
号

社
会

福
祉
法

人
静

岡
県

社
会
福

祉
協
議

会

会
長

上
島

清
介

-600-
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（
県

土
木
防

災
課

）
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料

編
Ⅱ

]
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-
8
-
1
3

災
害

時
に

お
け

る
し
尿

等
の

収
集

運
搬

に
関

す
る
協

定
書

（
県

廃
棄

物
リ
サ

イ
ク
ル

課
）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と
い

う
。
）
と
○

○
○

○
○

（
以

下
「
乙

」
と
い

う
。
）
と
は

、
次

の
と
お

り
協

定
を
締

結
す

る
。

（
趣

旨
）

第
1
条

こ
の

協
定

は
、
災

害
時

に
お

け
る
し
尿

、
浄

化
槽

汚
泥

等
（
以

下
「
災

害
し
尿

等
」
と
い

う
。
）
の

収
集

運
搬

に
関

し
て
、
甲

が
乙

に
支

援
協

力
を
要

請
す

る
に

当
た

っ
て
必

要
な
事

項
を
定

め
る
も
の

と
す

る
。

（
支

援
協

力
の

要
請

手
続

）

第
２
条

甲
は

、
被

災
地

域
の

市
町

村
（
以

下
「
被

災
市

町
村

」
と
い

う
。
）
か

ら
災

害
し
尿

等
の

収
集

運
搬

に
つ

い
て

協

力
要

請
が

あ
る
と
き
は

、
乙

に
支

援
協

力
を
要

請
す

る
も
の

と
す

る
。

（
被

災
市

町
村

と
の

協
議

等
）

第
３
条

被
災

市
町

村
と
乙

は
、
支

援
協

力
の

内
容

、
方

法
等

に
つ

い
て
、
必

要
に

応
じ
相

互
に

協
議

し
、
確

認
す

る
も

の
と
す

る
。

（
経

費
負

担
）

第
４
条

支
援

協
力

は
、
原

則
と
し
て
無

償
で
行

う
も
の

と
す

る
。

（
連

絡
窓

口
）

第
５
条

こ
の

協
定

に
関

す
る
連

絡
窓

口
は

、
甲

に
お

い
て

は
静

岡
県

環
境

森
林

部
環

境
総

室
廃

棄
物

リ
サ

イ
ク
ル

室
、

乙
に

お
い

て
は

○
○

○
○

○
事

務
局

と
す

る
。

（
そ

の
他

）

第
６
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し
て

定
め

る
も
の

と
す

る
。

（
適

用
）

第
７
条

こ
の

協
定

は
、
平

成
1
7
年

４
月

１
日

か
ら
適

用
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る
た

め
、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作

成
し
、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、
各

自
そ

の
１
通

を
所

持

す
る
。 平

成
1
7
年

３
月

3
1
日

（
甲

）
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（
乙

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

以
下

の
と
お

り
協

定
を
締

結
し
て
い

る
。 締

結
者

（
乙

）

静
岡

県
環

境
整

備
事

業
協

同
組

合
理

事
長

山
本

弥
之

日
本

環
境

保
全

協
会

静
岡

県
連

合
会

会
長

服
部

和
彦

[資
料

編
Ⅱ

]

1
9
-
8
-
1
4

静
岡
県
震
災
復
興
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相
談
業
務
従
事
者
の
派
遣
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
協
定
書

（県
県

民
生

活
課
）

静
岡

県
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
静
岡

県
東
海
地
震

対
策

士
業
連

絡
会
（
以

下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、
静
岡

県
震
災
復

興
相
談

セ
ン
タ
ー
設
置
・
運

営
要

領
（
以

下
「
要

領
」
と
い
う
。
）
第

1
1
条

の
規

定
に
基

づ
き
開

設
さ
れ
た
震
災

復
興

相
談
セ
ン
タ
ー
及
び
震

災
復

興
相

談
室
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
災
害

応
急

対
策
と
し
て
実

施
す
る
相

談
業

務
に
従
事

す
る
者

（
以

下

「
相

談
業

務
従

事
者
」
と
い
う
。
）
の

派
遣

及
び
取

扱
い
に
関
し
、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例
（
平

成
８
年

静
岡

県
条

例
第
１
号
。

以
下
「
条
例
」と

い
う
。
）
第

35
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
甲
が
開

設
す
る
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相

談
業
務
従
事
者
の

派
遣

及
び
取
扱
い
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
。

（
相

談
業
務

従
事
者

の
派
遣
）

第
２
条

乙
は
甲
か
ら
相
談

業
務
従

事
者
派
遣
の
要

請
を
受
け
た
場

合
は
、
速
や

か
に
乙

の
中

か
ら
相
談
業

務
従
事
者
を
選
出
し
、

セ
ン
タ
ー
に
派
遣
す
る
も
の
と
す
る
。

（
派

遣
期
間
）

第
３
条

相
談
業
務

従
事
者

の
派
遣

期
間
は
、
相
談
需

要
等
に
応
じ
て
、
甲
乙
協

議
し
て
定
め
る
。

（
相

談
業
務

従
事
者

の
業
務
）

第
４
条

相
談
業
務

従
事
者

は
、
要
領
第

1
3
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
相
談

業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２
相

談
業

務
従

事
者

は
、
前

項
の

相
談

業
務

の
実

施
状
況
を
、
相
談

業
務
実

施
状
況

報
告

書
（
様

式
第
１
号
）
に
よ
り
、
派

遣
先

セ
ン
タ
ー
を
開

設
し
て
い
る
復

興
相
談

班
長
へ
定

期
的
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補

償
）

第
５
条

甲
は
、
第
４
条

第
１
項
の
相

談
業
務

の
実
施
に
当
た
り
、
相

談
業
務

従
事
者

が
損
害
を
受
け
た
場
合
、
又
は
他

人
に
損
害

を
加
え
た
場
合

は
、
条
例
第

3
4
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
そ
の
損
害
を
補

償
す
る
。

（
協

定
の
適

用
）

第
６
条

こ
の

協
定
は
、
平
成

1
7
年

8
月

2
4
日
か
ら
、
効

力
を
有
す
る
。

２
こ
の
協
定

の
有
効
期

間
は
、
協

定
締
結

の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
有

効
期
間

満
了
の

日
の

3
0
日

前
ま
で
に
、
甲

又
は
乙

か
ら
文
書
に
よ
り
相

手
方
に
対
し
て
異
議
の

申
し
出

が
な
い
と
き
は
、
有

効
期
間
満

了
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
間
こ
の
協

定
を
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

後
も
ま
た
同
様
と

す
る
。

（
疑

義
の
解

決
）

第
７
条

こ
の

協
定
に
定
め
の
な
い
事
項

及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が

生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

都
度
甲

乙
協

議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

上
記
の

協
定
の
成

立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の

協
定
書
２
通
を
作

成
し
、
甲
乙

記
名
押
印

の
上
、
各

自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

平
成
１
７
年
８
月
２
４
日

（
甲
）

静
岡

県
知
事

石
川

嘉
延

（
乙
）

静
岡

県
東
海

地
震
対

策
士
業

連
絡
会

会
長

静
岡

県
弁
護

士
会

会
長

三
井

義
廣

-602-
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5
災
害

時
に
お
け
る
家
屋
被

害
認
定

調
査
に
関

す
る
基

本
協

定
書

（県
危
機
政
策
課
）

静
岡
県
（
以
下
「甲

」と
い
う
。
）と

静
岡
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）は

、
災
害
時
に
市
町

が
行
う
家
屋

被
害
認

定
調

査
（
以
下

「
認
定
調

査
」
と
い
う
。
）
の

迅
速
か

つ
円

滑
な
実
施

に
向
け
て
、
次
の

と

お
り
基
本
協
定
を
締
結
す
る
。

（認
定
調
査
へ
の
協
力
）

第
１
条

乙
は

、
県
内
に
災
害

が
発
生
し
、
市
町
が

実
施
す
る
家
屋
の

被
害
認
定
業
務
に
関
し
、
甲
又
は

市

町
か
ら
応
援
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（市
町
と
の
協
定
締
結
）

第
２
条

乙
は

、
前
条
に
規
定

す
る
被
害
認
定
業
務
に
関
し
、
業
務
内
容
、
費
用

負
担
等
必
要

な
事

項
に
つ

い
て
、
市
町
と
協
議
し
「災

害
時
に
お
け
る
家
屋
被
害
認
定
調
査
」
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

２
甲
は
、
県
内
全
市
町
に
お
け
る
協
定
締
結
に
向
け
て
、
各
市
町
に
対
し
て
協
定
締
結
の
要
望
を
確
認
し
乙

に
情
報
提
供
す
る
と
と
も
に
、
各
地
域
防
災
局
単
位
を
基
本
と
し
た
市
町
連
名
に
よ
る
協
定
締
結
に
向
け
た

調
整
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（研
修
会
の
開
催
）

第
３
条

甲
は

、
家

屋
被

害
認
定

業
務

に
関
す
る
知
識

、
技
術

の
習
得
を
目
的

と
し
て
、
乙
の

会
員

及
び
市

町
の
職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
年
１
回
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

２
乙
は

、
甲
又
は
市
町
の
開
催
す
る
研
修
会
に
乙
の

会
員
を
積
極
的
に
参
加
さ
せ

る
よ
う
配
慮
す
る
も
の

と

す
る
。

（定
め
の
な
い
事
項
等
の
処
理
）

第
４
条

こ
の

協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑

義
を
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は

、
法
令
（
甲
の

条
例
、
規
則

等
を
含
む
。
）に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
甲
、
乙
協
議
の
上
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

こ
の

協
定
の

成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の

協
定
書
を
２
通
作
成
し
、
甲
、
乙
双
方
記
名
押
印
の

上
各
自
１
通

を
保
有
す
る
。

平
成
２
１
年

１
月
２
３
日

静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

甲

静
岡
県
知
事

静
岡
市
駿
河
区
曲
金
六
丁
目
１
６
番
１
０
号

乙
静
岡
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

会
長

-603-
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6
災

害
時

に
お
け
る
地
質

調
査

等
業
務

委
託

に
関

す
る
協

定
書

（県
土
木

防
災
課
）

静
岡

県
○

○
事
務
所
長

（以
下
「甲

」と
い
う
。
）と

静
岡
県

地
質
調
査
業
協

会
会
長
（以

下
「乙

」と
い
う
。
）と

は
、
地
震
、
津
波
や

風
水
害
等
、

に
よ
り
甲
の

所
管

す
る
道
路

、
河
川

、
海
岸

、
砂
防

、
地
す
べ

り
防
止

、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止

、
港
湾

及
び
漁
港

な
ど
の
施

設
等
（以

下
「公

共

土
木

施
設

」と
い
う
。
）
に
災
害

が
発
生

し
た
場
合
又

は
そ
の

恐
れ
が

あ
る
場

合
の

地
質
調

査
等
業

務
の

実
施

に
つ
い
て
次
の

と
お
り
協

定
を

締
結

す
る
。

（目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定
は

、
災
害
対
策
基
本

法
、
静
岡

県
地
震
対
策
推
進
条
例
及

び
静
岡
県
地
域
防
災
計
画
に
基

づ
く
災
害
時
に
お
け
る
民

間
協

力
の

一
環

と
し
て
、
災
害

が
発
生

し
た
場
合
又

は
そ
の
恐

れ
が
あ
る
場

合
に
、
社
会
の

混
乱
を
防
止

し
円
滑

な
県
民
の

救
助
活

動
及

び

災
害

復
旧

活
動

に
資
す
る
た
め
、
災
害

応
急
復

旧
工
事

に
必
要

な
地
質

調
査

等
業
務

を
迅
速

に
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共

土
木

施
設
の

機
能

確
保
又
は
回
復

を
早
期
に
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

（対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の

協
定
の
対
象

と
な
る
災
害
は

、
災
害
対
策
基
本
法

に
基
づ
く
静
岡

県
災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ

た
場
合

又
は
地
震

、
津
波

、

風
水

害
そ
の

他
の
異

常
な
天
然
現
象
に
よ
る
も
の
で
甲
が
必
要

と
認
め
る
場
合
の
災
害

と
す
る
。

（災
害
応
急
業
務

協
力
者
）

第
３
条

乙
の

協
会
に
お
い
て
、
本
協
定

に
賛
同

で
き
る
協
会
員
を
災
害
応
急

業
務
協
力

者
（以

下
「協

力
者
」と

い
う
。
）と

す
る
。

２
乙
は

、
協
会

内
の
連

絡
体
系

図
及
び
協
力
者

を
と
り
ま
と
め
た
名
簿

を
協
定
締
結

後
速
や
か
に
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
乙
は

、
協
力
者

ご
と
の

災
害
時

の
業
務

実
施
態
勢

と
し
て
、
氏

名
、
資
格

等
を
記

載
し
た
技
術

者
名
簿

を
と
り
ま
と
め
、
前

項
の

連
絡
体

系

図
及

び
名
簿
と
と
も
に
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
前

項
の

規
定

に
よ
る
名
簿

等
の

提
出

時
期
は

、
毎

年
９
月
１
日

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の

内
容

に
変

更
が

生
じ
た
と
き
は

、
速
や

か
に
提
出

す
る
も
の

と
す
る
。

（待
機
要
請
）

第
４
条

甲
は

、
災
害

が
発
生

し
た
場
合
又

は
そ
の

恐
れ

が
あ
る
場
合

に
は

、
協
力
者

に
対
し
て
必
要

な
技
術
者

の
待
機

を
要
請

で
き
る
も
の

と
す
る
。

２
甲
が
前
項
に
よ
り
甲
の
事

務
所
又
は
支
所
に
お
け
る
待
機
を
要
請
す
る
場
合
は

、
待
機
場
所
を
確
保
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（業
務
実
施
要
請

）

第
５
条

甲
が

緊
急

に
地
質
調

査
等
業
務
の

実
施
を
必

要
と
し
、
協
力
者

の
中
か

ら
当
該
業

務
の
受
託
者

を
決
定

し
た
場
合

は
、
地
質

調

査
等
業

務
実
施
要

請
書
（以

下
「要

請
書
」と

い
う
。
）
に
よ
り
必
要

な
地
質
調
査
等

業
務
の

実
施

を
要
請

す
る
こ
と
が

で
き
る
。
要
請
書

は
２
通

作
成

し
、
甲
と
受
託

者
が

各
自
そ
の
１
通
を
保
管

す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の

要
請
は

、
緊
急

を
要
す
る
場
合

に
は

電
話
等

の
通
信

手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
が
、
こ
の

場
合

も
遅
滞

な
く
要
請

書

を
交
わ

す
も
の
と
す
る
。
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（業
務
の
実

施
）

第
６
条

受
託
者

は
、
前
条
の
規
定

に
よ
る
甲
の
要
請
が

あ
っ
た
と
き
に
は

、
甲
の
指
示

に
従
い
、
速
や

か
に
必
要

な
地

質
調
査
等
業
務
に

着

手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
地

質
調
査
等
業

務
の
範

囲
は

、
災
害

を
受
け
た
公
共

土
木
施
設
の
機
能

確
保
又
は
回
復
に
係
る
必
要
最
小
限
の
業

務
と
す
る
。

３
受
託
者

が
当
該
業
務

を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対

し
十
分
注
意

し
て
作
業

を
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
作
業

の

関
係

者
だ
け
で
は
な
く
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車

両
等
の

第
三
者
の
安

全
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
受
託

者
は

、
業
務
従
事
者
の

労
働
災
害
補
償
の

た
め
、
労
働
者

災
害
補
償
保

険
法
の

適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５
受
託

者
は

、
業
務
委
託
契
約
の

根
拠
と
す
る
た
め
、
業
務
内
容

が
判
定
で
き
る
よ
う
な
写
真
等

の
資
料

を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
適
宜
業

務

の
進
捗

状
況
及
び
完
成

を
甲
あ
て
報
告

書
に
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（業
務
委
託
契
約
の

締
結
）

第
７
条

甲
は

、
前
条
第
５
項
の
資

料
等
を
基
に
し
て
速
や
か
に
随
意
契

約
を
締
結

す
る
も
の
と
す
る
。

（実
施
規
定
）

第
８
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や

実
施
に
関

す
る
細
目
は
、
実
施
細

目
で
定
め
る
。

（協
定
の
効

力
）

第
９
条

こ
の
協
定
の
期
間
は

、
協
定
締

結
の

日
か

ら
平
成

19
年

3
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
満

了
の

日
の

30
日
前
ま
で

に
、
甲
乙

い
ず
れ

か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ

相
手
方

に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議
の
申
出
が

な
い
と
き
は
、
更
に

1
年
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

後
に

お
い
て
期
間

満
了
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（疑
義
の
解

決
）

第
10

条
こ
の

協
定

に
定
め

の
な
い
事

項
及

び
こ
の

協
定
に
関

し
て
疑
義

が
生

じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て
定
め
る
も
の

と
す

る
。

上
記
の

協
定
の

成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定

書
２
通
を
作
成

し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上

、
各
自
そ
の

1
通
を
所
持
す
る
。

平
成

１
８
年

月
日

（甲
）○

○
市
○

○
町
○

番
○
号

静
岡
県
○
○
事

務
所
長

○
○

○
○

印

（乙
）静

岡
市
葵
区

唐
瀬
１
丁
目
１
７
番
３
４
号

静
岡
県
地
質

調
査
業
協
会

会
長

○
○

○
○

印

-604-
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7
災

害
時

に
お
け
る
電

気
設

備
の

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る
協

定
書

（県
土
木

防
災
課
）

静
岡

県
○

○
事

務
所
長

（以
下
「
甲
」と

い
う
。
）と

社
団

法
人
静

岡
電
業
協

会
長
（以

下
「乙

」
と
い
う
。
）と

は
、
地
震

、
津

波
や

風
水

害
等
に

よ
り
甲

の
所

管
す
る
道
路

、
河

川
、
海

岸
、
砂
防

、
地

す
べ

り
防
止

、
急

傾
斜
地
崩

壊
防

止
、
港

湾
、
漁
港

な
ど
の

公
共

土
木
施

設
及
び
庁
舎

な
ど
の
電

気
設
備
、
電
気
器
具
及

び
配
線

等
（
以
下

「電
気
設
備

」
と
い
う
。
）に

災
害

が
発
生

し
た
場
合
又

は
そ
の
恐

れ
が

あ
る
場
合
の
応

急

対
策

業
務
の

実
施
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定
は

、
災
害
対
策
基
本

法
、
静
岡

県
地
震
対
策
推
進
条
例
及

び
静
岡
県
地
域
防
災
計
画
に
基

づ
く
災
害
時
に
お
け
る
民

間
協

力
の

一
環

と
し
て
、
災
害

が
発
生

し
た
場
合
又

は
そ
の
恐

れ
が
あ
る
場

合
に
、
社
会
の

混
乱
を
防
止

し
円
滑

な
県
民
の

救
助
活

動
及

び

災
害

復
旧

活
動
に
資
す
る
た
め
、
甲

が
乙
の

協
力
を
得
て
電
気

設
備
の

被
害

状
況
を
把
握

す
る
と
と
も
に
、
工
事
請

負
契
約

に
先

立
つ
出
動

要
請
に
よ
る
応
急
復
旧
工
事
に
よ
り
、
電
気
設
備
の
機

能
確
保
又
は

回
復
を
早
期
に
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の

協
定
の
対
象

と
な
る
災
害
は

、
災
害
対
策
基
本
法

に
基
づ
く
静
岡

県
災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ

た
場
合

又
は
地
震

、
津
波

、

風
水

害
そ
の

他
の
異

常
な
天
然
現
象
に
よ
る
も
の
で
甲
が
必
要

と
認
め
る
場
合
の
災
害

と
す
る
。

（災
害
応
急
対
策

協
力
者
）

第
３
条

乙
の

協
会
に
お
い
て
、
本
協
定

に
賛
同

で
き
る
協
会
員
を
災
害
応
急

対
策
協
力

者
（以

下
「協

力
者
」と

い
う
。
）と

す
る
。

２
乙
は

、
協
会

内
の
連

絡
体
系

図
及
び
協
力
者

を
と
り
ま
と
め
た
名
簿

を
協
定
締
結

後
速
や
か
に
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
乙
は

、
協
力
者

ご
と
の

災
害
時

の
応
急

工
事
実
施
態
勢

と
し
て
、
氏
名

、
資
格

等
を
記

載
し
た
技

術
者
名
簿

を
と
り
ま
と
め
、
前

項
の
連

絡

体
系

図
及
び
名
簿
と
と
も
に
甲
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

４
前

項
の

規
定

に
よ
る
名
簿

等
の

提
出

時
期
は

、
毎

年
９
月
１
日

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の

内
容

に
変

更
が

生
じ
た
と
き
は

、
速
や

か
に
提
出

す
る
も
の

と
す
る
。

（被
災
情
報
収
集

区
域
）

第
４
条

甲
は

、
地
域
の

実
情
を
考
慮
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は

、
管
内
を
複
数
の

被
災
情
報
収

集
区
域
に
分
割
す
る
。

２
被
災
情
報
収

集
区
域

は
、
被
災

情
報
収
集

区
域
担
当
者

（
以
下

「区
域
担
当
者

」と
い
う
。
）が

電
気
設
備
の

被
害
状
況

を
調

査
す
る
区
域

と
し
、
甲
は

あ
ら
か
じ
め
協
力
者

の
中
か

ら
区
域

担
当

者
を
定
め
、
個
々
の

電
気
設

備
あ
る
い
は
区
域

を
特
定

し
、
被
害
情

報
収

集
の

責
任

を

明
確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（被
害
状
況
の
報
告

）

第
５
条

区
域
担
当
者
は

、
災
害
の
発

生
後
速
や
か
に
甲
の

所
管
す
る
電
気
設
備
の

被
害
状

況
を
調
査
し
て
、
甲
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

２
甲
は

、
あ
ら
か
じ
め
協
力

者
に
対

し
書
面
に
て
被
害

状
況
の

報
告
先

を
示
し
て
お
く
も
の

と
す
る
。

（工
事
実
施
要
請

）
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第
６
条

甲
が

緊
急
に
応

急
復
旧
工
事
を
必
要
と
し
、
協
力
者
の
中
か

ら
当
該
工
事
の
施

工
者
を
決
定
し
た
場
合
は

、
電
気
設
備
工

事
実
施
要

請
書

（以
下

「要
請
書

」と
い
う
。
）に

よ
り
必
要

な
応
急
復

旧
工

事
の

施
工

を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
請
書

は
２
通
作
成

し
、
甲
と
施
工

者

が
各
自

そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の

要
請
は

、
緊
急

を
要
す
る
場
合

に
は

電
話
等

の
通
信

手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
が
、
こ
の

場
合

も
遅
滞

な
く
要
請

書

を
交
わ

す
も
の
と
す
る
。

（工
事
の
実

施
）

第
７
条

施
工
者

は
、
前
条
の
規
定

に
よ
る
甲
の
要
請
が

あ
っ
た
と
き
に
は

、
甲
の
指
示

に
従
い
、
速
や

か
に
必
要

な
応

急
復
旧
工
事
に
着

手

す
る
も
の

と
す
る
。

２
前
項
の
応

急
復
旧
工
事
の

範
囲
は

、
災
害
を
受
け
た
電
気
施

設
の

機
能
確
保
又
は

回
復
に
係

る
必
要
最

小
限
の

業
務
と
す
る
。

３
施
工
者

が
当
該
工
事

を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対

し
十
分
注
意

し
て
作
業

を
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
工
事

の

関
係

者
だ
け
で
は
な
く
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車

両
等
の

第
三
者
の
安

全
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
施
工

者
は

、
業
務
従
事
者
の

労
働
災
害
補
償
の

た
め
、
労
働
者

災
害
補
償
保

険
法
の

適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５
施
工
者

は
、
工
事
請
負
契
約
の
根
拠

と
す
る
た
め
、
工
事

の
内
容

が
判
定

で
き
る
よ
う
な
写
真
等

の
資
料

を
整
備

す
る
と
と
も
に
、
適
宜

業

務
の
進

捗
状
況
及
び
完
成
を
甲
あ
て
報
告
書
に
て
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

（工
事
請
負
契
約
の

締
結
）

第
８
条

甲
は

、
前
条
第
５
項
の
資

料
等
を
基
に
し
て
速
や
か
に
随
意
契

約
を
締
結

す
る
も
の
と
す
る
。

（実
施
規
定
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や

実
施
に
関

す
る
細
目
は
、
実
施
細

目
で
定
め
る
。

（協
定
の
効

力
）

第
10

条
こ
の

協
定

の
期
間
は

、
協
定
締
結
の
日

か
ら
平
成

19
年

3
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の

期
間
満
了
の

日
の

30
日
前
ま

で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か

ら
も
そ
れ
ぞ
れ

相
手
方

に
対
し
て
文
書

に
よ
り
異
議
の

申
出
が

な
い
と
き
は
、
更
に

1
年
延
長

す
る
も
の

と
し
、
そ
の
後

に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（疑
義
の
解

決
）

第
11

条
こ
の

協
定

に
定
め

の
な
い
事

項
及

び
こ
の

協
定
に
関

し
て
疑
義

が
生

じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て
定
め
る
も
の

と
す

る
。

上
記
の

協
定
の

成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定

書
２
通
を
作
成

し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上

、
各
自
そ
の

1
通
を
所
持
す
る
。

平
成

１
８
年

月
日

（甲
）○

○
市
○
○
町
○
番
○

号

静
岡
県
○
○
事

務
所
長

○
○

○
○

印

（乙
）静

岡
市
駿
河
区
泉

町
３
番
３
号
マ
ル

エ
ム
ビ
ル
３
Ｆ

社
団

法
人
静
岡
電

業
協
会

会
長

○
○
○

○
印

-605-
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9
災

害
時

に
お
け
る
棺

及
び
葬

祭
用

品
の

供
給

等
の

協
力

に
関

す
る
協

定
書 (県

衛
生

課
)

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）と

社
団

法
人

全
日
本

冠
婚

葬
祭

互
助

協
会
（
以
下

「
乙

」
と
い
う
。
）
と
は
、
静
岡

県
域

に
お
い
て
、
地
震

等
に
よ
り
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た
場
合
（
以
下
「
災

害
時

」と
い
う
。
）
に
お
け
る
棺
及

び
葬
祭
用
品
の
供

給
等
の
協
力
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定

を
締
結
す
る
。

（
総
則
）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
「
静

岡
県

地
域
防

災
計
画

」
及
び
「
静
岡

県
広

域
火

葬
計

画
」
に
基

づ
き
、
広
域

火
葬
を

円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
乙
の
甲

に
対
す
る
協
力
に
関
し
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
の
要
請
）

第
２
条

甲
は

、
災

害
時

に
次

の
業

務
に
つ
い
て
、
必

要
が

生
じ
た
場

合
は
、
乙
に
対

し
協

力
を
要

請
す
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）

棺
及

び
葬
祭
用
品
の
供

給
並
び
に
作
業
等
の
役

務
の

提
供

（
２
）

遺
体

の
一
時
保
存
施
設

等
の
提
供

（
３
）

遺
体

の
搬
送

（
４
）

そ
の
他
必
要

と
す
る
事

項

（
協
力
の
実
施
）

第
３
条

乙
は
、
甲
の

要
請

を
受
け
た
と
き
は
、
前

条
に
掲

げ
る
業
務
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
４
条

乙
は

、
甲

の
要

請
に
よ
り
第

２
条

に
掲

げ
る
業

務
を
実

施
し
た
と
き
は

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を
甲

に

報
告
す
る
も
の

と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
５
条

甲
は

、
乙

が
甲

の
要

請
に
よ
り
実

施
し
た
第
２
条

に
掲

げ
る
業

務
に
係

る
経

費
を
負

担
す
る
も
の

と
す

る
。

（
経
費
の
請
求
）

第
６
条

乙
は
、
業

務
が

完
了
し
た
と
き
は

、
会

員
の

業
務

実
績

を
集
計

し
、
甲
に
一
括
し
て
請
求

す
る
も
の

と
す

る
。

（
経
費
の
支
払
）

第
７
条

甲
は
、
前
条

の
規

定
に
基
づ
き
、
乙
か
ら
の

請
求

を
受
け
て
経
費

を
支
払

う
も
の
と
す
る
。

[資
料

編
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（
価
格
の
決
定
）

第
８
条

甲
が
負
担
す
る
経
費
の

価
格

は
、
災
害

救
助
法
（
昭
和

2
2
年

法
律
第

1
18

号
）
に
基
づ
く
基
準
額
及
び

災
害
時

の
直

前
に
お
け
る
適
正

価
格
を
基
準

と
し
て
、
甲
乙
が
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
体
制
の
整
備

）

第
９
条

乙
は

、
災

害
時

に
お
け
る
円
滑

な
協

力
の

実
施

の
た
め
、
広

域
に
お
け
る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報

収
集
伝

達
体

制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
10

条
こ
の
協

定
の
実
施
に
関
し
、
必

要
な
手
続
き
そ
の

他
の

事
項
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
）

第
11

条
こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
及
び
疑
義

が
生

じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度
、
甲

乙
が

協
議

し
て
決

定

す
る
も
の

と
す
る
。

附
則

１
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は

、
協

定
締

結
の

日
か

ら
１
年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
終

了

前
１
月

ま
で
に
、
甲
乙

い
ず
れ

か
ら
も
意

思
表
示

が
な
い
と
き
は

、
期

間
終

了
の
日

か
ら
１
年

間
こ
の

協
定
は

更
新
さ
れ

、
以
下
同
様
と
す
る
。

２
上
記
協
定
の
締

結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書

２
通
を
作
成

し
、
甲
乙
記
名

押
印

の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を

所
持
す
る
。

平
成

2
2
年
３
月

2
5
日

甲
静
岡

県
静
岡

市
葵

区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
知
事

川
勝

平
太

乙
東
京
都
港
区
新

橋
１
丁

目
1
8
番

1
6
号

社
団

法
人
全
日
本
冠

婚
葬

祭
互
助
協
会

会
長

柴
山

文
夫

-608-
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災
害

時
に
お
け
る
棺

及
び
葬

祭
用

品
の

供
給

等
の

協
力

に
関

す
る
協

定
書

(県
衛
生
課
)

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）と

全
日

本
葬

祭
業
協

同
組

合
連

合
会

（
以

下
「
乙

」と
い
う
。
）
と
は

、
静

岡
県
域

に
お
い
て
、
地
震
等

に
よ
り
大

規
模

な
災
害
が
発

生
し
た
場
合
（
以
下

「災
害
時

」と
い
う
。
）
に
お
け
る
棺
及

び
葬

祭
用
品
の

供
給

等
の
協
力
に
関
し
、
次
の

と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
総
則
）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
「
静

岡
県

地
域
防

災
計
画

」
及
び
「
静
岡

県
広

域
火

葬
計

画
」
に
基

づ
き
、
広
域

火
葬
を

円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
乙
の
甲

に
対
す
る
協
力
に
関
し
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
の
要
請
）

第
２
条

甲
は

、
災

害
時

に
次

の
業

務
に
つ
い
て
、
必

要
が

生
じ
た
場

合
は
、
乙
に
対

し
協

力
を
要

請
す
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）

棺
及

び
葬
祭
用
品
の
供

給
並
び
に
作
業
等
の
役

務
の

提
供

（
２
）

遺
体

の
一
時
保
存
施
設

等
の
提
供

（
３
）

遺
体

の
搬
送

（
４
）

そ
の
他
必
要

と
す
る
事

項

（
協
力
の
実
施
）

第
３
条

乙
は
、
甲
の

要
請

を
受
け
た
と
き
は
、
前

条
に
掲

げ
る
業
務
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
４
条

乙
は

、
甲

の
要

請
に
よ
り
第

２
条

に
掲

げ
る
業

務
を
実

施
し
た
と
き
は

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を
甲

に

報
告
す
る
も
の

と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
５
条

甲
は

、
乙

が
甲

の
要

請
に
よ
り
実

施
し
た
第
２
条

に
掲

げ
る
業

務
に
係

る
経

費
を
負

担
す
る
も
の

と
す

る
。

（
経
費
の
請
求
）

第
６
条

乙
は
、
業

務
が

完
了
し
た
と
き
は

、
会

員
の

業
務

実
績

を
集
計

し
、
甲
に
一
括
し
て
請
求

す
る
も
の

と
す

る
。

（
経
費
の
支
払
）

第
７
条

甲
は
、
前
条

の
規

定
に
基
づ
き
、
乙
か
ら
の

請
求

を
受
け
て
経
費

を
支
払

う
も
の
と
す
る
。

[資
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（
価
格
の
決
定
）

第
８
条

甲
が
負
担
す
る
経
費
の

価
格

は
、
災
害

救
助
法
（
昭
和

2
2
年

法
律
第

1
18

号
）
に
基
づ
く
基
準
額
及
び

災
害
時

の
直

前
に
お
け
る
適
正

価
格
を
基
準

と
し
て
、
甲
乙
が
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
体
制
の
整
備

）

第
９
条

乙
は

、
災

害
時

に
お
け
る
円
滑

な
協

力
の

実
施

の
た
め
、
広

域
に
お
け
る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報

収
集
伝

達
体

制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
10

条
こ
の
協

定
の
実
施
に
関
し
、
必

要
な
手
続
き
そ
の

他
の

事
項
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
）

第
11

条
こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
及
び
疑
義

が
生

じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度
、
甲

乙
が

協
議

し
て
決

定

す
る
も
の

と
す
る
。

附
則

１
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は

、
協

定
締

結
の

日
か

ら
１
年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
終

了

前
１
月

ま
で
に
、
甲
乙

い
ず
れ

か
ら
も
意

思
表
示

が
な
い
と
き
は

、
期

間
終

了
の
日

か
ら
１
年

間
こ
の

協
定
は

更
新
さ
れ

、
以
下
同
様
と
す
る
。

２
上
記
協
定
の
締

結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書

２
通
を
作
成

し
、
甲
乙
記
名

押
印

の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を

所
持
す
る
。

平
成

2
2
年
３
月

2
5
日

甲
静
岡

県
静

岡
市
葵
区
追
手

町
９
番
６
号

静
岡
県
知
事

川
勝

平
太

乙
東
京
都
千
代
田

区
九

段
北
４
丁
目
１
番
３
号

全
日

本
葬
祭
業
協
同

組
合

連
合
会

代
表
理

事
松
井

昭
憲

-609-
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災
害

時
に
お
け
る
棺

及
び
葬

祭
用

品
の

供
給

等
の

協
力

に
関

す
る
協

定
実

施
細

目

（
趣
旨
等
）

第
１
条

こ
の

実
施

細
目

は
、
災

害
時

に
お
け
る
棺

及
び
葬

祭
用

品
の

供
給
等

の
協

力
に
関

す
る
協

定
書

（
以

下
「
協
定
」と

い
う
。
）第

1
0
条
の

規
定

に
よ
り
、
協
定
の
実
施
に
つ
い
て
必
要

な
手

続
き
そ
の
他
の
事
項

を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

２
こ
の

実
施
細
目
に
お
け
る
用
語
の
意
味

は
、
協
定
の
例

に
よ
る
。

（
葬
祭
用
品
等
の
範

囲
）

第
２
条

協
定

に
規

定
す
る
甲
が

供
給
を
要
請

す
る
棺
及
び
葬

祭
用
品
の
範
囲

は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）

棺
（
付
属

品
を
含

む
。
）

（
２
）

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
等
遺
体
の

一
時
保
存
に
必
要
な
用

品

（
３
）

骨
つ
ぼ
及
び
骨
箱

（
連
絡
責
任
者
）

第
３
条

こ
の

協
定

の
実
施
に
関
す
る
連
絡
責

任
者

は
、
甲
に
あ
っ
て
は

静
岡
県
厚
生
部

生
活

衛
生
局
長
、

乙
に
あ
っ
て
は
全

日
本
葬
祭
業

協
同

組
合
連
合
会
代

表
理

事
と
す
る
。

（
要
請
手
続
）

第
４
条

甲
か

ら
乙

へ
の

要
請

及
び
連

絡
は

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を
文

書
に
よ
り
行

う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
文

書
に
よ
り
難

い
場
合

は
、
口

頭
又

は
電
話

等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
、
事

後
、
速

や
か

に
文
書

を
送

付
す
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）

要
請
を
行

っ
た
者
の
職
、
氏
名

（
２
）

要
請
理
由

（
３
）

要
請
内
容

（
４
）

履
行
の
場
所

（
５
）

履
行
の
期
日
又
は

期
間

（
６
）

そ
の

他
必

要
な
事
項

２
甲

は
、
乙

の
業

務
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ
う
、
前

項
の

要
請

に
係

る
重

要
な
変

更
が

生
じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度
、
乙

に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項

の
規

定
に
よ
り
甲

が
乙

に
通

知
す
る
文
書

は
、
別
記

様
式
１
の
と
お
り
と
す
る
。

（
緊
急
要
請
）

第
５
条

前
条

の
規

定
に
よ
る
協

力
要

請
に
お
い
て
、
や

む
を
得

な
い
事

情
に
よ
り
、
甲

が
乙

と
連

絡
を
と
れ

な

い
場
合
は

、
甲
は
直
接
、
乙
の

会
員
に
対

し
、
協
力

を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
構
成
員
の
名
簿

）

第
６
条

乙
は

、
協
定

第
２
条

に
掲
げ
る
業
務
に
協
力

す
る
た
め
に
、
毎
年

３
月
末

ま
で
に
乙

の
構

成
員

の
名
簿

を
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。

（
連
携
協
力
）

第
７
条

こ
の
協
定

を
円

滑
に
実
施

す
る
た
め
、
連
絡

担
当

の
窓

口
を
定
め
、
締
結

後
、
速
や

か
に
相

手
方
に
文

書
で
通
知

す
る
も
の

と
し
、
窓
口

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

も
同
様
と
す
る
。

２
乙

は
、
甲

と
の

連
携

を
円

滑
に
実

施
す
る
た
め
、
甲

が
実

施
す
る
訓

練
に
可

能
な
限

り
参

加
す
る
も
の

と
す

る
。

（
報
告
書
）

第
８
条

協
定

第
４
条
に
規

定
す
る
乙

か
ら
甲
へ
の

報
告

は
、
次

に
掲

げ
る
事

項
を
文
書

に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
文

書
に
よ
り
難

い
場
合

は
、
口

頭
又
は

電
話

等
に
よ
り
行

う
こ
と
と
し
、
事

後
、
速

や
か

に
文

書
を
送

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）

実
施
業
務
内
容

（
２
）

従
事
者
名
及
び
履

行
の

場
所

（
３
）

履
行
の
期
日
又

は
期
間

（
４
）

そ
の

他
必
要
な
事
項

２
第
１
項

の
規

定
に
よ
り
乙

が
甲

に
報

告
す
る
文
書

は
、
別
記

様
式
２
の
と
お
り
と
す
る
。

（
経
費
の
請
求
方
法

）

第
９
条

協
定

第
６
条
に
規
定

す
る
経

費
の

請
求
は

、
積
算

根
拠
を
示

す
供

給
等

業
務
実

績
の
一

覧
表
を
添
付

し
た
請
求
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
1
0
条

協
定

は
、
原
則

と
し
て
自

然
災
害

を
想

定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
他

の
災

害
の
場
合

は
、
協

議
す
る
も

の
と
す
る
。

附
則

こ
の
実

施
細
目
の
有
効
期

間
は
、
協
定
の
有
効

期
間

と
同
じ
と
す
る
。
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様
式
１
（
第
４
条
関
係
）

第
号

年
月

日

様

静
岡

県
知

事

協
力

要
請

書
（
第

報
）

災
害

時
に
お
け
る
棺
及
び

葬
祭
用

品
の
供
給
等

の
協

力
に
関
す
る
協
定

第
２
条

の
規

定
に
よ

り
、
次

の

と
お
り
協
力
を
要
請
し
ま
す
。

注
：「

要
請
内
容
」
に

は
、
棺
及
び
葬
祭
用
品
の
必
要
数
、
提
供
を
必
要
と
す
る

役
務

等
の
内
容
及
び

数
量
、

搬
送
車
両
の
用
途
別
必
要
台
数
等
を
記
載
す
る
こ
と

要
請
担
当
者

職
名

氏
名

連
絡
先
電
話
番
号

F
AX

番
号

口
頭
、
電
話
等
に
よ
る

要
請
の
日
時

年
月

日

時
分

要
請
理
由

要
請
内
容

履
行
の
場
所

履
行
の
期
日
又
は
期
間

期
日
：

年
月

日

期
間
：

年
月

日
～

年
月

日

備
考

[資
料

編
Ⅱ

]

様
式
２
（

第
８

条
関
係
）

第
号

年
月

日

静
岡
県

知
事

様

団
体
名

業
務

実
績

報
告

書

協
力
要
請

の
あ

っ
た

業
務
に
係

る
実
績

に
つ

い
て
、

災
害
時

に
お
け
る

棺
及
び

葬
祭

用
品
の

供
給
等

の

協
力
に
関

す
る

協
定
第
４
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お

り
報

告
し
ま
す
。

注
：
「
実
施
業
務
内
容
」

に
は
、
棺
及
び
葬
祭
用
品

の
供
給
数
、
提
供
し

た
役

務
等
の
内
容
及

び
数

量
、
搬

送
車
両

の
用

途
別
提
供
台
数

等
を

記
載
す
る
こ
と

要
請
書
番

号
及

び
日
時

年
月

日
付

け
第

号
（

第
報
）

報
告
担
当

者
職
名

氏
名

連
絡
先
電
話
番
号

F
AX

番
号

実
施
業
務

内
容

従
事
者
名

別
添
名
簿

の
と

お
り

履
行
の
場

所

履
行
の
期

日
又

は
期
間

期
日
：

年
月

日

期
間
：

年
月

日
～

年
月

日

備
考
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1

災
害

時
に
お
け
る
棺

及
び
葬

祭
用

品
の

供
給

等
の

協
力

に
関

す
る
協

定
書 （県

衛
生
課

）

静
岡

県
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
静

岡
県

農
協
葬

祭
事
業

連
絡
協

議
会
（
以

下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、
静
岡

県
域
に

お
い
て
、
地
震
等
に
よ
り
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
（
以

下
「
災
害

時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
棺
及
び
葬
祭
用
品

の
供
給
等

の
協
力
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協

定
を
締

結
す
る
。

（
総
則
）

第
１
条

こ
の
協

定
は
、
「
静

岡
県

地
域
防
災
計

画
」
及
び
「
静

岡
県

広
域

火
葬

計
画
」
に
基
づ
き
、
広
域
火

葬
を
円
滑

に
実
施
す
る
た
め
、
乙
の
甲
に
対
す
る
協
力
に
関
し
、
必

要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
の

要
請
）

第
２
条

甲
は
、
災
害

時
に
次
の

業
務

に
つ
い
て
、
必
要

が
生

じ
た
場
合

は
、
乙
に
対

し
協

力
を
要

請
す
る
も
の
と
す

る
。

（
１
）

棺
及
び
葬
祭
用

品
の
供
給

並
び
に
作
業
等

の
役
務

の
提
供

（
２
）

遺
体

の
一
時

保
存
施
設

等
の
提
供

（
３
）

遺
体

の
搬
送

（
４
）

そ
の
他

必
要
と
す
る
事
項

（
協
力
の

実
施
）

第
３
条

乙
は
、
甲

の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
前
条
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
４
条

乙
は
、
甲
の

要
請
に
よ
り
第

２
条
に
掲

げ
る
業
務

を
実

施
し
た
と
き
は

、
速
や

か
に
実

施
内

容
を
甲
に
報

告

す
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の

負
担
）

第
５
条

甲
は
、
乙

が
甲
の
要

請
に
よ
り
実

施
し
た
第
２
条
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
費
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の

請
求
）

第
６
条

乙
は
、
業

務
が
完
了
し
た
と
き
は
、
会
員
の

業
務
実

績
を
集

計
し
、
甲
に
一
括
し
て
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の

支
払
）

第
７
条

甲
は
、
前

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
乙
か
ら
の
請
求
を
受
け
て
経
費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
価
格
の

決
定
）

第
８
条

甲
が

負
担
す
る
経
費
の

価
格
は
、
災
害

救
助
法
（
昭
和

2
2
年

法
律
第

1
18

号
）に

基
づ
く
基
準

額
及
び
災
害

時
の
直

前
に
お
け
る
適
正

価
格
を
基
準
と
し
て
、
甲
乙
が

協
議
し
て
決

定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
体

制
の
整
備
）

第
９
条

乙
は

、
災

害
時
に
お
け
る
円
滑

な
協
力

の
実

施
の
た
め
、
広

域
に
お
け
る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報
収

集

伝
達
体

制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細

目
）

第
1
0
条

こ
の
協
定
の
実

施
に
関
し
、
必
要
な
手
続
き
そ
の
他

の
事
項
は
、
実
施

細
目
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
）

第
1
1
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事

項
及
び
疑

義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

都
度
、
甲
乙
が

協
議
し
て
決
定
す
る
も

の
と
す
る
。

附
則

１
こ
の

協
定

の
有
効
期
間
は
、
協

定
締
結
の
日
か
ら
１
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
協

定
の

有
効

期
間
終
了
前
１
月

ま
で
に
、
甲

乙
い
ず
れ

か
ら
も
意
思

表
示

が
な
い
と
き
は
、
期

間
終

了
の

日
か

ら
１
年

間
こ
の

協
定

は
更

新
さ
れ

、

以
下
同

様
と
す
る
。

２
上
記
協

定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の

協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙

記
名
押

印
の
上
、
各

自
そ
の
１
通
を
所
持

す
る
。 平

成
2
4
年

5
月

1
8
日

甲
静
岡
県

静
岡
市

葵
区
追

手
町
９
番
６
号

静
岡

県
知
事

川
勝

平
太

乙
静

岡
県
静

岡
市
駿
河
区

曲
金
３
丁

目
３
番

2
3
号

静
岡

県
農
協

葬
祭
事

業
連
絡

協
議
会

会
長

小
野

敏
彦 飛
栄

九
段

北
ビ

ル
６

全
日

本

葬
祭

業
協

代
表

理
事

松
井
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災
害

時
に
お
け
る
遺

体
搬

送
の

協
力

に
関

す
る
協

定
書

（県
衛

生
課

）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）と

一
般

社
団

法
人
全

国
霊

柩
自

動
車

協
会
（
以
下

「
乙

」
と
い
う
。
）
と
は
、
静
岡

県
域

に
お
い
て
、
地
震

等
に
よ
り
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た
場
合
（
以
下
「
災

害
時

」と
い
う
。
）
に
お
け
る
遺
体

搬
送
の
協

力
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協

定
を
締

結
す
る
。

（
総
則
）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
「
静

岡
県

地
域
防

災
計
画

」
及
び
「
静
岡

県
広

域
火

葬
計

画
」
に
基

づ
き
、
広
域

火
葬
を

円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
乙
の
甲

に
対
す
る
協
力
に
関
し
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
の
要
請
）

第
２
条

甲
は

、
災

害
時

に
次

の
業

務
に
つ
い
て
、
必

要
が

生
じ
た
場

合
は
、
乙
に
対

し
協

力
を
要

請
す
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）

霊
柩

自
動
車
等
に
よ
る
遺
体
搬
送

（
２
）

そ
の
他
必
要

と
す
る
事

項

（
協
力
の
実
施
）

第
３
条

乙
は
、
甲
の

要
請

を
受
け
た
と
き
は
、
前

条
に
掲

げ
る
業
務
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
４
条

乙
は

、
甲

の
要

請
に
よ
り
第

２
条

に
掲

げ
る
業

務
を
実

施
し
た
と
き
は

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を
甲

に

報
告
す
る
も
の

と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
５
条

甲
は

、
乙

が
甲

の
要

請
に
よ
り
実

施
し
た
第
２
条

に
掲

げ
る
業

務
に
係

る
経

費
を
負

担
す
る
も
の

と
す

る
。

（
経
費
の
請
求
）

第
６
条

乙
は
、
業

務
が

完
了
し
た
と
き
は

、
会

員
の

業
務

実
績

を
集
計

し
、
甲
に
一
括
し
て
請
求

す
る
も
の

と
す

る
。

（
経
費
の
支
払
）

第
７
条

甲
は

、
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
乙
か
ら
の
請
求
を
受
け
て
経
費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
価
格
の
決
定
）

第
８
条

甲
が
負
担
す
る
経
費
の

価
格

は
、
災
害

救
助
法
（
昭
和

2
2
年

法
律
第

1
18

号
）
に
基
づ
く
基
準
額
及
び

災
害
時

の
直

前
に
お
け
る
適
正

価
格
を
基
準

と
し
て
、
甲
乙
が
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
体
制
の
整
備

）

第
９
条

乙
は

、
災

害
時

に
お
け
る
円
滑

な
協

力
の

実
施

の
た
め
、
広

域
に
お
け
る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報

収
集
伝

達
体

制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
10

条
こ
の
協

定
の
実
施
に
関
し
、
必

要
な
手
続
き
そ
の

他
の

事
項
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
）

第
11

条
こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
及
び
疑
義

が
生

じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度
、
甲

乙
が

協
議

し
て
決

定

す
る
も
の

と
す
る
。

附
則

１
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は

、
協

定
締

結
の

日
か

ら
１
年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
終

了

前
１
月

ま
で
に
、
甲
乙

い
ず
れ

か
ら
も
意

思
表
示

が
な
い
と
き
は

、
期

間
終

了
の
日

か
ら
１
年

間
こ
の

協
定
は

更
新
さ
れ

、
以
下
同
様
と
す
る
。

２
上
記
協
定
の
締

結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書

２
通
を
作
成

し
、
甲
乙
記
名

押
印

の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を

所
持
す
る
。

平
成

2
4
年
９
月
６
日

甲
静

岡
県
静
岡
市

葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
知
事

川
勝

平
太

乙
東
京

都
新
宿
区
四
谷

四
丁

目
1
4
番

一
般
社

団
法
人
全
国
霊

柩
自

動
車
協
会

会
長

一
柳

鎨
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Ⅱ
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19
-8
-2
3
災
害
時

に
お
け
る
遺
体
の

一
時
保

存
用
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

供
給
の

協
力
に
関
す
る
協
定
書

(県
衛
生
課
)

静
岡
県
（以

下
「甲

」と
い
う
。
）と

、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
メ
ー
カ
ー
会
（以

下
「乙

」と
い
う
。
）及

び
全
日
本

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
デ
ィ
ー
ラ
ー
会
（以

下

「丙
」と

い
う
。
）と

は
、
静
岡
県
域

に
お
い
て
、
地
震
等
に
よ
り
大
規
模
な
災
害
が
発

生
し
た
場
合
（以

下
「災

害
時
」と

い
う
。
）に

お
け
る

遺
体
の
一
時
保
存
用
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
（以

下
「ド

ラ
イ
ア
イ
ス
」と

い
う
。
）の

供
給
の
協
力
に
関

し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（総
則
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
「静

岡
県
地
域
防

災
計
画
」及

び
「静

岡
県
広
域
火

葬
計
画
」に

基
づ
き
、
広
域
火
葬

を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、

乙
及
び
丙
の
甲

に
対
す
る
協
力
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（協
力
の
要
請
）

第
２
条

甲
は
、
災
害
時
に
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
を
市
町
に
供
給
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
及
び
丙
に
対
し
協
力
を
要
請
す
る
も
の
と
す

る
。

（協
力
の
実
施
）

第
３
条

乙
及
び
丙
は
、
甲
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
連
携
の
上
、
前
条
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（輸
送
体
制
の
確
保
）

第
４
条

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
搬

送
は
、
丙
が
行
う
も
の

と
し
、
甲
は

、
丙
に
よ
る
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

搬
送
が
円

滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（報
告
）

第
５
条

乙
及
び
丙
は

、
甲
の

要
請
に
よ
り
第
２
条
に
掲

げ
る
業
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
丙
が

代
表
し
て
、
速
や

か
に
実
施
内
容
を
甲

に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

（経
費
の
負
担
）

第
６
条

甲
は
、
乙
及
び
丙
が
甲
の
要

請
に
よ
り
実
施
し
た
第
２
条
に
掲

げ
る
業
務
に
係
る
経
費
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（経
費
の
請
求
）

第
７
条

乙
及
び
丙
は
、
業
務
が
完
了
し
た
と
き
は
、
会
員
の
業
務
実
績

を
集
計
し
、
丙
が
代
表
し
て
、
甲
に
一
括
し
て
請
求
す
る
も
の
と

す
る
。

（経
費
の
支
払
）

第
８
条

甲
は
、
前
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
丙
か
ら
の
請
求
を
受
け
て
経
費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（価
格
の
決
定
）

第
９
条

甲
が
負
担
す
る
経
費
の
価
格
は
、
災
害
救
助
法
（昭

和
22

年
法
律

第
11
8
号
）に

基
づ
く
基
準
額
及
び
災
害
時
の

直
前
に
お

け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
、
甲
乙
丙
が
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

［
資

料
編

Ⅱ
］

（支
援
体
制
の
整
備
）

第
10

条
乙
及
び
丙
は

、
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な
協
力
の
実

施
の

た
め
、
広
域
に
お
け
る
応
援
体
制
整
備
及

び
情
報
収
集

伝
達

体
制
の
整
備
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（実
施
細
目
）

第
11

条
こ
の
協
定

の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
手
続
き
そ
の
他
の
事

項
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（協
議
）

第
12

条
こ
の
協
定
に
定

め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲
乙
丙
が
協

議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則

１
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
１
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
終
了

前
１
月
ま
で
に
、
甲
乙
丙

い
ず
れ
か
ら
も
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
期
間
終
了
の
日
か
ら
１
年
間
こ
の
協
定
は
更
新
さ
れ
、
以
下
同
様
と
す
る
。

２
上
記
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
３
通
を
作
成
し
、
甲
乙
丙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

平
成

22
年
８
月

20
日

甲
静
岡
県
静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
知
事

川
勝

平
太

乙
東
京
都
港
区
新
橋
４
丁
目

23
番
４
号

（エ
ア
・ウ

ォ
ー
タ
ー
炭
酸
株
式
会
社
内
）

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
メ
ー
カ
ー
会

会
長

岩
本

満

丙
東
京
都
港
区
西
新
橋
１
丁
目

16
番
７
号

（日
本
液
炭
株
式
会
社
内
）

全
日
本
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
デ
ィ
ー
ラ
ー
会

会
長

鯛
島

洋
三
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災
害

時
に
お
け
る
遺

体
の

一
時

保
存
用

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

供
給

の
協

力
に
関

す
る
協

定
実

施
細

目

（趣
旨
等

）

第
１
条

こ
の

実
施
細

目
は
、
災

害
時

に
お
け
る
遺

体
の
一

時
保
存

用
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
供

給
の
協

力
に
関
す
る
協

定
書
（
以

下
「協

定
」と

い
う
。
）第

11
条

の
規
定

に
よ
り
、
協

定
の

実
施
に
つ
い
て
必

要
な
手
続

き
そ
の

他
の

事
項
を
定

め
る
も
の

と
す
る
。

２
こ
の
実

施
細

目
に
お
け
る
用

語
の
意

味
は
、
協

定
の
例

に
よ
る
。

（連
絡
責

任
者
）

第
２
条

こ
の

協
定
の

実
施
に
関

す
る
連
絡

責
任
者

は
、
甲

に
あ
っ
て
は

静
岡

県
健
康

福
祉
部

生
活
衛

生

局
長

、
乙

に
あ
っ
て
は

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
メ
ー
カ
ー
会

事
務

局
、
丙

に
あ
っ
て
は

全
日

本
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
デ
ィ
ー
ラ
ー
会

事
務

局
と
す

る
。

（要
請
手

続
）

第
３
条

甲
か

ら
乙

及
び
丙

へ
の

協
力

の
要

請
及

び
連

絡
は

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を
文

書
に
よ
り
行

う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
文
書

に
よ
り
難
い
場

合
は
、
口

頭
又
は

電
話
等

に
よ
り
行

う
こ
と
と
し
、
事

後
、
速

や
か
に
文

書
を
送
付

す
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）

要
請

を
行
っ
た
者

の
職
、
氏

名

（
２
）

要
請

理
由

（
３
）

要
請

内
容

（
４
）

履
行

の
場

所

（
５
）

履
行

の
期

日
又
は

期
間

（
６
）

そ
の

他
必

要
な
事
項

２
甲

は
、
乙

及
び
丙

の
業

務
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ
う
、
前

項
の

要
請

に
係

る
重

要
な
変

更
が

生
じ
た
と
き
は

、
そ
の

都
度

、
乙

及
び
丙

に
通

知
す
る
も
の

と
す
る
。

３
第

１
項

の
規
定

に
よ
り
甲

が
乙

及
び
丙

に
通

知
す
る
文

書
は

、
別

記
様

式
１
の

と
お
り
と
す
る
。

（緊
急
要

請
）

第
４
条

前
条

の
規

定
に
よ
る
協

力
要

請
に
お
い
て
、
や

む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
、
甲
が

乙
及
び
丙
と
連
絡

を
と
れ

な
い
場

合
は

、

甲
は

直
接
、
乙

及
び
丙

の
会
員

に
対

し
、
協

力
を
要

請
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の

と
す
る
。

（構
成
員

の
名
簿

）

第
５
条

乙
及

び
丙
は

、
協

定
第

２
条

に
掲
げ

る
業

務
に
協

力
す
る
た
め
に
、
毎

年
３
月
末

ま
で
に
乙

及
び
丙

の
構

成
員

の
名

簿
を

報
告

す
る
も
の

と
す
る
。

（連
携
協

力
）

第
６
条

こ
の

協
定

を
円

滑
に
実
施

す
る
た
め
、
連

絡
担

当
の

窓
口

を
定

め
、
締

結
後

、
速

や
か

に
相

手
方

に
文

書
で
通

知
す
る
も

の
と
し
、
窓

口
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合

も
同

様
と
す
る
。

２
乙

及
び
丙

は
、
甲

と
の
連

携
を
円

滑
に
実

施
す
る
た
め
、
甲

が
実

施
す
る
訓

練
に
可

能
な
限
り
参
加

す
る
も
の

と
す
る
。

（報
告
書

）

第
７
条

協
定

第
５
条
に
規

定
す
る
丙

か
ら
甲

へ
の

報
告
は

、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
文

書
に
よ
り
行

う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
文

書
に

よ
り
難

い
場

合
は
、
口

頭
又
は

電
話
等

に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
、
事

後
、
速

や
か
に
文

書
を
送
付

す
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）

実
施

業
務
内

容

（
２
）

従
事

者
名
及

び
履
行

の
場
所

（
３
）

履
行

の
期
日

又
は
期

間

（
４
）

そ
の

他
必

要
な
事
項

２
第

１
項

の
規
定

に
よ
り
丙

が
甲

に
報

告
す
る
文

書
は

、
別

記
様

式
２
の

と
お
り
と
す
る
。

（経
費
の

請
求
方

法
）

第
８
条

協
定

第
７
条

に
規

定
す
る
経

費
の

請
求

は
、
積

算
根

拠
を
示

す
供

給
等

業
務

実
績

の
一

覧
表

を
添

付
し
た
請

求
書

に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

（そ
の
他

）

第
９
条

協
定

は
、
原

則
と
し
て
自
然

災
害
を
想
定

す
る
も
の

と
し
、
そ
の

他
の

災
害
の

場
合
は

、
協
議

す
る
も
の

と
す
る
。

附
則

こ
の
実

施
細
目

の
有
効

期
間
は

、
協

定
の

有
効
期

間
と
同

じ
と
す
る
。
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様
式
１
（
第
３
条
関

係
）

第
号

年
月

日

様

静
岡

県
知

事

協
力

要
請

書
（第

報
）

災
害

時
に
お
け
る
遺

体
の

一
時

保
存

用
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

供
給

の
協

力
に
関

す
る
協

定
第

２
条

の
規

定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
協

力
を
要

請
し
ま
す
。

注
：「
要

請
内
容

」に
は

、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

必
要

量
等
を
記

載
す
る
こ
と

要
請
担

当
者

職
名

氏
名

連
絡

先
電

話
番
号

F
A
X
番

号

口
頭
、
電

話
等
に
よ
る

要
請
の

日
時

年
月

日

時
分

要
請
理

由

要
請
内

容

履
行
の

場
所

履
行
の

期
日
又

は
期
間

期
日

：
年

月
日

期
間

：
年

月
日

～
年

月
日

備
考

様
式
２
（
第
７
条
関

係
）

第
号

年
月

日

静
岡
県

知
事

様

団
体

名

業
務

実
績

報
告

書

協
力
要

請
の

あ
っ
た
業

務
に
係

る
実

績
に
つ
い
て
、
災
害

時
に
お
け
る
遺

体
の

一
時

保
存

用
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

供
給
の

協
力

に
関

す
る
協

定
第

５
条

の
規

定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
報

告
し
ま
す
。

注
：「
実

施
業
務

内
容
」に

は
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

供
給
量

等
を
記

載
す
る
こ
と

要
請
書

番
号
及

び
日
時

年
月

日
付
け

第
号

（第
報

）

報
告
担

当
者

職
名

氏
名

連
絡

先
電

話
番
号

F
A
X
番

号

実
施
業

務
内
容

従
事
者

名
別

添
名
簿

の
と
お
り

履
行
の

場
所

履
行
の

期
日
又

は
期
間

期
日

：
年

月
日

期
間

：
年

月
日

～
年

月
日

備
考
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1
9-

8-
2
4

災
害

又
は

事
故

に
お
け
る
応

急
対

策
業

務
に
関

す
る
協

定
書

（
県
土

木
防
災

課
）

静
岡

県
交

通
基

盤
部

長
（
以

下
「甲

」と
い
う
。
）
と

（
以

下
「乙

」と
い
う
。
）と

は
、
地

震
、
津
波

及
び
風

水
害

又
は

事
故

に
よ
り
甲

の
所

管
す
る
道

路
、
河

川
、
海

岸
、
砂

防
、
地

す
べ

り
防

止
、
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
、
港

湾
、
漁

港
及

び
空

港
な
ど
の

施
設

等
（
以

下
「公

共
土

木
施

設
等
」
と
い
う
。
）に

被
害

が
発

生
し
た
場

合
又

は
そ
の

お
そ
れ

が
あ
る
場

合
の

応
急

対

策
業

務
の

実
施
に
関

し
、
次

の
と
お
り
協
定

を
締

結
す
る
。

（
目

的
）

第
１
条

こ
の
協

定
は
、
異

常
な
天

然
現
象

や
予

期
で
き
な
い
事

故
に
よ
り
災
害

が
発
生

し
た
場
合

又
は
そ
の
お
そ
れ

が
あ
る
場

合
に
、
社

会
の

混
乱
を
防

止
し
円

滑
な
県

民
の

救
助

活
動

及
び
災

害
復

旧
活
動

に
資

す
る
た
め
、
甲
が

乙
の

協
力
を
得
て
公

共
土

木
施

設
等

の
災

害
応

急
復

旧
工

事
又

は
緊

急
的

な
応

急
対

策
（
以

下
「
応

急
対

策
業

務
」
と
い
う
。
）
を
行

い
、
公

共
土

木
施
設

等
の
機

能
の

確
保
又

は
回
復

を
図

る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
対

象
と
な
る
災
害

）

第
２
条

こ
の

協
定

の
対

象
と
な
る
災
害

は
、
災

害
対

策
基

本
法

の
規

定
に
基

づ
き
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ
れ

た
場

合
若

し
く
は

地
震

、
津

波
、
風

水
害

そ
の

他
の

異
常

な
天

然
現

象
又

は
予
期

で
き
な
い
事
故

に
よ
る
も
の

で
、
甲

が
公

共

土
木
施

設
等
の

応
急

復
旧
を
必
要

と
認

め
る
場

合
の

災
害
と
す
る
。

（
応

急
対

策
業
務

協
力
者

）

第
３
条

乙
の

支
部

を
構

成
す
る
会
員

の
う
ち
、
静
岡

県
に
お
け
る
建

設
工

事
競

争
入

札
参

加
資

格
の
認

定
を
受

け
て
お
り
、
か

つ
、
本

協
定
に
賛

同
で
き
る
会

員
を
応

急
対

策
業
務

協
力
者

（
以
下

「協
力
者

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
乙

は
、
連

合
会

内
の

連
絡

体
系

図
及

び
協

力
者

を
と
り
ま
と
め
た
名

簿
（
以

下
「
名

簿
等

」
と
い
う
。
）
を
協

定
締

結
後

、
速

や

か
に
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前

項
の

名
簿

等
の

内
容

に
変

更
が

生
じ
た
と
き
は

、
乙

は
、
速

や
か

に
名

簿
等

を
修
正

し
た
上

で
甲

に
提

出
す
る
も
の

と
す

る
。

４
第

９
条

の
規

定
に
よ
り
、
こ
の

協
定

の
期

間
が

延
長

さ
れ

た
場

合
に
は

、
乙

は
、
第

２
項

の
名

簿
等

を
毎

年
９
月

１
日

ま
で
に

甲
に
提
出

す
る
も
の

と
す
る
。

５
前

３
項

に
定

め
る
場

合
の

ほ
か

、
甲

は
、
必

要
に

応
じ
て
乙

に
名

簿
等

の
提

出
を
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の

と
す

る
。

（
業

務
施

行
者
）

第
４
条

甲
は
、
応
急

対
策

業
務

が
必

要
な
箇

所
の

状
況
に
応

じ
て
、
協
力

者
の

中
か

ら
応

急
対

策
業

務
施

行
者

（
以
下

「施
行

者
」と

い
う
。
）
を
決

定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
甲

は
、
施

行
者

を
決

定
す
る
際
に
、
使

用
可

能
資

機
材

の
状

況
及

び
派

遣
可

能
人

員
等

に
関

す
る
情

報
提

供
を
必

要
に
応

じ
て
乙

に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出

動
要

請
）

第
５
条

甲
は

、
施

行
者

に
対

し
、
出

動
要

請
書
に
よ
り
出

動
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前

項
の

要
請

に
は

、
別

表
に
掲
げ
る
者
か

ら
の

要
請
を
含

む
も
の

と
す
る
。

３
第

１
項

の
要

請
は

、
緊

急
を
要

す
る
場

合
は

、
電

話
等

の
通

信
手

段
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
が

、
こ
の

場
合

も
遅

滞
な
く
出

動
要

請
書
を
交
す
も
の

と
す
る
。

４
出

動
要

請
書

は
甲

及
び
施

行
者
が

各
自
そ
の

１
通

を
保

管
す
る
も
の

と
す
る
。

（
応

急
対

策
業
務

の
実
施

）

第
６
条

施
行

者
は

、
前

条
第

１
項

の
規

定
に
よ
る
甲

の
要

請
が

あ
っ
た
と
き
は
、
特

別
な
理

由
が

な
い
限

り
甲
の

指
示

に
従

い
、

速
や
か

に
応

急
対

策
業
務

に
着

手
す
る
も
の

と
す
る
。

２
前

項
の

応
急

対
策

業
務
の

内
容
は

、
公

共
土

木
施
設

等
の
機

能
確
保

又
は
回

復
に
係
る
必

要
最
小

限
度
の

業
務
と
す
る
。

３
施

行
者
は

、
応

急
対

策
業

務
の

施
行

に
あ
た
っ
て
は

、
二

次
災

害
に
対
し
十

分
注

意
し
て
作

業
を
進

め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
当

該
作

業
の

関
係
者

の
ほ

か
、
付

近
住

民
、
通

行
者

、
通
行

車
両
等

の
第

三
者

の
安

全
確
保

に
も
特

段
の

注
意

を
払

う
も
の

と
す
る
。
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４
施

行
者

は
、
業

務
従

事
者
が

労
働
者

災
害
補

償
保
険

法
の
適

用
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
手
続

き
を
と
る
も
の

と
す
る
。

５
施

行
者

は
、
業

務
内

容
が

判
定

で
き
る
写

真
等
の

資
料

を
整
備

す
る
と
と
も
に
、
応

急
対

策
業

務
の

進
捗
状

況
及

び
完

成
を

書
面
で
甲

に
適

宜
報

告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
請

負
契

約
等
の

締
結
）

第
７
条

甲
は

、
施

行
者

と
遅

滞
な
く
随

意
契
約

を
締

結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実

施
細

目
）

第
８
条

こ
の

協
定
に
お
い
て
規
定

さ
れ

た
書

類
等
の

様
式
や

実
施
に
関

す
る
細
目

は
、
実

施
細

目
で
定

め
る
。

（
協

定
の

効
力
）

第
９
条

こ
の

協
定

の
期
間

は
、
締

結
の

日
か
ら
平

成
２
５
年
３
月

３
１
日

ま
で
と
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
期

間
満

了
の

日
の

３
０
日

前
ま
で
に
、
甲

乙
い
ず
れ

か
ら
も
そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に
対

し
て
文

書
に
よ
り
異

議
の

申
出
が

な
い
と
き
は

、
更

に
１
年

間

延
長
す
る
も
の

と
し
、
そ
の

後
に
お
い
て
も
同

様
と
す
る
。

（
疑

義
の

解
決
）

第
10

条
こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事
項

及
び
こ
の

協
定

に
関

し
て
疑

義
が

生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都

度
甲
乙

協
議
し
て
定

め
る

も
の

と
す
る
。

上
記
の

協
定
の

成
立

を
証

す
る
た
め
、
こ
の
協

定
書
２
通

を
作
成

し
、
甲

乙
記
名

押
印

の
上

、
各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す
る
。

平
成
２
４
年

月
日

（甲
）
静

岡
県

静
岡
市

葵
区
追

手
町
９
番

６
号

静
岡
県

交
通
基

盤
部
長

森
山

誠
二

（乙
）

社
団
法

人
日
本

建
設
業

連
合
会

中
部
支

部

社
団
法

人
日
本

海
上
起

重
技
術

協
会
中

部
支
部

（
順
不

同
）

別
表

下
田
土

木
事
務

所
長

熱
海
土

木
事
務

所
長

沼
津
土

木
事
務

所
長

富
士
土

木
事
務

所
長

静
岡
土

木
事
務

所
長

島
田
土

木
事
務

所
長

袋
井
土

木
事
務

所
長

浜
松
土

木
事
務

所
長

田
子
の

浦
港
管

理
事

務
所
長

清
水
港

管
理
局

長

焼
津
漁

港
管
理

事
務

所
長

御
前
崎

港
管
理

事
務

所
長

静
岡
空

港
管
理

事
務

所
長
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
静
岡
県
管
理
橋
梁
等
の
応
急
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定
書

（
県
土
木
防
災
課
）

静
岡
県
交
通
基
盤
部
長
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）

と
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

と
は
、

地
震
、
津
波
及
び
風
水
害
又
は
事
故
に
よ
り
甲
の
所
管
す
る
橋
梁
等
（
以
下
「
橋
梁
」
と
い
う
。
）
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合

又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
応
急
対
策
業
務
の
実
施
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
、
社
会
の
混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る
た
め
、
甲
が
乙
の
協
力
を
得
て

橋
梁
の
被
災
状
況
調
査
及
び
災
害
応
急
復
旧
工
事
又
は
緊
急
的
な
応
急
対
策
（
以
下
「
応
急
対
策
業
務
」
と
い
う
。）

を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
橋
梁
の
機
能
の
確
保
又
は
回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場

合
若
し
く
は
地
震
、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る
も
の
で
甲
が
必
要
と
認

め
る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
の
種
類
）

第
３
条

応
急
対
策
業
務
の
種
類
は
、
橋
梁
の
被
災
状
況
の
調
査
及
び
健
全
性
の
判
定
、
対
策
工
の
検
討
、
被
災
し
た
橋
梁
の

応
急
復
旧
工
事
、
応
急
復
旧
用
仮
設
橋
の
確
保
そ
の
他
橋
梁
の
応
急
対
策
に
特
に
必
要
な
業
務
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
協
力
者
）

第
４
条

乙
の
協
会
を
構
成
す
る
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
会
員
を
応
急
対
策
業
務
協
力
者
（
以
下
「
協

力
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
力
者
の
う
ち
、
対
策
工
の
検
討
、
応
急
復
旧
工
事
を
行
う
者
は
、
静
岡
県
に
お

け
る
建
設
工
事
競
争
入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

２
乙
は
、
協
会
内
の
連
絡
体
系
図
及
び
協
力
者
を
と
り
ま
と
め
た
名
簿
（
以
下
「
名
簿
等
」
と
い
う
。）

を
協
定
締
結
後
、

速
や
か
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

４
第

10
条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎
年
９
月
１
日
ま

で
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
施
行
者
）

第
５
条

甲
は
、
応
急
対
策
業
務
が
必
要
な
箇
所
の
状
況
に
応
じ
て
、
協
力
者
の
中
か
ら
応
急
対
策
業
務
施
行
者
（
以
下
「
施

行
者
」
と
い
う
。）

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
甲
は
、
施
行
者
を
決
定
す
る
際
に
、
使
用
可
能
資
機
材
の
状
況
及
び
派
遣
可
能
人
員
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
必
要
に
応

じ
て
乙
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
甲
は
、
橋
梁
の
被
災
状
況
の
調
査
及
び
健
全
性
の
判
定
を
広
域
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
乙
に
こ
れ
を
施
行
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
動
要
請
）

第
６
条

甲
は
、
施
行
者
に
対
し
、
出
動
要
請
書
に
よ
り
出
動
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
場
合

も
遅
滞
な
く
出
動
要
請
書
を
交
わ
す
も
の
と
す
る
。

４
出
動
要
請
書
は
甲
及
び
施
行
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
の
実
施
）

第
７
条

施
行
者
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に
応
急
対
策

業
務
に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
応
急
対
策
業
務
の
内
容
は
、
橋
梁
の
機
能
確
保
又
は
回
復
に
係
る
必
要
最
小
限
度
の
業
務
と
し
、
甲
乙
協
議
し
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

［
資

料
編
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］

３
施
行
者
は
、
応
急
対
策
業
務
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
当
該
作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全
確
保
に
も
特
段
の
注
意

を
払
う
も
の
と
す
る
。

４
施
行
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
き
を
と
る
も
の
と
す
る
。

５
施
行
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
応
急
対
策
業
務
の
進
捗
状
況
及
び
完
成

を
書
面
で
甲
に
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
請
負
契
約
等
の
締
結
）

第
８
条

甲
は
、
施
行
者
と
遅
滞
な
く
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
規
定
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
10

条
こ
の
協
定
の
期
間
は
、
締
結
の
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
満
了
の
日

の
３
０
日
前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に

１
年
間
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
11

条
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙
協
議
し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

平
成
２
４
年

月
日

（
甲
）
静
岡
県
静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
交
通
基
盤
部
長

森
山

誠
二

（
乙
）

社
団
法
人
日
本
橋
梁
建
設
協
会
事
務
局

社
団
法
人
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
設
業
協
会
中
部
支
部

（
順
不
同
）

別
表

下
田
土
木
事
務
所
長

熱
海
土
木
事
務
所
長

沼
津
土
木
事
務
所
長

富
士
土
木
事
務
所
長

静
岡
土
木
事
務
所
長

島
田
土
木
事
務
所
長

袋
井
土
木
事
務
所
長

浜
松
土
木
事
務
所
長

田
子
の
浦
港
管
理
事
務
所
長

清
水
港
管
理
局
長

焼
津
漁
港
管
理
事
務
所
長

御
前
崎
港
管
理
事
務
所
長

静
岡
空
港
管
理
事
務
所
長
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災
害

又
は

事
故

に
お
け
る
設

計
等
業

務
委
託

に
関
す
る
協
定

書

（県
土
木
防
災

課
）

静
岡
県
交
通
基
盤

部
長
（以

下
「甲

」と
い
う
。
）と

一
般
社
団
法
人
静
岡

県
建
設

コ
ン
サ
ル

タ
ン
ツ
協
会
長

（以
下

「乙
」と

い
う
。
）は

、
地
震

、

津
波

及
び
風
水
害
又

は
事
故

に
よ
り
甲
の

所
管
す
る
道

路
、
河
川

、
海
岸

、
砂

防
、
地
す
べ

り
防
止

、
急
傾

斜
地
崩
壊

防
止
、
港
湾

、
漁
港

及

び
空
港

な
ど
の

施
設

等
（
以
下

「
公
共

土
木

施
設
等

」
と
い
う
。
）
に
災

害
が

発
生

し
た
場

合
又

は
そ
の

お
そ
れ

が
あ
る
場

合
の

設
計

等
業
務

（以
下
「設

計
等
業

務
」と

い
う
。
）の

実
施
に
関
し
、
次
の

と
お
り
協
定

を
締
結
す
る
。

（目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定
は

、
異
常

な
天
然
現
象

や
予
期

で
き
な
い
事
故

に
よ
り
災
害
が
発
生

し
た
場
合
又

は
そ
の

お
そ
れ
が

あ
る
場
合

に
、
社
会

の
混
乱

を
防

止
し
円
滑

な
県

民
の

救
助

活
動

及
び
災
害

復
旧
活

動
に
資
す
る
た
め
、
甲
が

乙
の
協

力
を
得
て
災

害
応
急

復
旧

工
事
又

は

緊
急

的
な
事
故
応
急
対
策

に
必
要

な
設
計
等
業
務

を
迅
速
に
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
土
木
施
設
等
の
機
能
の
確
保
又
は
早
期
に

回

復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の

協
定
の

対
象

と
な
る
災

害
は

、
災
害

対
策
基

本
法
に
基

づ
く
静

岡
県

災
害
対

策
本
部

が
設
置

さ
れ

た
場
合

若
し
く
は

地
震

、
津

波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常

な
天
然
現

象
又
は

予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る
も
の
で
甲
が
必

要
と
認
め
る
場
合
の

災
害
と
す
る
。

（応
急
対
策
業
務

協
力
者
）

第
３
条

乙
の
協
会

を
構
成
す
る
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
本
協

定
に
賛
同

で
き
る
会
員
を
応
急
対

策
業
務

協
力
者
（以

下
「協

力
者
」と

い
う
。
）と

す
る
。

２
乙
は

、
協
会

内
の
連

絡
体
系
図

及
び
協
力
者

を
と
り
ま
と
め
た
名
簿

（以
下

「名
簿
等

」と
い
う
。
）
を
協
定
締
結
後
速

や
か

に
甲
に
提
出

す

る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名

簿
等
の

内
容
に
変

更
が
生

じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名

簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
８
条
の

規
定

に
よ
り
こ
の

協
定

の
期
間
が
延
長

さ
れ
た
場
合
に
は

、
乙
は

、
第
２
項
の

名
簿
等

を
毎
年

９
月
１
日
ま
で
に
甲
に
提
出

す
る

も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定

め
る
場
合
の
ほ

か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿

等
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の

と
す
る
。

（業
務
実
施
要
請

）

第
４
条

甲
が

緊
急
に
設

計
等
業
務

の
実
施

を
必
要

と
し
、
協
力
者
の
中

か
ら
当
該
業
務
の
受
託
者

を
決
定

し
た
場
合

、
甲
は

、
業
務
実
施

要

請
書
に
よ
り
必
要
な
設
計

等
業
務
の
実

施
を
受
託
者
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
要

請
に
は

、
別
表
に
掲
げ
る
者
か

ら
の
要

請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の

業
務
実

施
要
請
書
は

２
通
作
成
し
、
甲
と
受
託

者
が

各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第

１
項

の
要
請

は
、
緊
急

を
要

す
る
場

合
に
は

電
話

等
の

通
信
手

段
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の

と
す
る
が

、
こ
の

場
合

も
遅
滞

な
く
業
務

実
施
要
請
書

を
交
わ
す
も
の
と
す
る
。

（業
務
の
実

施
）

第
５
条

受
託
者

は
、
前
条
の
規
定

に
よ
る
甲
の
要
請

が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
甲
の

指
示
に
従

い
、
速
や

か
に
必
要

な
設
計
等
業
務

に
着
手

す

る
も
の
と
す
る
。

２
前

項
の

設
計

等
業
務

の
範

囲
は

、
当

該
要

請
の

あ
っ
た
公

共
土

木
施
設

等
の

機
能
確

保
又

は
回

復
に
係

る
必

要
最
小

限
の

業
務

と
す

る
。

３
受
託
者

が
当
該
業
務

を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対

し
十
分
注
意

し
て
作
業

を
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
作
業

の

関
係
者
の

ほ
か

、
付
近
住
民

、
通
行

者
、
通
行
車
両
等
の

第
三
者
の
安
全
確

保
に
も
特
段
の
注
意

を
払
う
も
の
と
す
る
。

４
受
託

者
は

、
業
務
従
事
者
が

労
働
者
災
害
補

償
保
険
法
の

適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５
受

託
者

は
、
業
務

内
容

が
判

定
で
き
る
よ
う
な
写
真

等
の
資

料
を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
業

務
の

進
捗

状
況
及

び
完
成

を
書

面
で
甲
に
適

宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（業
務
委
託
契
約
の

締
結
）

第
６
条

甲
は

、
受
託
者
と
速
や
か
に
随
意

契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
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（実
施
細
目
）

第
７
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や

実
施
に
関

す
る
細
目
は
、
実
施
細

目
で
定
め
る
。

（協
定
の
効

力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期

間
は

、
協
定

締
結
の
日
か

ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
満
了
の
日
の

３
０
日
前
ま
で
に
、

甲
乙

い
ず
れ

か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方

に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議
の

申
出
が

な
い
と
き
は
、
更
に
１
年
延
長

す
る
も
の

と
し
、
そ
の
後

に
お

い
て
期
間

満
了
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（疑
義
の
解

決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項

及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の
都

度
甲
乙
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

上
記
の
協

定
の
成
立

を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協

定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の

上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持

す
る
。

平
成

２
４
年
３
月
２
９
日 （甲

）静
岡
市

葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
交
通
基

盤
部
長

森
山

誠
二

（乙
）静

岡
市

駿
河
区
南
町
５
番
３
号

一
般
社
団

法
人
静
岡

県
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ツ
協
会

会
長

齋
秀

別
表

下
田

土
木
事
務
所

長

熱
海

土
木
事
務
所

長

沼
津

土
木
事
務
所

長

富
士

土
木
事
務
所

長

静
岡

土
木
事
務
所

長

島
田

土
木
事
務
所

長

袋
井

土
木
事
務
所

長

浜
松

土
木
事
務
所

長

田
子
の

浦
港
管
理
事

務
所
長

清
水

港
管
理
局

長

焼
津

漁
港
管
理
事

務
所
長

御
前

崎
港
管
理
事

務
所
長

静
岡

空
港
管
理
事

務
所
長
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災
害

時
に
お
け
る
社

団
法

人
隊

友
会

静
岡

県
隊

友
会

の
協

力
に
関

す
る
協

定

（
県
危

機
対
策

課
）

静
岡
県
（
以
下

「甲
」
と
い
う
。
）と

社
団
法

人
隊

友
会
静
岡
県

隊
友
会
（
以
下

「
乙
」
と
い
う
。
）
と

は
、
次

の
と
お
り
災
害
時

に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
。

（
協
定
の
趣

旨
）

第
１
条

こ
の

協
定
は

、
乙
の
社
会
貢
献

活
動

の
一
環
と
し
て
、
静
岡
県

内
に
お
い
て
、
地
震
、
津
波
、

暴
風

、
豪

雨
、
豪

雪
、
洪

水
、
高

潮
、
噴

火
そ
の

他
異

常
な
自

然
現

象
又

は
大

規
模

な
火

事
若

し
く
は

爆
発

そ
の

他

そ
の
及

ぼ
す
被

害
の
程
度

に
お
い
て
こ
れ

ら
に
類
す
る
災
害
対

策
基
本
法

施
行
令
で
定
め
る
原
因
に
よ
り
生
ず
る
被

害
の

災
害

が
発

生
し
、
若

し
く
は

発
生

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
災

害
時
等

に
お
け
る
協

力
（
以

下
「
協

力
」と

い
う
。
）
に
関

し
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
。

（
自
主
的
な
災

害
情
報
収
集
協

力
）

第
２
条

乙
は

、
自
主
的
な
協

力
と
し
て
、
次
の
情
報

を
甲
に
提
供
す
る
た
め
の
活
動

を
行
う
。

（
１
）
災
害
に
結
び
つ
く
異
常
兆
候

情
報

（
２
）
大
規
模
地

震
予

知
等
の
段
階
に
お
け
る
県
民
の
生
活
に
関
す
る
情
報

（
３
）
災
害
発
生

時
に
お
け
る
被
害

情
報

、
救
援
情
報
等

（
４
）
そ
の

他
必

要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

２
前
項
に
定
め
る
乙
の

活
動

は
、
会
員
の

周
辺

に
お
い
て
視
認
、
聴
取
等
に
よ
り
収
集
可

能
な
情
報
と
す
る
。

（
依
頼
に
よ
る
協
力
）

第
３
条

甲
は

災
害

時
等
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
協
力
を
乙
に
依
頼

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（１
）
災

害
対

策
基
本
法
の
規
定

に
基
づ
く
災
害
応
急
対
策

に
必

要
な
援
助

（２
）
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
業
務

２
前

項
の

規
定

に
よ
る
要

請
は

、
文

書
に
よ
り
行

う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
文

書
を
も
っ
て
要

請
す
る
い
と
ま
が

な
い

場
合
は
、
口
頭
等
で
要
請

し
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
文
書
を
送
付
す
る
も
の

と
す
る
。

３
乙
は
、
甲

の
依

頼
に
基
づ
き
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
協
力

に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。

４
甲

は
、
第
１
項
の

規
定

に
よ
り
行

っ
た
協
力

に
つ
い
て
、
そ
の

必
要

が
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
速
や

か
に
文

書
に
よ

り
乙
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
の
確

保
）

第
４
条

乙
は
、
甲
の

依
頼

を
受
け
て
協
力
す
る
乙
の
会
員
に
対
し
、
そ
の
活

動
に
当
た
り
、
安
全

の
確

保
に
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
資

料
編

Ⅱ
］

（
経
費
の
負

担
）

第
５
条

乙
が

協
力

を
行
う
た
め
に
要
し
た
経

費
に
つ
い
て
は
、
乙
の
負

担
と
す
る
。

（
訓
練
等
）

第
６
条

乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
を
円
滑
に
実
施

す
る
た
め
、
甲
が
実

施
す
る
訓
練

等
に
可
能

な
限
り
参
加
す
る
も
の

と
す
る
。

２
隊
友
会

会
員

が
訓
練
に
参
加
す
る
た
め
の
経

費
は

、
乙

の
負

担
と
す
る
。

３
甲
は
、
平

素
か

ら
協

力
実

施
に
関
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
乙
に
必
要
な
支
援

を
行
う
も
の
す
る
。

（
事
故
発
生

時
の

責
任
）

第
７
条

乙
は
、
こ
の

協
定

を
実

施
す
る
に
あ
た
り
、
必

要
に
応
じ
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
保
険

」
等

に
加
入

し
、
乙

の
会

員

に
事
故
及
び
ト
ラ
ブ
ル

が
発
生
し
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に
お
い
て
対
処
す
る
も
の

と
す
る
。

（
協
議
）

第
８
条

こ
の
協

定
に
定
め
の
な
い
事
項

及
び
こ
の

協
定
に
関
し
て
疑
義

を
生

じ
た
事

項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都

度
、
甲

乙
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
有
効
期
限

）

第
９
条

こ
の

協
定

は
、
協

定
締

結
日

か
ら
そ
の

効
力

を
有

す
る
も
の

と
し
、
甲

又
は

乙
が

文
書

を
も
っ
て
協

定
の

終

了
を
通
知

し
な
い
限
り
、
そ
の

効
力

を
継
続

す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

第
１
０
条

こ
の

協
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
協
定
の
施
行

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る
た
め

、
本

書
２
通

を
作

成
し
、
甲

、
乙

が
記

名
押

印
の

上
、
各

自
そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。 平

成
２
２
年

４
月

２
日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事

乙
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
川

原
５
丁

目
３
５
番

９
号

社
団

法
人

隊
友

会
静

岡
県

隊
友

会

会
長
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1
9
-
8
-
3
0

住
づ

第
４

８
８

号

公
住

第
３

２
４

号

平
成

2
1
年

3
月

18
日

静
岡
市
都
市
局
建
築
部
長

浜
松
市
建
築
住
宅
部
長

様

静
岡

県
県

民
部
理
事
兼
建

築
住

宅
局
長

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
応
急
仮
設
住
宅
の
建
設
へ
の
協
力

に
つ

い
て

日
頃
よ
り
、
本
県
の
建
築
住
宅
行
政
の
推
進
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、

あ
り

が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

さ
て
、
本
県

で
は
、

東
海
地
震

等
大
規
模
災
害

時
に
お
け

る
建
築
関

係
対

策
の

迅
速
性
や

効
率
性
等

を
確

保

す
る

た
め
、
昨

年
度
か

ら
「
建
築

関
係
職
員
の
大

規
模
災
害

時
に
お
け

る
対

応
方

針
」
の
策

定
に
向
け

検
討

し

て
い

る
と
こ
ろ

で
す
(
別
添
(
案
)
参
照
)
。
検

討
に
当
た
っ
て
は

、
大

規
模
災
害

時
に

必
要
と
さ

れ
る
建

築
関

係

業
務

に
つ
い
て

詳
細
な

洗
い
出
し

や
過
不
足
が
生

じ
る
職
場

間
の
協
力

体
制

の
整

備
、
調
整

等
の
作
業

を
行

っ

て
お
り
ま
す
が
、
業
務
全
体
を
通
じ
て
県
建
築
関
係
職
員
だ
け
で
は
大

幅
な

人
員
の
不
足
が

確
認

さ
れ
た

た
め
、

そ
の

業
務
の
一

部
を
政

令
市
や
建

築
関
係
各
種
団

体
へ
の
協

力
依
頼
を

実
施

方
針

に
盛
り
込

む
よ
う
検

討
中

で

あ
り
ま
す
。

な
か
で

も
、
応
急

仮
設
住
宅

の
建
設
に

つ
い
て
は

、
被

災
者
の
生
活

の
安

定
を

確
保
す

る
た

め
迅
速

に
実

施

す
べ
き

業
務
で
あ

り
ま

す
が
、
東

海
地
震
第

3
次
被
害
想
定
で

は
、

県
全
域
で

約
5
.4

万
戸

の
建
設
が

必
要

と

さ
れ

て
お
り
、

県
職
員

だ
け
で
は

そ
の
遂
行
は
困

難
で
あ
り

、
貴
市
の

協
力

が
必

要
不
可
欠

と
考
え
て

お
り

ま

す
。 つ

き
ま
し
て

は
、
貴

市
の
下
記

業
務
へ
の
協
力

に
係
る
御

意
見
に
つ

い
て

、
年

度
末
の
大

変
お
忙
し

い
中

申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
成

2
1
年

3
月

2
7
日
ま
で
に
御
回
答
願
い
た
く
よ
ろ

し
く

お
願
い
い
た
し

ま
す
。

記

１
業
務
の
内
容

各
政
令
市
内
に
お
け
る
応
急
仮
設
住
宅
の
建
設
に
係
る
工
事
監
理
及
び
検

査
業

務

(
参
考
)
東
海
地
震
第

3
次
被
害
想
定
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
必
要
戸
数

※
自
宅
建
物
が
中
破
の
場
合
等

担
当

住
ま
い
づ

く
り

室

公
営
住
宅

室

電
話

05
4
-2
2
1
-
30
8
0
、
30
8
7

項
目

第
3
次
被
害
想
定
に
よ
る

応
急
仮
設
住
宅
必
要
戸
数

静
岡
市

20
,0
71

戸

浜
松
市

7
,
69
5
戸

依
頼
通
知

２０静都建建総第 2026 号 

平成 21 年 3 月 30 日 

 

 

静岡県県民部理事兼住宅局長 様 

 

                                  静岡市都市局建築部長 

 

 

大規模災害時における応急仮設住宅の建設への協力について（回答） 

                                         

  平成 21 年 3月 18 日付け、大規模災害時における応急仮設住宅の建設への協力について回答します。

大規模災害時における静岡市建築部の役割は、まず被災した建築物による二次災害を防ぎ、安全な 

避難所の確保、市民生活の復旧に迅速に対応することです。その後段階ごとに応急活動、復旧支援を 

行う中で、静岡県、関係機関との連携により応急仮設住宅建設を進めてまいります。   

  

 

 

 

 

 

                                     

静岡市都市局建築部 

建築総務課 総務企画担当 

                                 電話 054-221-1050 

浜 建 住 ９ １ ４ 号

平成２１年３月２６日

 
静岡県県民部理事兼建築住宅局長 様  
 

浜松市建築住宅部長  
 

 
大規模災害時における応急仮設住宅の建設への協力について（回答）  

 
  
 平成 21 年 3 月 18 日付け住づ第４８８号、公住第３２４号にて業務協力依頼のありまし

た、大規模災害時における応急仮設住宅の建設に係る工事監理及び検査業務につきまして

下記のとおり回答します。  
 

記  
 

応急仮設住宅の建設に係る工事監理及び検査業務を、県からの依頼を受け浜松市におい

て行なうことを了承いたします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築住宅部住宅課  

回答
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編
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1
9
-
9
-
1

大
規

模
地

震
発

生
時

に
お

け
る
警

備
業

務
要

請
等

に
関

す
る
協

定
（県

警
察

本
部
）

静
岡

県
知

事
（以

下
「甲

」
と
い
う
。
）
と
社

団
法

人
静

岡
県
警

備
業

協
会

長
（
以

下
「乙

」
と
い
う
。
）
は

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（
平

成
８
年

静
岡

県
条

例
第

１
号
）
第

35
条

の
規

定
に
基

づ
き
、
大

規
模

地
震

発
生

時
に
お
け
る
災

害
応

急
対

策
と
し
て
実

施
す
る
警

備
業

務
要

請
等

に
関

し

次
の

と
お
り
協

定
を
締
結

す
る
。

（業
務

の
要

請
）

第
１
条

甲
は
、
必

要
と
認

め
る
と
き
は
、
静

岡
県

警
察
本

部
長
を
通
じ
、
次
に
掲

げ
る
業

務
を
乙

に
要

請
す
る
も
の

と
す
る
。

(1
)
被

災
状

況
等
の

情
報

提
供

業
務

(2
)
緊

急
交

通
路
の

確
保

等
に
関

す
る
警

備
業
務

(3
)
そ
の

他
甲
が

必
要
と
認

め
る
警

備
業

務

（業
務

の
実

施
）

第
２
条

乙
は
、
前

条
の
要

請
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の

要
請

に
従

っ
て
当

該
業
務

を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

（業
務

の
費

用
の
負

担
）

第
３
条

甲
の
要

請
に
よ
り
実
施

し
た
業

務
の

費
用
は

、
静

岡
県

が
負
担

す
る
。

（出
動

警
備

員
の
補

償
）

第
４
条

出
動

警
備

員
（
甲

の
要

請
に
従

い
出

動
し
警

備
に
従

事
す
る
者

を
言

う
。
以

下
同

じ
。
）
が

、
こ
の

協
定

に
基

づ
く
業

務
の

実
施

に
よ
り
損

害
を
受

け
た
場

合
の

補
償
は

、
出
動

警
備

業
者
（出

動
警
備

員
の
使

用
者
た
る
警

備
業
者

を
言

う
。
以
下

同
じ
。
）の

責
任
に
お
い
て
行
う
も
の

と

す
る
。

（損
害

の
補

償
）

第
５
条

第
２
条

の
業

務
の
実

施
に
よ
り
生

じ
た
損

害
の
補

償
は
、
出

動
警
備

業
者
の

責
任
に
お
い
て
行

う
も
の

と
す
る
。

（協
定

の
実

施
）

第
６
条

こ
の
協

定
の

実
施

に
関

す
る
必

要
な
事

項
は
、
別

に
定

め
る
。

（協
定

の
適

用
）

第
７
条

こ
の
協

定
は

、
平

成
８
年
８
月

14
日

か
ら
、
効

力
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
８
条

こ
の

協
定
に
定

め
が

な
い
事

項
及

び
こ
の

協
定

に
関

し
て
疑
義

が
生

じ
た
と
き
は
、
法

令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か

、
そ
の

都
度

甲
乙

協
議
し
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。

上
記

の
協

定
の
成

立
を
証

す
る
た
め
、
こ
の

協
定

書
２
通
を
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印

の
上
、
各

自
そ
の

１
通

を
所

持
す
る
。

平
成
８
年

８
月
14

日

（
甲

）
静

岡
県
知

事
石

川
嘉
延

（
乙

）
社

団
法
人

静
岡
県

警
備
業

協
会
会

長
村
松

隆

［
資

料
編

Ⅱ
］

1
9
-
9
-
2

大
規

模
地

震
発

生
時

に
お

け
る
警

備
業

務

要
請

等
に

関
す

る
協

定
の

細
目

に
関

す
る
協

定
（
県

警
察

本
部

）

静
岡

県
警

察
本

部
長

（
以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）
と
社

団
法

人
静

岡
県

警
備

業
協

会
長

（
以

下
「
乙

」
と
い
う
。
）
は

、
大

規
模

地
震

発
生

時
に
お
け
る

警
備

業
務

要
請
等

に
関

す
る
協
定

（
以
下

「基
本
協

定
」と

い
う
。
）の

実
施
の

細
目

番
に
関

し
次

の
と
お
り
協
定

を
締

結
す
る
。

（業
務

の
要

請
の
方

法
）

第
１
条

甲
は

、
乙

に
対

し
基

本
協

定
第

１
条

の
要

請
に
係

る
具

体
的

な
業

務
の

内
容

、
開

始
時

間
及

び
場

所
を
文

書
、
口

頭
そ
の

他
の

方
法

に

よ
り
示

す
も
の
と
す
る
。

２
前
項

の
業
務

の
終
了

時
間
は

、
甲
が

乙
に
対

し
別

途
示
す
も
の

と
す
る
。

（出
動

可
能

人
員
表

の
備
付

け
等

）

第
２
条

乙
は

、
基

本
協

定
第

１
条

の
要

請
に
迅

速
に
対

応
す
る
た
め

、
警

備
業

者
ご
と
の

出
動

警
備

員
の

出
動

可
能

数
を
記

載
し
た
表

を
備

付

け
て
お
か

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
乙
は

、
前

項
の

表
を
毎
年

４
月

末
日
ま
で
に
甲

に
提
出

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（業
務

等
の

実
施
）

第
３
条

乙
は
、
基

本
協
定

第
２
条

の
業

務
を
次

に
掲

げ
る
方

法
に
よ
り
実
施

す
る
も
の

と
す
る
。

(1
)基

本
協
定

第
１
条

第
１
号

の
業

務
の
要

請
を
受

け
た
と
き
は

、
被

災
状
況

に
関

す
る
情
報

を
収

集
し
、
警

備
業

者
の

基
地
局

（警
備
業

法
第

11

条
の

４
に
規

定
す
る
「
基
地

局
」を

い
う
。
）
を
管

轄
す
る
警
察

署
長
を
介

し
甲

に
提

供
す
る
も
の
と
す
る
。

(2
)基

本
協

定
第
１
条

第
２
号

又
は

第
３
号

の
業
務

の
要

請
を
受

け
た
と
き
は

、
出
動

警
備

業
者
に
出

動
を
要

請
し
、
出
動

警
備

業
者

は
、
出

動
警

備
員

を
指
揮

し
て
業
務

を
実

施
す
る
も
の

と
す
る
。

（訓
練

の
実

施
）

第
４
条

乙
は
、
基

本
協
定

第
２
条

の
業

務
が
円

滑
に
推
進

さ
れ

る
よ
う
に
、
甲

の
実

施
す
る
防

災
訓

練
に
積

極
的

に
参

加
す
る
も
の
と
す
る
。

（業
務

費
用

の
請
求

方
法
）

第
５
条

乙
は

、
要
請

さ
れ

た
業

務
の

終
了

後
、
甲

と
別
途

協
議

の
上

、
当

該
業

務
に
要

し
た
費

用
の

支
払

い
を
基

本
協

定
第

３
条
に
よ
り
静

岡
県

に
請

求
す
る
も
の

と
す
る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
６
条

こ
の

協
定
に
定

め
が

な
い
事

項
及

び
こ
の

協
定

の
実

施
に
関
し
て
疑

義
が

生
じ
た
と
き
は

、
法

令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ

か
、
そ
の
都

度
甲
乙

協
議
し
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。

上
記

の
協

定
の
成

立
を
証

す
る
た
め
、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作

成
し
、
甲
乙

記
名
押

印
の

上
、
各

自
そ
の

１
通
を
所
持

す
る
。

平
成
８
年

８
月

1
4
日

（
甲
）

静
岡

県
警

察
本

部
長

金
重

凱
之

（
乙
）

社
団

法
人

静
岡
県

警
備

協
会

会
長

村
松

隆
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［資料編Ⅱ］

19-9-4 地域安全活動強化に関する協定

（県警察本部）

静岡県警察本部長（以下「甲」という。）と社団法人静岡県猟友会会長（以下「乙」という。）は、地域安全活動の強化に関し、

次のとおり協定を締結する。

記

（協力の要請）

第１条 甲は、必要と認めるときは、次に掲げる行動を乙に協力要請するものとする。

（1） 野獣などの出没や逸走した猛獣等によって地域住民の生活に不安を生じさせるおそれのある事案に対する地域安全活動

（2） 災害に伴う所在不明許可銃の調査活動

（3） 密輸・密造等の不法銃器根絶のための地域安全活動

（4） 地域安全情報の収集及び提供

（活動の実施）

第 2 条 乙は、前条の要請を受けたときは、その要請に従って当該活動を実施するものとする。

（活動の内容）

第 3 条 この協定により、甲が乙に対して協力要請する地域安全活動は、次に掲げるものとする。

（1） 猪、熊等の人の居住地域への出没に対する地域住民の保護等危険防止のための活動

（2） ペットとして飼育されている猛獣等が逸走した場合の地域住民の保護等危険防止のための活動

（3） 地震、火災等の災害時における動物園からの逸走したライオン・熊・豹・虎等猛獣に対する地域住民の保護等

危険防止のための活動。

（4） 災害発生時における許可銃の所在確認のための活動。

（5） 密輸・密造等の不法銃器根絶のための啓蒙・啓発活動

（6） 地域安全情報の収集及び提供

（協議）

第 4 条 この覚書に定めるもののほか必要な事項については、甲と乙が協議するものとする。

上記の協定の成立を証するため、この協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を所持する。

平成 9 年 5 月 16 日

（甲）静岡県警察本部長 吉 原 丈 司

（乙）静岡県猟友会会長 渡 辺 卓 司
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［資料編Ⅱ］

19-10 警察活動に対する法歯学的協力援助に関する覚書

（県警察本部）

静岡県歯科医師会会長（以下「歯科医師会会長」という。）と静岡県警察本部刑事部長（以下「刑事部長」という。）は、警察活

動に対する法歯学的協力援助に関して、次のとおり覚書を締結する。

記

（目的）

第 1 本覚書は、警察の行う犯罪捜査及び身元確認業務に対する法歯学的協力援助を積極的に行い、社会秩序の安寧確保を

図ることを目的とするものである。

（協力要請）

第 2 刑事部長は、犯罪捜査や身元確認の必要が生じた場合及び東海地震等の大災害や航空機事故等により多数死体が発生

した場合、死体の身元確認の必要があると認めたときは、歯科医師会会長に対して静岡県歯科医師会会員（以下「歯科医師

会会員」という。）の協力を要請することができる。

（協力歯科医師の出動）

第 3 歯科医師会会長は、刑事部長から第 2 による協力要請があった場合これに協力援助するため、歯科医師会会員に出動を

求めるものとする。

（補償等）

第 4 本覚書の業務遂行に関する補償等については、刑事部長が歯科医師会会長と協議し、誠意を持って処理するものとする。

本覚書は、歯科医師会会長及び刑事部長が各 1 通を所持するものとする。

平成 8 年 1 月 11 日

静岡県歯科医師会会長 庄 司 誠

静岡県警察本部刑事部長 市 川 功
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1

ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
に
よ
る
災

害
情

報
の

提
供

(連
絡

)に
関

す
る
協

定

（県
警
察

本
部
）

社
団

法
人

日
本

ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
連

盟
（以

下
「
J
A
R
L
」
と
い
う
。
）
静
岡

県
支

部
及

び
、
静

岡
県

警
察

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線

局
（
以

下
「
J
P
H
C
静

岡
」

と
い
う
。
）は

、
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
に
よ
り
災

害
対

策
基
本

法
（昭

和
3
6
年

法
律

第
22
3
号

。
以

下
「
法

」と
い
う
。
）に

基
づ
く
災
害

情
報

等
の
提

供
（連

絡
）に

関
し
、
静

岡
県
警

察
本
部

（
い
か

「警
察

本
部

」と
い
う
。
）と

次
の
と
お
り
協
定

す
る
。

平
成

7
年

9
月

2
9
日

Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｌ
静

岡
県

支
部

支
部

長
佐

野
嘉

一

静
岡

県
警
察

本
部
警

備
部

警
備

課
長

森
下

克
弘

Ｊ
Ｐ

Ｈ
Ｃ

静
岡

代
表

責
任
者

長
尾

憲

（目
的

、
性
格

）

第
1
条

こ
の

協
定

は
、
東
海

地
震

、
そ
の

他
の

大
規
模

な
災

害
が

静
岡
県

内
に
お
い
て
発

生
し
、
又

は
発

生
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合

、
J
A
R
L
静

岡
県

支
部

及
び

J
P
H
C
静

岡
が

非
常

通
信
等

を
使
用

し
て
、
災

害
に
関

す
る
情

報
を
警

察
本

部
に
提

供
（
連

絡
）す

る
た
め
必

要
な
事

項
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

2
警

察
本
部

に
情

報
を
提
供

（連
絡
）
す
る
際

の
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線

の
活
用

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
性

格
に
配
慮

し
た
活

動
で
あ
る
こ
と
。

（災
害

）

第
2
条

こ
の

協
定
に
お
い
て
「
災

害
」と

は
、
次

に
掲

げ
る
も
の

と
す
る
。

（1
）地

震

（2
）津

波

（3
）台

風

（4
）洪

水

（5
）雷

害

（6
）火

災

（
7
）
（
1
）
か

ら
（
6
）
ま
で
に
掲

げ
る
も
の

の
ほ
か

、
事

案
の

規
模

、
損

害
の

程
度

等
か
ら
判

断
し
て
、
社

会
的

影
響

が
大

き
く
、
情

報
の

提
供

（
連

絡
）

が
必
要

と
認
め
ら
れ
る
事

案

（構
成

員
）

第
3
条

こ
の

協
定
に
お
い
て
、
非

常
通
信

を
行

う
構
成

員
は
、
別

表
1
に
揚

げ
る
も
の

と
す
る
。

（要
請

）

第
4
条

警
察

本
部

は
、
次
に
掲

げ
る
場
合

に
お
い
て
、
火
災

情
報

の
提

供
（連

絡
）を

受
け
る
必
要

が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
J
A
R
L
静

岡
県

支
部

及
び

J
P
H
C
静

岡
に
対

し
、
そ
の

保
有
す
る
情

報
の

提
供
（連

絡
）を

要
請

す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（1
）静

岡
県

内
に
大

規
模

な
災

害
が

発
生
し
、
又

は
発
生

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
。

（2
）静

岡
県

内
に
大

規
模

な
災

害
が

発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
異

常
な
現

象
を
認

知
し
た
と
き
。

（連
絡

通
報
体

制
）

第
5
条

前
条

の
規

定
に
基
づ
き
警
察

本
部
及

び
J
P
H
C
静

岡
構
成

局
は
、
別

表
1
に
掲

げ
る
管
轄

地
域
内

の
J
A
R
L
静
岡

県
支
部

加
入

の
各
構

成
局

と
連

絡
調

整
を
図

り
、
連

絡
通
報

体
制
を
策
定

し
て
お
か

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
資

料
編

Ⅱ
］

（非
常

通
信
等

の
訓
練

）

第
6
条

警
察

本
部

、
J
P
H
C
静

岡
及

び
J
A
R
L
静
岡

県
支
部

は
、
非

常
通

信
等

を
円

滑
か

つ
確

実
に
行

う
た
め
共
同

し
て
訓

練
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（組
織

の
構
成

）

第
７
条

前
条

の
規

定
に
よ
る
非
常

通
信
等

の
訓
練

は
、
警

察
本

部
、
J
P
H
C
静

岡
及

び
、
J
A
R
L
静

岡
県
支

部
の
代

表
者
が

相
互
に
協
議

し
て
定

め

た
と
こ
ろ
に
よ
り
静
岡

県
下
各

地
区
の

構
成
員

等
に
よ
り
行

う
も
の

と
す
る
。

（雑
則

）

第
８
条

こ
の

協
定

に
規

定
し
て
い
る
事

項
又

は
疑

義
を
生

じ
た
事

項
に
つ
い
て
は

、
警

察
本

部
、
J
P
H
C
静

岡
及

び
、
J
A
R
L
静

岡
県

支
の

代
表

者

が
協
議

の
う
え
、
決

定
す
る
。

2
前

各
条
に
定

め
る
も
の

の
ほ

か
、
こ
の

協
定
の

実
施

に
関

し
必

要
な
事

項
は

、
警
察

本
部

、
J
P
H
C
静

岡
及

び
J
A
R
L
静

岡
県

支
部

の
代
表

者
が

協
議
し
て
定
め
る
。

附
則

こ
の

協
定

は
平

成
7
年

10
月

1
日

か
ら
実

施
す
る
。
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1
9
-
1
2

警
察

の
検

視
活

動
に
対

す
る
医

学
的

協
力

援
助

に
関

す
る
覚

書

（県
警

察
本

部
）

静
岡

県
医

師
会
会

長
（以

下
「医

師
会

会
長

」
と
い
う
。
）と

静
岡
県

警
察
本

部
刑
事

部
長
（以

下
「刑

事
部

長
」と

い
う
。
）は

、
警

察
の
検

視
活
動

に

対
す
る
医

学
的
協

力
援
助

に
関

し
て
、
次
の

と
お
り
覚

書
を
締

結
す
る
。

記

（目
的

）

第
１

本
覚

書
は

、
多

数
の

死
者

を
伴

う
大

規
模
事

故
、
災

害
が

発
生

し
た
場

合
、
警
察

の
検

視
活

動
に
対

す
る
医

学
的

な
協
力

援
助

を
積

極
的

に

行
い
、
社

会
秩

序
の
安

寧
確
保

を
図

る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

（協
力

要
請
）

第
２

刑
事

部
長

は
、
東

海
地

震
等

の
大

災
害

や
航

空
機

事
故

等
に
よ
り
多

数
の

死
者

が
発

生
し
、
検

視
の

必
要

が
生

じ
た
と
き
は

、
医

師
会

会
長

に
対
し
て
、
静

岡
県

医
師

会
会
員

（
以
下

「医
師
会

会
員
」
と
い
う
。
）の

協
力

を
要

請
す
る
が

で
き
る
。

（医
師

の
出
動

）

第
３

医
師

会
会

長
は
、
刑

事
部

長
か

ら
第

２
に
よ
る
協

力
要

請
が
あ
っ
た
場

合
こ
れ

に
協
力

援
助

す
る
た
め
、
医

師
会

会
員

に
出

動
を
求
め
る
も
の

と
す
る
。

（補
償

等
）

第
４

本
覚

書
の
業

務
遂
行

に
関

す
る
補

償
等

に
つ
い
て
は

、
刑

事
部

長
が

医
師
会

会
長
と
協

議
し
、
「静

岡
県

地
震

対
策
推

進
条
例

」の
例

等
に
よ

り
、
誠

意
を
持

っ
て
処

理
す
る
も
の

と
す
る
。

本
覚

書
は

、
医

師
会
会

長
及
び
刑

事
部

長
が
各

１
通

を
所

持
す
る
も
の

と
す
る
。

平
成

９
年

１
月

２
３
日

静
岡

県
医

師
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